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第Ⅰ章 大規模稲作経営体の生産技術とその構造化に関する管理問題

第１節 背景と課題

（１）はじめに

土地利用型農業である稲作において，経営耕地規模が 50 ～ 100 ha という，

これまでにない規模の個別経営体が形成されている。これら経営体は次世代の

稲作を担う主体の一つ 注 1）であり，規模のみではなく技術や経営など，その内

面も含めた成長を支援していくことが重要な政策課題となっている。

50 ～ 100 ha という耕地規模となった経営体の成長において重要なのは，拡

大した耕地規模に対応できるよう生産技術を組み立てることである。耕地規模

と生産技術は表裏一体の問題であり，その間の対応に量的，あるいは質的に不

安定な状態となる不均衡が生じないよう，一連の管理を行なわなければならな

い。

稲作の生産技術は，耕地規模の零細性，圃場の狭小性に象徴される日本の農

業構造 注 2）が与件となり，移植栽培という稠密な栽培方法を前提として，作業

の機械化とそれに対応した栽培技術の確立，水利や圃場など生産基盤の整備と

が相乗的に作用し合い発達してきた。しかし，これまでにない 50 ～ 100 ha と

いう耕地規模における生産技術は，耕地規模の零細性，圃場の狭小性，それに

対応した生産技術という従来の枠組みの中のみで捉えることはできない。つま

り，これまでにない耕地規模への拡大により，圃場の分散・多筆化，育苗規模

の拡大と育苗施設能力･育苗管理労働力の限界，作業競合，作期拡大の必要性

と水利慣行の制約など，種々の問題が耕地規模と生産技術の間に不均衡を引き

起こす原因として内在し，それが管理問題として顕在化していると考えられる。

そのため規模拡大との関係から生産技術に関わる諸要素の特定と特徴の整理を

行い，その量的な拡大だけでなく，性格や結びつきなど，質的な転換をするた

めの管理が必要となっている。
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（２）背景と課題

ここでは本論の背景である稲作をめぐる社会的な環境変化において，大規模

稲作個別経営体が現実化するのに重要となった諸条件を整理し，課題の設定を

行う。

土地利用型農業において大規模な経営体が成立するためには，生産要素の調

達，及び生産物の販売が自由に行える市場が形成されていること，並びに経営

規模の異なる経営体間において規模の経済が成立し，生産性格差が生じている

ことが必要とされている 注 3）。近年，日本農業では，生産物や生産要素の取り

引きに関する自由な市場の形成と，生産性格差の形成を誘引する諸規制の緩和

や農業構造の変化 注 4）が急激に進展している。

諸規制の緩和については，第一に，農地利用に関わる規制緩和 注 5）をあげる

ことができる。また，農地転用機会の減少，農業労働力の他産業への流出，高

齢化による労働の機会費用の低下も進展しており，これらのことが総じて地代

の水準を低下させている。第二には，米の価格・流通制度の規制緩和 注 6）によ

る米取り引きの市場化がある。規制緩和に加え，国際市場との価格差を意識し

た圧力，業務需要の増加などによる米流通・消費の多様化，及び米消費量の減

少が米価の水準を低下させている。

こうした中で，太宗を占めている零細な耕地規模の農家では，所有している

農業機械・施設などの資本装備が耕地規模に対して過剰となっており，耕地規

模の拡大や資本装備の効率的利用を図っている経営体との間で生産費用の格差

が生じている 注 7）。

以上の様な農地貸借における地代の低下，米取り引きの実質的市場化と米価

の低落，及び規模の異なる経営体間における生産費用格差の存在が耕地を流動

化させている。

一方，こうした稲作を取り巻く社会的な環境変化は，規模を拡大している

経営体にとって，経営行動選択における自由度の拡大と捉えることができる。

そのため，農地流動化の進展を機会として，稲作の耕地規模においてこれまで

にない 50 ～ 100 ha という，EU 諸国における耕種経営体の耕地規模に迫るまで
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に成長した個別経営体が現実化するようになった。

この様な大規模個別経営体は，高い能力を有する家族労働力の下， 1960 年

代 注 8）から 2 世代，あるいは 3 世代かけて投資を行い，機械・施設の大型・高

性能化と経営耕地規模の拡大を図ってきた。そして現在，次世代の稲作を担う

重要な主体として存在している。基幹的農業従事者数が，特に若年層，さらに

は中堅層でも顕著に減少し続けている農業構造の変化 注 9）の中で，規模拡大過

程にある経営体も含め，これら経営体の成長をいかに支援することができるの

かが喫緊の政策課題として問われている。

こうした中で，本論では，大規模稲作経営体の成長にとって最も重要な課題

となっている生産技術に関わる管理問題に注目する。

耕地規模拡大は，労働力，機械・施設，栽培・作業技術，圃場，これらに関

わる知識・情報・技能などの量的拡大を伴なう。そして，これらの拡大は，冒

頭で述べたとおり，これまでの生産技術の枠組みの中では，耕地規模と生産技

術を不均衡にする諸原因を内在し管理を難しくしている。労働力，機械・施

設，栽培・作業技術，圃場，これらに関わる知識・情報・技能などを耕地規模

に対応した新たな生産技術とする一連の管理を行うには，量的な拡大に併せて，

その性格や結びつき方など，質的な部分の転換にも注目しなければならない。

そこで本論では，稲作の経営耕地規模がこれまでにない 50 ～ 100 ha という

段階を迎えた大規模個別経営体を対象として，耕地規模拡大に生産技術の関係

を対応させる一連の管理に関する問題を，生産技術とその構造化 注 10）に関する

管理問題と考え，現実の事例分析を基に実証的に究明することを課題とする。

第２節 大規模稲作経営体の管理問題と生産技術管理

大規模な稲作を経営するための管理事項は多岐にわたっている。本論では特

に，生産技術に関わる管理に焦点をあてるが，ここではその意義を確認する。

大規模稲作経営体の管理事項について，各論としての報告は多く 注 11），また，

それらは互いに複合的な関係 注 12）にある。そのため全体像を俯瞰的に示すこと
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が重要と考えられるが，こうした報告は梅本(1996)以降ない。そこで，ここで

はまず，具体的な管理事項の全体像を内容別に整理し，それらの相互の関連を

確認する。

大規模稲作経営体の管理事項全体は，第Ⅰ -１図に示すように，おおよそ三

つの領域に整理できると考えられる。

第一は統合的領域である。すなわち，すべての管理を統合する経営主体にお

ける経営者機能・能力，意思決定に関わる管理 注 13）である。さらに意思決定に

おいては，戦略の策定，他の経営や主体との連携関係の形成に関する管理 注 14），

規模拡大に伴う計画・リスクに対する管理も含まれる。

第二は機能的領域である。すなわち，経営，生産，流通・販売という，いわ

ば機能別に分類され専門化した管理である。ここでは，財務・会計，組織より

なる狭義の経営，及び生産技術に関わる管理，さらに近年においては，米取り

引きの市場化の進展，米消費の多様化などにより，流通・販売を管理すること

によって収益の向上を目指す管理 注 15）が必要となっている。

第三は資源的領域である。すなわち，機能的領域において専門化された各管

理それぞれにおいて，活用される資源に関する管理である。ここでは，知識・

情報・技能 注 16）を加えた， 5 つの経営資源を効率的，効果的に利活用するため

の管理領域と考えた。

また，これらの三つの領域は，経営主体の管理行動として，全体から部門を

とおして現場の個別的，具体的な管理を実施して行く過程でもある。この様に

現在の大規模稲作経営の管理問題は三つの領域に区分できるが，それらの内容

は，管理を実行していく過程の段階とも捉えることができる。そのため，各領

域間は相互に関係し合ってもおり，複合的なつながりを持っている。

つまり，土地利用型農業である稲作を主とする経営体が成長していくために

は，第一には耕地規模拡大とそれに対応した生産技術管理をとおして生産量の

増大・生産効率の向上を図ること 注 17），第二には流通・販売に関与・あるいは

自ら取り組むことにより，販路の拡大，安定した取り引き量の確保，有利販売

を図ることであり，この二つの機能を高めるために，様々な管理問題を経営主
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体の意思と能力により統一秩序づける構成となっている。

本論では，土地利用型農業である稲作経営体は，基本的には生産に立脚した

経営組織であるという認識に立ち，そのため，上記第一の点を最重要課題と捉

える。こうした前提の上で，生産技術に関わる管理問題に限定し，さらに具体

的な内容を確認する。

稲作は，零細な規模の農家が多数を占める生産・就業構造の中で，つまり，

耕地規模の零細性，圃場の狭小性という日本の農業構造の強固な枠組の中で，

移植栽培という稠密な栽培方法により，資材，品種，機械・施設，栽培・作業

技術，家族労働力を生産技術として規格化し，それらをシステマティックに組

み立ててきた。しかし，稲作の面積当たりの労働時間の低減，及び収量の増加

は，第Ⅰ -２図に示したように既に停滞傾向にある。

一方，規模拡大においても， 20 ～ 30 ha の耕地規模においては，機械・施設

の大きさ・能力，あるいはセット数を増やすことのみで，同じ規格内での生産

技術のまま対応を果たすことができた 注 18）。しかし，近年の耕地流動化と，規

模拡大農家への集積は，これまでにない規模の経営体を形成させている。これ

らの経営体においては，これまでと同じ規格の生産技術の下で，単に機械・施

設の能力の大きさや作業組織のセット数を量的に増加させることによる作業能

率の向上のみで対応するには限界がある。圃場の分散・多筆化，育苗規模の拡

大と育苗施設能力の限界，作期拡大の必要性と水利慣行の制約など種々の矛盾

を内在し，規模に対する適正な生産技術管理が実現しないまま，さらに規模拡

大が進展する状態にあると考えられる。

この様に，稲作を取り巻く社会的な環境の急激な変化の中で，これまでにな

い 50 ～ 100ha という耕地規模の稲作経営体が，労働力，機械・施設，栽培・

作業技術，圃場，これらに関わる知識・情報・技能などの量的拡大と質的転換

に注目し，生産技術として安定的なものとするための管理は，必ずしも明らか

になっていない。今日，そのための管理問題を究明することが特に重要な課題

となっている。
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第３節 生産力と生産技術の構造化

ここでは大規模な稲作経営体の生産技術に関わる各要素を特定し，それらの

結びつきを論理的に捉えて整理するために，生産力という概念に着目する。

多くの生産力論では，生産力は，労働力，労働手段・対象の各要素を結びつ

けることによって労働過程，つまり価値形成過程が生まれ，発現するとしてい

る（井上(1959)，鈴木(1979)，丸山(1979)）。そして生産力を発現させる労働過

程は，主に二つの側面から考察されてきた。第一は生産関係からの側面であり，

労働過程において労働力と労働手段・対象を結びつける土地所有やその制度，

及び労働手段の所有との関係から考察されている。第二は生産技術の側面から

であり，労働過程における労働力と労働手段・対象について生産技術という機

能の点，つまり，労働力の質と量，及び生産技術の発達との関係から考察され

ている。そしてこの両側面は相互に規制しあう関係として捉えられている。

これら二つの側面について，和田(1978)は，「生産力発展を単に量的ないし

巨視的にみるのではなく，生産構造のなかにおいて，個々の農業技術が労働力

と生産手段の所有の様式といった生産関係との関わり合いのなかで，具体的に

生産量として形成され，発展していく過程を全体的，構造的に明らかにする」

必要があると述べている。

そして生産技術としての側面について，武井(1993)は，「単体として存在す

るものではなく，他の技術や生産構造，生産関係との密接な関係の中で存在し

ている」ことが前提であり，「技術を的確に捉えるためには労働手段のみなら

ず，労働対象，労働力，そしてそれらの総合的編成に関わる」ものとして捉え

るべきであると述べている。

このことを稲作において捉えると，稲作におけるこれまでの生産関係は，零

細な耕地規模の農家が多数を占める農業構造の中で，土地の所有関係が主とな

り固定されてきた。そして，生産関係と生産技術は相互に規制し合う関係であ

ることから，生産技術も耕地規模の零細性，圃場の狭小性を前提とする強固な

枠組みの中で成立してきた。こうした中で，施策による諸規制の緩和や，規模



7

の違いによる生産性の格差，大多数の零細な規模の農家の減少という農業構造

の変化が，耕地を流動化させ，規模拡大農家への貸借による集積という形で生

産関係を変容させている。

そして，生産関係の変容を受けて，生産力に関わる要素である労働力，労働

手段・対象のこれまでにない量的拡大は，併せてその性格と結びつきを質的に

転換させることを必要としている。つまり「技術構成上の変化を伴う本来の意

味の規模拡大」(金沢 1992)が必要となっている。

この様に，本論では生産技術を生産力の技術的側面として考える。そして，

その技術的側面を生産技術とその構造化に関する管理として，具体的にはどの

様にして捉えるのかについて，さらに議論を進める。

井上(1959)は，「社会の生産力の構成的一環」として，「生産力の一部分とし

ての一部門の生産力」を具体的に捉えることが必要であるとしている。また，

鈴木(1979)も「生産力の展開をより具体的に把握しようとするならば，個別生

産単位である経営主体において生産力発展がどのような方向性をもっているか

が問題」としている。これらは，現実の農業経営体を生産力の実態として捉え，

分析する必要性を述べたものである。

そこで，現実の稲作経営体において生産力の技術的側面に関する管理行動

を捉えたものとして，七戸(1988)は，生産力を「様々な技術発展の成果を吸収

し，諸技術を選択・統合して，できるだけ能率的に，できるだけ多くの生産

量を上げるという目的に合致した方向へと個々の生産をもっていく農業者の

力能」としている。また梅本(1997)は生産力を「自然条件による規制，あるい

は土地・水などの生産諸要素の調達・利用に関する様々な規制の下で行われ

ている作物あるいは圃場への一定の相互関連を伴う労働や資材の投入のあり

方」としている。そしてここで言われている，自然条件，あるいは土地，水

などによる規制とは，稲作経営体の立地，あるいは耕地条件による制約であ

り，さらに具体的には圃場条件による制約として捉えることができる。

つまり，生産技術とその構造化に関する管理とは，労働力，労働手段・対

象を生産技術として具体的な個々の内容に特定し，それら特定された個々の
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生産技術を，経営の立地からくる耕地条件による制約に対応させて，あるいは

制約のそのものに働きかけながら，論理的に秩序づけ，組み立て，規模と対応

する構造に形づくることである 注 19）。また，生産技術の具体的な個々の内容と

その関係を論理的に構造化することは，社会的環境変化などのリスクに対して

も，部分を見直すことで対応できる強靱さと安定性を備えることを可能とする。

農業者の力能による，こうした生産技術とその構造化に関する管理をとおし

て，経営体の生産力が発揮されると考えることができる。

なお，本論では生産技術とその構造化に関する管理を，以降，生産技術管

理として記述する。

第４節 規模拡大と生産技術に関わる各要素の特徴

規模拡大は生産力を構成する要素である労働力，労働手段・対象の量的な拡

大である。しかし，単なる量的変化だけでなく，生産技術としての側面から要

素の性格や結びつきを質的に転換していくことに注目する必要がある。このこ

とは，本研究に関する調査を行っている中で得られた「規模を拡大すると同じ

収量を得るにも管理の仕方が異なってくる」とする経営主の言葉に端的に示さ

れている。経営主は労働力，労働手段・対象の量的な拡大に生産技術が矛盾な

く対応できるよう，それら各要素の性格や結びつきを管理し，構造化する必要

がある。さらに，大規模稲作個別経営体や規模拡大問題を取り扱う上で，経営

の立地と耕地条件，それらが与件となり具体的な形として現れる圃場条件は，

生産技術管理のあり方を大きく制約していると考えられている。

そこでここでは，生産技術管理において規模拡大との関係から重要となる

事項を抽出するため，労働力，労働手段・対象について，さらに，労働手段

・対象でもある圃場を要素の一つとして特に別立てし，これら要素の具体的な

内容を特定し，さらにその内容について質的な変化を促している特徴を整理す

る。
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（１）労働力

労働力は経営主及び家族労働力と雇用労働力に区分できる。

これまで農業においては家族経営中心の農業生産・就業構造が維持されてき

た。しかし規模の拡大とともに，「農業経営と農業労働の分離をはかり，農業

労働力の調達を直系家族ばかりでなく，傍系家族や雇用労働力からも調達する」

こととなる。大規模な家族経営は「その内実において拡大解釈された家族経営

(ファミリーコントロールドファーム），ないし企業経営の領域に近いところ

まで迫っている」（石田(1995)）のである。

つまり，規模が拡大すると経営主や家族労働力の役割が変化し，作業におけ

る雇用労働力の役割が増大する。そうした状況においては，労働力間での知識

・情報・技能の共有方法が問題となる。すなわち，稲作の生産技術は，規模拡

大の発展段階に見合った知識・情報・技能を必要とする。家族間においては，

労働手段や対象に関わる知識・情報・技能が経営発展の中で歴史的に蓄積さ

れ，共有されているため，家族を作業それぞれに配置していれば管理上の大き

な問題は生じない。しかし，雇用労働力との間では，その共有が問題となる。

また，技術革新にあたっても，それに関する知識・情報・技能を，公的試験機

関や民間機関など経営外部にある主体から導入しなければならない。そして，

手段として実行するには，同様にこれらの知識・情報・技能を労働力の間で共

有する必要がある。

労働力においては知識・情報・技能の共有問題が重要な特徴になっていると

考えられる。

（２）労働手段・対象

稲作の労働手段・対象は，農薬・肥料の開発，品種の育成，土地改良，機械

・施設化とその高性能化，作業・栽培技術の革新により成り立ってきた。

これらの要素は，規模や資本構成，労働力・作業組織構成の変化を伴なわな

くても生産力水準を向上させる「代替的」なタイプと，規模拡大や資本構成の

高度化，労働力・作業組織構成の変化を伴いながら生産力を向上させる「高度
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化・質転換的」なタイプに区分することができる 注 20）。

「代替的」なタイプは，新品種，除草剤における初中期一発剤，雑草・病害

虫防除剤に見られる投げ込み施用型や自己拡散型の剤型 注 21)，基肥の施用のみ

で追肥を必要としない肥効調節型肥料などであり，単独の技術として規模に関

わらず広く普及している。

一方「高度化・質転換的」なタイプは，作業幅が大きく拡大した 10 条植え

田植機， 6 条刈りコンバイン，GPS やレーザー光線による制御が可能な大型，

高性能トラクタ，無人ヘリコプタ，直播栽培技術，大区画圃場整備などであり，

経営体の規模や集約度との密接な関係の中で機能している。この様な「高度化

・質転換的」なタイプの個別技術が，生産技術を革新するキーテクノロジーと

して重要であることは言うまでもない。さらに，これらの個別技術は，相互に

複合的となる性格を有しており，組み合わせや結合の仕方で，制約的，あるい

は相乗的に作用し合い，集合体として体系化されることで初めてより有効に目

的を達成するのが重要な特徴となっている。

相乗的に作用する具体的な例として，一つには，GPS やレーザー光線による

制御が可能な大型・高性能トラクタが開発されたことにより，大区画圃場とし

て標準的な 1 ha 区画よりさらに広い 2 ha， 3 ha 区画の圃場においても，圃場表

面均平化作業の精度・能率が向上し，また， 200 m 以上の直進作業を正確に行

う操舵が可能となっている。二つには，一つ目の技術を用いた乾田直播栽培技

術が開発されたことにより，直播栽培が備える規模拡大効果 注 22)がより高いも

のとなっている。

一方，制約的に作用する場合として，キーテクノロジーの導入においては，

経営外部から知識・情報・技能を導入する必要があるため，試験研究機関，普

及機関，企業などとの社会的な連携関係を構築・管理する必要があると共に，

労働力の特徴として整理したとおり，導入した高度な知識・情報・技能を労働

力間で共有する方法にも注目しなければならない。さらに重要なのは，圃場条

件が導入するキーテクノロジーを最も強く制約していると考えられることであ

る。
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（３）耕地条件と圃場条件

ここでは，労働手段・対象である圃場とその条件について，経営の立地やそ

の結果としての耕地条件との関係から特徴を整理する。

１）経営体の立地と耕地条件

農業の特質の一つとして，経営体は，それが立地する地域から自由に移動す

ることができないため，その地域の農業生産・就業構造，歴史，地理，自然な

ど，様々な条件による制約を受容せざるを得ない。具体的には，担い手や農業

従事者の状況，耕地の状況，農業振興に関わる事業導入の状況，地域の基幹的

部門やその販売額に関する状況，中山間や傾斜地など地理的条件，温暖地や寒

冷地などの気候的な状況などであり，これらがその歴史的な経過の下，地域の

農業構造を構築し，そこに立地する農業経営体に様々な制約を与えている。

こうした農業構造が最も具体的な形となって経営体の生産技術を制約するも

のとして，耕地条件がある。制約する状況の典型的な形として，第一には耕地

の整備問題があげられる。整備された水田がある一方で，未整備水田は全国面

積割合でおおよそ 40%残されており 注 23），事業導入が進まない耕地が地域的な

まとまりとして存在している。第二には，耕地の空間的な配置問題があげられ

る。規模拡大に従い，経営耕地が集落を越え分散・広域化している。第三には

社会的なつながりの中での問題があげられる。集落を越え分散する耕地に対し

て，その土地利用を集積するための利用調整など，社会的な機能が必要となっ

ている。

つまり，地域の地理的条件や基盤整備水準，事業導入のための合意形成の難

易，耕地の流動化の程度などの農業構造が，耕地条件という形をとおして，そ

こに立地する経営体に影響を及ぼしている。しかも，規模拡大を目指す個別経

営体における，これら立地による制約は，地域の農業構造の改革が直ちに進ん

で，全てが改善されるとは考えられず，経営外部にある与件としておおよそ決

定されてしまっている。
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２）耕地条件

農業生産においては，「自然法則の利用が耕地においてのみ現実化する」（井

上(1959)）。労働手段であり，労働対象でもある水田耕地は，水稲を栽培する

具体的な場であり，その場において，技術を組み合わせ，技術を適用するので

ある。そのため耕地の特質が生産技術を制約する。ここではその特質として以

下の三点を確認する。

第一は「生産手段としての土地の生産的機能を改善し，土地をより高度に生

産手段化する土地改良投資」のレベルが「技術改良の水準と不可分に結びつい

ている」という永田(1975)の指摘である。耕地には生産機能の向上のために多

くの土地改良投資がこれまでに行われてきた。特に水田においては，農業生産

基盤整備に関わる各事業 注 24）により，灌漑用水の確保と排水改善のための農業

水利施設の整備，耕地を一定の大きさ・形状に区分する圃場区画の整形・大型

化，末端の用排水路整備，機械作業を効率的に行うための農道を整備してきた

注 25）。耕地は，これらの資本投資により改良された機能と自然的豊度が一体と

なり蓄積し，生産技術の重要な基盤として存在している。そして，稲作の生産

技術を構成する要素の中でも，耕地の整備水準は，作業組織，栽培技術や作業

技術のあり方に大きな影響を及ぼしている。

第二は，七戸(1982)が「土地に固着した労働対象に向かって労働力が絶えず

移動しながら働きかける」と言うように，耕地が水稲栽培の具体的場である以

上，労働力はそこに赴からずを得ない。そのための移動と規模拡大と共に進展

する圃場の分散錯圃の問題が生産技術を制約するものとして顕在化している。

さらに指摘できる重要な事項として第三は，「基本的な生産手段である土地

と水が，ともに公共的側面をもち，農業生産に社会的なつながりの問題をもち

こんでいる」（金沢(1982)）ことである。また，規模拡大により集落外からも

耕地を集積することが，「分業的結合が不特定多数や未知の人を対象としたと

ころまで発展していることをあらわしており」それ故，「社会的行為」（石田

(1990)）とみなされる関係の構築が必要となる。この様な耕地を通じた多岐に
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わたる社会的なつながりの問題も，重要な特徴となっている。

３）圃場条件としての特定

生産の場である圃場は，経営体の立地やそれによる耕地条件を与件として，

耕地の生産装置としてのありようを具体的な管理単位として現している。そこ

で耕地の特質として指摘した 3 点のうち，ハードウエアとして生産技術管理に

強く関係すると考えられる 2 点について，それを圃場の条件として特定する。

第一は，耕地の装置としての機能性の程度，つまり基盤整備の水準である。

これを圃場条件として捉えると，農業においては作業者が圃場まで行き，圃場

の装置としての機能を利用・制御しながら，圃場と作物，両方に働きかける作

業をとおして作物を栽培している。この機能性を構成する具体的な圃場条件は，

圃場の区画形状，用・排水の状況，農道の状況である。

第二は，耕地の空間的な配置である。これを圃場条件として捉えると，作業

者は，圃場や作物に直接的に接触し，作業・働きかけを行い，あるいはそのた

めの情報を取得している。作業は，圃場や作物の状況の変化を観察しながら，

作物の生育ステージに応じ，一つ一つの圃場の中で，時系列に沿って重層的に

行なわれることとなる。そしてその都度，圃場という場に出向くため，空間的

な移動を繰り返さなければならない。つまり，時系列で重層的に行われる作業

やそのための状況把握に関わる情報の収集や見届けのために行われる移動，特

に農繁期には短い期間に複数の作業を行うため，移動の錯綜性も問題となる。

この空間的な配置を構成する具体的な圃場条件は，圃場の数，分散の程度を示

す圃場までの距離，一回の移動で作業が可能な作業単位としての圃場の面積・

圃場のまとまり，つまり団地としての面積と団地内での圃場の配置である。

以上のように，圃場条件を特定し，特徴を明らかにすることで，生産技術管

理のあり方を制約する要因の正確な分析が可能になると考えられる。

第５節 生産技術管理に関する問題
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ここではこれまでの議論を基に，規模拡大過程において，経営主体が取り組

むべき，生産技術管理に関する問題について，具体的な仮説として提示を試み

る。

生産技術の要素の第一は，労働力であり，経営主，家族労働力と雇用労働

力により構成される。そして管理問題において重要となる事項は，労働力間

での知識・技術・技能の共有，共有を可能とするための，作業分担や組み作業

を行う作業組織のあり方，さらには教育であると考えることができる。第二は

労働手段・対象である。管理問題において重要となる事項は，「高度化・質転

換的」なタイプの技術導入であり，科学技術の発展による機械・施設の大型

・高性能化，作業技術・栽培技術の進歩，品種・資材の改良，耕地の整備であ

ると考えることができる。第三は圃場である。圃場は労働手段・対象に含まれ

るが，耕地規模拡大と共に，圃場条件が生産技術のあり方を大きく制約すると

考えられ，要素の一つとして位置づける必要がある。第四は，これら全ての要

素と不可分なものとして，知識・情報・技能を位置づける。

そして生産技術に関する管理問題は，これら要素を，①耕地規模に対応する

生産の構想，②それを現実化するための技術組み合わせの設計，実行が機能す

るように，圃場条件と言う制約を軸にして，統一秩序づけ，安定的な構造に形

づくることである。

本論ではこれまでの議論から，管理問題を管理 1 ～ 5 に整理できると考え，

第Ⅰ -３図に示した。

管理 1 は圃場条件に関する問題，管理 2 は栽培・作業技術に関する問題，管

理 3 ～ 4 は労働力間における知識・情報・技能の共有に関する問題，管理 5 は

技術革新するための知識・情報・技能の導入に関する問題と位置づけられる

が，管理 1 ～ 5 のそれぞれの関わりは大きく，経営主体が中心となって立体的

に管理する必要がある。本論ではさらに，稲作の生産技術管理を最も制約する

圃場条件との関係を軸として，これら 5 つの管理問題への対応を以下で具体的

に検討する。
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（１）管理1 －規模拡大過程における圃場条件の影響把握と組み替え－

大規模稲作経営体では借地戦略の策定やそれに関わる行動が必要である。つ

まり，借地する地域の選択，圃場の団地的集積，圃場機能高度化のために自ら

行う圃場整備について，取り組む必要がある。

そのためには，圃場条件，つまり圃場の整備水準と圃場の配置が，生産手段

や，労働力・作業組織の構成，知識・情報・技能の共有にどの程度制約的，あ

るいは相乗的に作用しているのか，そして，その結果として耕地規模拡大に及

ぼす影響について，正確な理解が必要である。その上で圃場条件の改善につい

て，どの部分から取り組むのが効率的であるか，根拠を持った戦略・行動を行

うための管理が必要である。

これらの事項は，土地利用調整なしに自由に借地出来ることをメリットと捉

えている場合においても，また，地域的な利用調整を行う場合においても基本

的に重要な事項となる。

（２）管理2 －圃場条件に対応した労働手段・対象の管理－

生産の技術構造を革新するキーテクノロジーとなる「高度化・質転換的」な

タイプの生産手段では，栽培・作業技術の選択，機械・施設の選択が，圃場条

件，つまり，圃場の整備水準と圃場の配置に対して相互に制約的，あるいは相

乗的に作用し合っている。これらの関係，及び選択の効果を具体的に把握し，

組み合わせや結合の仕方を決める管理が必要である。

（３）管理3 －圃場条件に対応し知識・情報・技能を共有する管理－

収量の低下を防ぐという生産技術にとって最も重要な事項は，栽培・作業技

術，圃場の整備水準と圃場の配置に関わる知識・情報・技能を有することが前

提となる。こうした，知識・情報・技能は，これまで家族間において，2 世代，3

世代に渡る歴史的経過のなかで培われ，共有されてきた。今後は，雇用労働力

とも共有を可能とする管理が必要となる。

ただし，知識・情報・技能を共有するための管理は圃場条件によって異なる
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と考えられる。つまり，圃場が未整備で大きさが零細なため圃場数が極端に多

く，また，用排水の整備水準が低く，管理が思うようにいかない場合，あるい

は水利慣行の違う地域に圃場がある場合など，圃場個々の特性に応じて技術的

・社会的対応を取る必要がある。一方，基盤整備された圃場では，装置として

の機能が高く，条件は均質化している。こうした圃場条件の差異が知識・情報

・技能を共有するための管理に影響を与えると考えられる。

（４）管理4 －作業組織内で知識・情報・技能を共有する管理－

労働力間において知識・情報・技能を共有するための管理の一つとして，作

業組織の編成による管理が必要となる。

この管理においては，作業組織の編成の仕方によって，労働力間の作業技術

・栽培技術・圃場条件に対する知識・情報・技能の共有・継承を図ることが重

要となる。そのため，知識・情報・技能の水準が異なる労働力を前提に，作業

の場をとおして，共有・継承を図ることが必要である。ただし，先に述べた管

理 3 のとおり，圃場の装置としての機能性，及び圃場の配置により共有の難易

が異なるため，それが組織編成の考え方，特に雇用労力の役割・位置づけに対

する考え方に与える影響も織り込む必要がある。

（５）管理5 －外部にある知識・情報・技能を導入・定着させる管理－

耕地規模拡大に対応する生産技術においては，圃場条件に対応したキーテク

ノロジーの導入が重要である。農業の特質を考慮すると，技術導入とその定着

を，経営体単独で行うのは困難である。稲作は気象条件の年次変動を受けやす

く，年間の作付けも一度のみに限られているため，技術に必要な知識・情報・

技能を定着させるためには 3 から 5 年の期間 注 26）が必要である。普及組織，試

験研究機関，民間企業など他の主体と社会的な関係性を構築し，連携関係を保

てる管理が必要となる。

第６節 論文の構成
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本論の最大の特徴は，大規模稲作経営体の生産力を向上させるために，経営

耕地規模に対応する生産技術関管理に関する問題について，労働手段でもあり

労働対象である耕地，具体的には圃場を軸として整理・分析し，その内容を特

定することにある。これらの管理を本章で仮説として提示した管理 1 ～ 5 をも

って捉えようとするならば，管理 1 ～ 5 について農業生産の担い手である実際

の大規模稲作経営体において，生産の実践過程を整理・分析し，論理として実

証・解明する事が重要となる 注 27)。本研究では，事例を個別事例として取り扱

うだけでなく，事例における管理 1 ～ 5 に関わる主体的取り組みを分析し，そ

れをモデルの中に組み込んで，一般化することも含め，実証，解明を行う。

そのため第Ⅱ章～第Ⅵ章までは，実際の大規模稲作経営体を事例として実証，

解明に取り組む。第Ⅱ章～第Ⅵ章の課題と事例の位置づけについては第Ⅰ -１

表に示した。実際の経営体では一つの管理だけが単独で行われている訳ではな

い。各章では複数の管理局面を考慮し，整理・分析を進める。

第Ⅱ章では，圃場区画の大きさ・形状が大型機械の作業能率に及ぼす影響に

ついて検討する。この章は管理 1 及び管理 2 に該当する。つまり，稲作のよう

な土地利用型の農業では，圃場条件が生産技術の構造化において大きな影響を

与えている。このような影響を分析する上で，圃場区画の大きさや形状の違い

による圃場作業量の変化を正確に把握することが必要である。本章では，圃場

区画の大きさや形状が整備されることにより，圃場作業量がどのように変わる

のか，さらにどのような大きさや形状が効率的なのかを大規模稲作経営体の現

場における実際の作業データから試算し，明らかにする。

第Ⅲ章では，稲作の規模拡大及び収益性に対する圃場条件の影響について，

大規模稲作経営体の現場で実際にとられている管理に関わる行動を考慮し検討

する。この章は主に管理 1 に該当する。つまり，水田の圃場条件はそれが立地

する地理的条件や圃場整備水準の差異等により多様である。稲作を基幹部門と

する経営の規模拡大過程では，必然的に，多様な条件の圃場を経営の中に取り

込んで行かざるを得ない。このような圃場条件の多様性は，大規模な稲作を行
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おうとした場合に様々な問題点を顕在化させ，経営上の非効率を引き起こして

いる。そのため圃場条件の多様性にどのように対処し，生産の効率を向上させ

ていくかが調整・管理において重要な課題となっている。そこで，本章では①

圃場条件の質的差異を四つの要因の組み合わせにより類型化，②圃場条件に対

する生産管理行動の秩序と序列を事例の検証から一般化，③圃場条件別作業効

率を作業研究手法の適用により標準時間化，④これらの結果を線形計画モデル

で統合することにより論じる。

第Ⅳ章では，大規模稲作経営体の圃場条件と管理について検討する。この章

は主に管理 2 及び管理 4 に該当する。大規模な稲作経営を成立させるためには，

それに応じた生産技術が必要である。具体的には，栽培・作業技術を革新し，

品種選択による作期拡大を図り，雇用も含めた労働者が機能的に働けるよう作

業組織を形成し規模拡大に対応する必要がある。そして，こうした経営者の管

理行動を最も強く制約しているのは圃場条件であると考える。そこで，圃場条

件が経営者の管理行動をどのように制約しているのか，さらに制約に対応する

ためどのような方策を講じているのかについて，具体的な分析を行う。

第Ⅴ章では，稲作の規模拡大過程における圃場条件と作業・労働組織に関す

る管理について検討する。この章は管理 3 及び管理 4 に該当する。大規模稲作

経営体では圃場が数集落に分散する。こうした状況下では，面積規模と共に，

規模拡大によって生じる圃場の分散や整備水準のばらつきが作業の制約とな

る。しかし，圃場条件は経営の外部に起因する制約であり，直ちに改善するこ

とは困難である。そのため，圃場条件を内部の問題と捉え直し，作業・労働組

織の管理技術により内発的に対応する必要がある。本章では大規模稲作経営体

における作業・労働組織の管理に注目し，圃場条件から受ける作業制約の実態

とその制約に内発的に対応する具体的な方策をケーススタディにより詳細に解

析し明らかにする。

第Ⅵ章では，新技術の普及における主体間連携関係の形成要因と役割につい

て検討する。この章は管理 5 に該当する。大規模稲作経営体の生産技術におい

て，技術革新は，収量や品質の向上，費用の低減，規模の拡大等，技術体系の
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再構造化をとおして経営を変革する重要な方策である。近年の高度な技術革新

の普及・定着において，研究の各分野や，施策，普及，経営体，地域農業の経

営に関わる様々な組織，及びそれに属する個人が連携するシステムについて，

その形成要因と役割を具体的に明らかにする。

第Ⅶ章では，本論の結論と今後の課題について述べる。
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注 1）水田農業を担うもう一つの主体として組織経営体がある。組織経営体は，

主として集落営農となるが，その特徴は，高橋（ 2003）によれば，集落営農

に参加する農家の共通目的である稲作，あるいは転作の効率化を実現する

ため，労働力，資本，土地利用を組織化することで，生産力に関わる諸要

素の効率的な調達・利用を図ることである。つまり，多数の農家が参加す

ることで，個別経営体単独では容易に実現することができない，耕地，労

働力，機械・施設などを地域的に管理しようとするものである。具体的に

は，米の生産調整施策に対応する形でブロックローテーションなどにより

利用調整され集積された耕地で，麦・大豆などの転作作物の作付けを受託

する組織経営体などがあり，その面積規模が 50ha を超えるものもある。し

かし，これら組織経営体では，収益が施策による助成に大きく依存してい

る。

一方，家族を主体とする大規模稲作個別経営体においては，施策に頼る

ことなく，自らの行動により競争力を強め，稲作の規模拡大を図ってきた。

個別経営体であるため，耕地，労働力，機械・施設など，生産力に関わる

諸要素の調達・利用において地域の資源を組織化する集落営農の様な経営

体とは大きく異なり，克服すべき課題が多いと考えられる。そこで本論で

は，大規模個別経営体に焦点をあて，その生産力構築に関わる重要事項を

実証的に分析・整理する。

注 2）農林業センサス（農林水産省）は，日本農業の生産構造及び就業構造に

ついて，農家，農業法人等を対象に，世帯員状況，経営耕地面積，農業労

働力，農産物の生産状況など，経営の態様，耕地，農業労働に関わる諸事

項を調査することにより把握し，生産及び就業構造の現状と動向を統計と

して明らかにすることとしている。本論では農林業センサスの統計数値に

より明らかとなった諸事項の現状と動向を一括して農業構造と言うことに

する。

注 3）速水他(2002)を参照。
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注 4） 2010 年世界農林業センサスによると， 2005 年対比で，総農家数は 11.2%

減，農業経営体数は 16.4%減，土地持ち非農家数は 14.4%増，経営耕地面積

は 1.7%減，借入耕地面積は 28.9%増，特に田の借入耕地面積は 42.3%増，30 ha

以上の経営耕地面積規模農業経営体数は 142.1%増となっている。日本の農

業構造が，大きな変化を始めたと捉えることが出来る。

注 5）「農地法」(1952)では，農地の貸借権が強く保護され，流動化の障害と

なっていた。しかし，「農業振興地域の整備に関する法律」(1969)，「農用

地利用増進法」(1980)，「農業経営基盤強化促進法」(1983)へと続く制度改

革の中で，自作農主義から借地主義に転換し，「農地法」の改正(2009)によ

り，農地貸借規制の大幅な緩和，農用地の利用集積のための方策が示され

た。詳しくは梶井功(1987)，有本他(2010)を参照。

注 6）米の流通においては，「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」

(1995)が改正・施行(2004)され，備蓄にかかる政府米以外は制度上の区分・

規制が無くなった。また，集荷，流通，小売りへの参入についても自由化

が図られた。これは食料・農業・農村基本法(1999)による価格安定政策から

市場原理の下での経営安定政策への転換，米政策改革大綱(2002)による流通

制度改革に則ったものである。

注 7）2010 年「米及び麦類の生産費」によると，米の作付け規模別，都府県の 10 a

当たり全算入生産費は，零細な作付け規模である，0.5 ～ 1.0 ha の場合，181,831

円，1.0 ～ 2.0 ha の場合，126,902 円に対し，大規模な作付けとなる 10.0 ～ 15.0 ha

の場合， 107,258 円， 15.0 ha 以上の場合， 92,619 円となっている。

注 8） 1960 年代は土地改良事業が基幹灌漑排水施設整備から圃場整備に転換し

ていく時期でもある。また，同時に耕耘機からトラクタ利用へ転換した時

期でもあり，この後，田植機，コンバインの開発・普及が進展した。これ

ら圃場整備，機械化の進展にあわせて耕地規模拡大に取り組む経営体が見

られた。

注 9） 2010 年世界農林業センサスによると，基幹的農業従事者数は 2,051,437 人
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で 2005 年調査に比べ 189,235 人（ 8.5 ％）の減少となっている。年齢階層別

では， 65 歳以上が 1,253,477 人で全体の 61.1 ％を占めている。注目したいの

は，これから農業を担っていく若年層，中堅層の減少である。 15 ～ 29 歳は

31,479 人，30 ～ 49 歳は 185,334 人であり，2005 年調査に比べ 15 ～ 29 歳は 5,808

人（ 15.6 ％）の減少， 30 ～ 49 歳は 69,258 人（ 27.2 ％）の減少となっている。

注 10）生産技術の構造化については，第Ⅰ章の第３節で詳しく述べる。

注 11）門間(2012)によるレビューを参照

注 12）個々の農業経営では，私経済と生産の二面性を有している。このこと

について金沢(1982)は「私経済的な収支計算単位としてとらえるだけのもの

ではなく，また生産的な技術組織としての技術単位だけのものでもなく，

両者が一つの統体として秩序づけられている一個の意思経済である」とし

ている。あるいは門間(2012)が言うように，「農業経営を私経済かつ社会的

経済的な生産力の担い手として二元論的に把握することはきわめて難し」

い。そのため農業経営を両者の関係の結節点，あるいは統体として位置づ

け，捉えていく必要がある。

注 13）亀谷(1985)は，経営者能力が「最も基本的にして希少な資源であり，

それは物的な経営規模を決定する場合，最大の規制要素になる」としてい

る。また，木村(1994)，土田(1996b)などもその重要性を述べている。さら

に鈴村(2012)は「生産力を構成する要素同士を関連づけ，物的要素を生産性

に効果的に結合するための主体機能として経営者の役割が次第に重視され

るようになった。」こと，つまり，経営規模の拡大などにより，経営者の能

力が重要な資源の一つとなっていることにも留意する必要があると述べて

いる。

注 14）納口(2005)，宮武(2007)を参照。

注 15）具体的にはマーケティングなどにより，市場，流通を細分化し，その

それぞれに見合う価値の提供や価値の創造を行うこと，あるいはロット確

保による価格交渉力の向上があげられる。伊藤(2007)，小野(2007）を参照。



23

注 16）梅本他(2010)，山本他(2010)，藤井他(2010)を参照。

農業では，気象，作物の生育，圃場条件は刻々と，あるいは地理的な自

然要因により変化するものであり，状況変化に対して柔軟に対応していか

なければならない。状況が変化したとする判断，対応の決定と実行は，知

識や情報を参照しつつも，現場において繰り返し行われた身体的経験を基

に習得されると考え，その習得を技能と考える。

注 17）このことは規模の経済性としても捉えることができる。西村(1985)は

規模の経済性について「経営要素量の大きさに従って生産要素投入量の規

模の拡大をもたらす生産量規模の拡大が，収益の増大，あるいは生産費の

減少といういうような成果指標の大きさを有利にする現象をいう。」として

いる。そして「規模の拡大は経営を構成する生産要素の利用を変化させ，

より効率的な投入・産出関係を実現することにより，一定期間に固定する

費用を低減して，究極的な成果を有利にする過程」を前提としている。

注 18）納口(1988)，土田(1994)，梅本(1997)を参照。

注 19）各種機能を持った要素を一つの目的を持った構造に形づくるという点

で磯部(1984)の言う農業生産の組織も参考とした。磯部は，「農業経営は，

単一な主体の意思によって秩序づけられた農業生産の組織であって，この

意思は一定の経営目標を設定し，この目標を達成するために，各種の技術，

作物，家畜，地目を組み合わせ，そこにおける全ての活動は，この一定目

標の実現という方向に統一秩序づけられ，一つの組織を形作る。」としてい

る。

注 20）永田(1975)は土地改良投資の形態として同様な区分をしているが，こ

こでは生産力に関わる他の要素も含めて区分を試みた。

注 21）水中での拡散性を良くすることで，散布に機械や器具を使わず，畦畔

から手で投げ込めるジャンボ剤，畦畔からの手振り散布が可能なフロアブ

ル剤や自己拡散型粒剤などの剤型がある。

注 22）梅本(1999)を参照。
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注 23）農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」によれば， 2008 年 3

月末の推計値では，全国田面積 2,516,000 ha の内， 30 a 以上区画整備済み面

積は 1,542,442 ha であり，整備率は 61.3%となっている。

注 24）土地改良法に基づく土地改良事業は，事業内容から農業生産基盤整備，

農村整備，農地等保全管理に区分される。農業生産基盤整備は，灌漑排水

事業，圃場整備事業，農地造成事業・干拓事業が主な事業となる。ここで

は主に圃場整備事業との関連から論議を進める。

注 25）「容器的生産手段の加工としての土地改良は，原料・補助材料の加工と

しての品種改良などとともに，技術革新の重要な契機としての役割を果た

している。土地改良による人工的豊沃度の形成，あるいは土地の装置とし

ての機能の高度化は，一方で栽培技術の在り方とも相互規定的に関連し，

他方では作業技術の在り方とも密接に関連している。土地改良は労働の精

度と能率の両側面における技術と相互依存的に関連し，両者の発展の在り

方をも規定するのである」（八木(1983)）。

注 26）技術革新の定着についても，技術の技能化として捉えることができる。

そのため，身体的経験も含めて 3 ～ 5 年の期間が必要である。土田(1999)も

直播栽培の技術を農業者自らが体得するには 5 年前後の試行期間が必要と

している。

注 27）このことは和田(1978)が言うように，経営学的実践性，つまり，「経営

実践に則して建設され，それと有機的に結びついた理論形成」が必要とす

る立場から考えても肯定されるものである。
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経営の主体

戦略

経営者機能・能力

意思決定

他経営・主体との連携

計画・リスク

第Ⅰ－１図 大規模稲作経営の管理問題

機能的領域

資源的領域

統合的領域

経営

組織

流通・販売

財務・会計

生産技術

資源

耕地

機械・施設

人材確保・育成・労務

資金

知識・情報・技能

注1）大規模稲作経営体の管理問題についてその内容を三つの領域に分類し示した。

2）著者作成。

全体的

部門的

個別・現場的
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第Ⅰ-２図 10 a 当たり労働時間及び収量の時系列変化

注1) 図中の数字は西暦年

2) 10 a 当たり収量は，「作物統計」の長期累年統計表(2007)における

水稲収穫量累年統計の都府県データ，及び近年の同データより作成

3) 10 a 当たり労働時間は，「米及び麦の生産費」の長期累年統計表に

おける水稲作の投下労働時間（10a 当たり）の全国労働時間計，及

び近年の同データより作成
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注1）生産技術に関わる各要素の具体的内容を特定し，それらの結びつきを整理し，管理ポイントを示した。
2）著者作成。

労働力

作業組織

労働手段・対象

水田耕地

水 稲

圃 場

水利施設

代替え的

高度化・質転換的

経営主

家族労働力

雇用労働力

立地条件

知識・情報・技能 外部にある知識・情報・技能

第Ⅰ-３図 生産技術の構成と規模拡大に対応するための管理ポイント

管理4

管理3 管理5

管理2

生産の知識

・情報・技

能に関わる

部分

生産の技術に関わる部分

装置機能

分布・配置

管理1

機械・施設

栽培・作業技術

主 体
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第Ⅰ-１表 第Ⅱ章～第Ⅵ章の課題と事例の位置づけ

章 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

管理 1 ○ ○

管理 2 ○ ○

管理 3 ○

管理 4 ○ ○

管理 5 ○

課題の内容 圃場区画の大 圃場条件の組 圃場条件に対 圃場条件に対 新技術に関す

きさと形状が み替えが稲作 応した栽培・ 応した知識・ る知識・情報

機械作業の能 の作付け面積 作業技術と作 情報・技能の ・技能を共有

率に及ぼす影 規模に与える 業 組 織 の 解 共有と作業組 するシステム

響の解明。 影響の解明。 明。 織の解明。 の解明。

事例の位置づ 機械作業デー 圃場条件によ 経 営 耕 地 規 経 営 耕 地 規 直播栽培現地

け タをタイムス る制約の実態 模，立地の異 模，立地の異 実証試験事例

タディにより を聞き取り， なる 5 事例を なる 3 事例を におけるステ

計測。 作業日誌，タ ケーススタデ ケーススタデ ークホルダー

イムスタディ ィにより比較 ィにより比較 の 行 動 を 分

により把握・ ・分析。 ・分析。 析。

分析。
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第Ⅱ章 圃場区画の大きさ・形状が大型機械の作業能率に及ぼす影響

第１節 課題

稲作を基幹とした農業経営では規模拡大と同時に生産費の低減を図り，収益

を確保していくことが重要となっている。圃場の大区画化は生産性向上に対す

る期待が大きく，圃場整備においても大区画水田を 25%以上を造成することが

採択要件となっている低コスト化水田農業大区画圃場整備事業（ 1989 年度），

担い手育成基盤整備事業（ 1993 年度）が創設され，現在では大区画圃場を一

定割合以上造成する事業が主体となっている（千葉県(1998)）。これらの事業

により一区画が概ね 50 a 以上とされる県内の大区画水田の面積は 1998 年度で

1,413 ha となった（千葉県(1999))。

このように大区画圃場整備が推進されるようになったのは，農業機械の大型

化と高性能化，レーザー光を利用した均平化技術や乾田直播栽培技術の開発な

ど，大区画圃場で必要とされる生産技術の進展が図られたことが大きな要因と

考えられる。すなわち，大区画圃場が有する機能と生産技術の水準が一致して，

高い生産力を発揮することが可能となったのである。

一方，大区画化や技術の進展による生産性向上の期待に対し，それらが経営

管理に与える具体的効果については，明らかにすべき事項がまだ多く残されて

いる。これらの効果を正確に分析するには，まず圃場の区画の大きさ，形状の

変化が作業の効率に及ぼす影響を正確に把握することが必要であろう。

これまで圃場区画の形状と機械作業の能率との関係は，遠藤ら(1968)などに

より研究が行われており，研究の手法については蓄積がある。しかし，近年の

高性能機械を対象として，機械や作業の種類別に，それらの作業能率が圃場の

区画の大きさや形状の違いによりどのように変化するのかを，実測調査を基に

試算を行い，明らかにした報告は少ない。本章ではこれらの関係を定量的に解

明することを目的とする。
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第２節 方法

圃場内の機械作業をタイムスタディにより観察し，その結果から標準の作業

方法と作業時間を導いた。その上で，圃場の大きさと形状を変化させて作業の

シミュレーションを行い，作業能率の変化を試算した。

（１）タイムスタディと作業の標準化

1994 年から 1996 年にかけて八千代市にある農業生産法人米本が行う作業に

対して農作業試験方法(農作業試験方法編集委員会(1987)）に従いタイムスタ

ディを実施した。調査は水稲の移植栽培，乾田直播栽培，湛水土壌中直播栽

培について大区画圃場の圃場内機械作業を対象に行った。

１）作業法の標準化

オペレータにより選択された作業順序，旋回方法などの作業法について，

その合理性を検討した上で作業種類別に工程図を策定し，それを標準とした。

２）作業時間の標準化

作業を実作業と派生的に生じる旋回や補給搬出などの損失作業に分け，そ

れらの作業項目別に所要時間，速度や頻度などを反復測定し，その平均値を

作業種類別の標準値とした。

（２）圃場作業量の試算

一般に機械の作業能率は圃場作業量（時間当たりの作業面積）で示される。

圃場作業量 C は実作業面積が A の圃場において圃場内作業時間が T であった

場合，以下の式によって示される。

C = A / T

この場合，圃場内作業時間 T は実作業時間（直進作業時間）に旋回や資材

の補給，収穫物の搬出などの損失作業を加えた時間である。つまり，以下の式
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によって示すことができる。

T = ta + tb + tc + td + te + tf

ta：実作業時間（直進作業時間）

tb：旋回時間

tc：四隅作業時間

td：資材等の補給（搬出）時間

te：圃場内移動時間

tf：圃場への進入，圃場からの退出時間

本章ではタイムスタディによる標準化した作業方法及び作業時間を用い，以

上の式を前提として，任意の大きさ・形状における圃場作業量をシミュレーシ

ョンした。

第３節 結果

（１）タイムスタディと作業の標準化

ロータリを装着したトラクタによる耕耘作業，ドライブハローシーダを装着

したトラクタによる乾田播種作業，乗用湛水直播機（田植機フレーム）による

湛水播種作業，乗用田植機による移植作業，乗用管理機による液剤及び粒剤を

使った防除（除草剤散布）作業，コンバインによる収穫作業の 7 作業について

タイムスタディを実施し，作業の標準化を行った。作業に使用した機械名を第 1

表に示した。さらに，各機械作業がどの作業法によって行われたかを第 2 表に

示した。作業法は往復連接作業，内回り作業に大別されたので，それぞれの作

業順序，旋回方法を標準化し，その工程図を第 1 ～ 2 図に示した。また，圃場

作業時間の算出に必要な係数である項目別の標準時間等を第 3 表に示した。

（２）圃場作業量の試算

区画・形状の変化に対する圃場作業時間を試算するため，第 1 ～ 2 図に示し

た標準化した作業法に従い作業を内容別に分解し，内容毎に作業時間を求める
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式を以下に策定した。式中で示した記号の意味は第 4 表に示した。

1)往復連接作業

往復連接作業方法の走行順序は第 1 図のとおりである。つまり，旋回のため

の枕地を周囲に 2 工程分残し，長辺方向の直進作業を 180 度旋回しながら連接

して行い，最後に枕地を回り作業により行うものとした。耕耘作業，乾田播種

作業，湛水播種作業，乗用田植機による移植作業，液剤及び粒剤を使った防除

（除草剤散布）作業がこの方法により行なわれた。

ⅰ 直進作業時間

直進作業時間（実作業時間） ta は第 1 図に示したとおり，作業の主要部分で

ある往復連接作業時の直進作業時間 ta ①と圃場周囲の枕地作業時の直進作業

時間 ta ②として捉えられた。ここでは，それぞれの直進作業距離を機械の作

業幅や全長を考慮して求め，それに作業速度の逆数である単位距離当たりの作

業時間を乗じることで直進作業時間を求めた。

ta ①＝（（y － w × 4）×（（ x － w × 4）÷ w））×（ 1 ÷ v）

ta ②＝（（ y － L）× 2 ＋（y － 2 × w － L）× 2 ＋（ x － L）× 2 ＋（ x － 2 × w

－ L）× 2）×（ 1 ÷ v）

ただし，工程数の算出では，以下の前提をおいた。

試算を行う上で圃場の前提条件として，農道と直交する辺（主に長辺側）は

100 m， 200 m， 300 m とした。その上で，農道（補給道）と直交する辺が 100 m

以下の場合は，圃場と農道が接するのは，圃場の一辺のみとした。この場合，

進入・退出路は一カ所となるので，往復連接作業の最後は必ず農道側へ戻って

から枕地作業に移るため，直進作業の工程数は整数に切り上げ，さらに偶数で

ない場合は，偶数に切り上げた。また，農道（補給道）と直交する辺が 200 m

及び 300 m の場合，農道と圃場が接するのは，圃場の両辺とした。この場合，

両側それぞれに進入退出路がもうけられるので，往復連接作業の工程数は整数

に切り上げた。
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ⅱ 旋回時間

旋回時間 tb は第 1 図に示したとおり，連接作業時に次工程に移る際の 180 度

旋回時間の総計及び，枕地作業における 90 度旋回時間の総計として求めた。

tb ＝ t1t × t1n ＋ t2t × t2n

ただし，

t1n ＝（（ x － w × 4）÷ w））－ 1

とし，工程数は直進作業時間と同様の前提とした。また，

t2n ＝ 7

とした。

ⅲ 圃場内移動時間

圃場内移動時間 te は第 1 図に示したとおり，往復連接作業終了後枕地作業

の開始位置までの移動であり，そのための旋回時間及び直進移動時間の総計と

して求めた。

te ＝（ x － L × 1.5）÷ v ＋ t1t ＋ t2t

ⅳ 資材等補給時間

補給時間 td は 1 回当たりの補給時間と補給回数の積により求めた。

td ＝ qn × qt

ただし，補給回数（補給頻度）， 1 回当たり補給時間は作業により異なるの

でその都度設定した。

2)内回り作業

内回り作業方法の走行順序は第 2 図のとおり，圃場の周囲に沿って外側から

内側へ回りながら作業を行うもので，コンバインによる収穫作業のみがこの方

法により行なわれた。この場合，圃場は畦畔で仕切られているので，最初の 2

回りまでは，旋回空間を作るため，四隅刈り作業を行う必要がある。また，最
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後の 10 工程は回り作業から内回り往復作業に切り替えた。理由は回り作業の

ため 4 度の 90 度旋回を行うよりも，往復作業による 2 度の 180 度旋回の方が

効率的になるからである。

ⅰ 直進作業時間

直進作業時間（実作業時間） ta は第 1 図に示したとおり，四隅刈り取り作業

を行う最初の 2 回り作業の直進作業距離 ta ③及び四隅刈り取り作業を行う最

初の 2 回り作業を除く回り作業の直進作業距離 ta ④と往復内回り作業の直進

作業距離 ta ⑤の総計に単位距離当たり直進作業時間を乗じる事で求めた。

ta ④（n 回り目延べ）＝（n － 2）×（ x ＋ y）× 2 － w ×（n × 4 ＋ 8 × ΣK

－ 16｝

ただし，

n ＝（ x － w × 10）÷（w × 2）

ta ③＝ x × 4 － L × 8 ＋ y × 4 － w × 6

ta ⑤＝｛y －（ x － w × 10）｝× 10

ただし，往復内回り作業の直進作業距離 ta ⑤を導くにあたって以下の前提

をおいた。すなわち，４条刈り（作業幅 1.8 m）コンバインの使用を想定した

場合，試算式を適用するには圃場の短辺長が 30 m 以上必要である。それ以下

の場合，使用する機械の大きさに合わせて往復内回り作業の工程数を見直すこ

ととした。

ⅱ 四隅刈り作業時間

四隅刈り作業時間 tc は 1 回当たりの四隅刈り時間と回数の積により求めた。

tc ＝ t3t × 8

ⅲ 旋回時間

旋回時間 tb は 180 度旋回回数 t1n に 1 回当たり旋回時間 t1t を乗じたものと

90 度旋回回数 t2n に 1 回当たり 90 度旋回時間 t2t を乗じたものとの和として求
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めた。

tb ＝ t1n × t1t ＋ t2n × t2t

ただし，

t1n ＝ 10 － 1

t2n ＝（n － 2）× 4

ⅳ 収穫物搬出時間

搬出時間 td は搬出回数 qn に 1 回当たり搬出時間 qt を乗じることで求めた。

td ＝ qn × qt

ⅴ 圃場内移動時間

圃場内移動は収穫物の搬出に伴い行われる。圃場内移動時間 te は搬出回数 qn

に 1 回当たり圃場内移動時間 t4t を乗じることで求めた。

te ＝ qn × t4t

以上のようにタイムスタディの結果から，圃場作業量の計算にに必要な式を

策定すると共に，第 3 表に示した係数を代入することで計算を行った。ただし，

圃場の区画の大きさ，形状について以下の前提をおいた。

圃場区画の農道と直交する辺の長さを現状の基盤整備水準を基に整備可能な

大区画水田の可能性を考え，現実的水準として 100 m， 200 m， 300 m の 3 段階

に仮定し，農道と平する辺の長さを連続的に変化させることで区画の大きさ及

び形状を変化させた。

（３）区画形状が作業の能率に与える影響

区画形状に伴う圃場作業量の変化及び圃場内の作業を終えるのに必要な作業

時間を 7 作業について前項で策定した式に基づきシミュレーションを行った。

ロータリ耕について区画形状に対する圃場作業量の変化及び必要な作業時間

の変化を第 3 図に示した。他の 6 作業についても同様に第 4 ～ 9 図に示した。

区画の大きさ・形状の変化に伴う圃場作業量の変化について，農道と直交す
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る辺が 100 m から 200 m， 200 m から 300 m に変化した場合の圃場作業量の変化

をみると，ロータリによる耕耘（第 3 図），乾田直播（第 4 図），湛水土壌中直

播（第 5 図），移植（第 6 図）の各作業では 100 m から 200 m になると大きく

向上するが， 200 m から 300 m ではその効果はあまり大きくなかった。また，

乗用管理機による粒剤散布作業（第 8 図）は第 1 表に示したとおり作業幅が最

も広いので，旋回回数などの損失時間の割合が低く，直進作業（実作業）時間

の割合が高いため，圃場辺の延長効果はみられなかった。

圃場作業量の変化を具体的にみるため，農道と直交する辺の長さが 100 m の

場合の大きさ・形状と圃場作業量の関係では，圃場の大きさを 20 a から 100 a

区画に拡大した時の圃場作業量の増加程度は，乗用管理機による粒剤散布作業

の場合 20 a が 134.59 a/h， 100 a が 220.89 a/h で 1.64 倍，以下同様に液剤散布作業

では 51.49 a/h， 75.15 a/h で 1.46 倍，乾田直播の播種作業では 34.36 a/h， 44.72 a/h

で 1.30 倍，湛水土壌中直播の播種作業では 25.04 a/h， 32.18 a/h で 1.29 倍，移植

作業では 21.49 a/h， 25.93 a/h で 1.21 倍，収穫作業では 25.26 a/h， 28.24 a/h で 1.12

倍，ロータリによる耕耘作業の場合 28.84 a/h， 30.72 a/h で 1.07 倍で，おおむね

乗用管理機など圃場作業量の多い作業ほど大きかった。また，圃場の大きさを

80 a から 100 a 区画に拡大した時の圃場作業量の増加程度は，最も圃場作業量

の多い乗用管理機による粒剤・液剤散布作業が 1.06 倍であり，コンバインで

の回り作業による収穫作業 1.08 倍であったのを除き，その他の作業は 1.03 倍

以下にとどまった。区画の大きさが 100 a を越えると全ての作業で圃場作業量

の増加はほぼ横這いになると言える。

さらに， 8 時間で圃場 1 区画の作業を終えようとした場合の面積を圃場作業

量の大きい乗用管理機以外で大きい順にみると，農道と直交する辺の長さが

200 m の場合，乾田直播の播種作業が 390 a（第 4 図），湛水土壌中直播の播種

作業が 290 a（第 5 図），移植作業が 220 a（第 6 図），収穫作業が 240 a（第 9 図），

ロータリによる耕耘作業が 260 a（第 3 図）であった。すなわち，作業単位を 1

日の作業時間（ 8 時間と仮定）以内で 1 区画の作業が行い得るものとして捉え

ると，圃場作業量の小さい移植が制限となって圃場 1 区画の大きさは 220 a が
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限度となった。

第４節 考察

稲作のような土地利用型の農業では，圃場条件が経営管理に大きな影響を与

えている。圃場の大区画化や技術の進展による生産性向上が経営に与える具体

的効果を明らかにするには，圃場区画の大きさや形状の違いが作業の効率に及

ぼす影響，つまり圃場作業量の変化を正確に把握することが必要である。

本章では，高性能機械による 7 作業を対象として，それらの圃場作業量が圃

場の区画の大きさや形状の違いによりどのように変化するのかを，現地におけ

る実際の作業データからシミュレーションし，以下の結果を導いた。

（１）区画の大きさ・形状の変化では，農道と直交する辺が 100 m から 200 m

になると圃場作業量は大きく向上するが， 200 m から 300 m ではその効果はあ

まり大きくなかった。また，圃場の大きさが 100 a を越えるとほとんどの作業

で圃場作業量の増加程度はほぼ横ばいとなった。さらに， 1 日の作業時間で行

える作業面積を作業単位と捉えると，圃場 1 区画の大きさは概ね 200 a が限度

と考えられた。これらの結果から，稲作の大型機械化作業に好適な圃場区画の

大きさ・形状は農道と直交する辺が 200 m，平行する辺が 50 ～ 100 m の 100 ～

200 a 区画であると考えられた。

（２）圃場の大きさを拡大した時の圃場作業量の増加程度は，乗用管理機など

圃場作業量の多い高能率な機械で大きかった。そのため，大区画の効果を充分

に発揮するには，高能率な機械を装備した経営体が必要であり，圃場整備事業

の計画当初からこれらが装備できる営農主体を育成する検討が重要であると考

えられた。

本章の結果を基に大型機械や施設を装備した大規模な稲作経営における最も

望ましい圃場区画の大きさ・形状は，農道と直行する辺が 200 m，平行する辺

が 50 ～ 100 m の 100 ～ 200 a 区画であると考えられた。これらの結果は大区画

圃場の設計をどのようにすべきかについて，機械の作業能率の視点から一つの
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指針を示したと考える。千葉県内でもすでに大区画圃場整備事業の完了地域あ

るいは進展中，計画中の地域がある。整備地域の一部には区画の長辺を 200 m

に変更可能なように排水路を管路化し農道下に埋設する造成方法や，川崎ら

(1993)が作業効率の向上を認めた，農道と圃場面との段差を少なくする農道旋

回方式の造成方法などを試行する取り組みもみられている。しかし，造成され

た大区画圃場のほとんどは従前の 30 a 区画を農道に沿って拡大した 100 m ×

100 m の 100 a 区画である。実際の整備場面では，機械の能率だけでなく，水

管理，栽培技術，造成技術，造成コストや維持コストなど，より多くの面から

の検討が必要であろう。

また，本章の結果から，大区画化が作業を効率化するのは区画の大きさ・形

状の変化による圃場作業量の向上と，さらに大型・高能率な機械による作業が

可能となることによる圃場作業量向上の相乗効果であると考えられた。すなわ

ち高能率な機械ほど大区画化による圃場作業量向上の効果が高い傾向を示した

ことから，大区画基盤整備は，耕地規模が小さく，低能率な機械装備の農家に

対してはメリットが少なく，高能率な機械装備を持った大規模経営にとってメ

リットが大きいと考えられる。そのため，大区画圃場整備事業の導入後は高能

率な機械作業のできる営農主体が必要となる。坪井ら(1996)は大区画圃場整備

が土地利用権の流動化と集積を促進させるなどの効果を有するとしており，こ

うした点からも効率的営農主体を生み出す重要な契機として捉えることができ

る。大区画圃場整備事業の導入に当たってはその意義を理解し，計画当初から

多方面の検討を行うことが必要である。

最後に，これらのデータを基にすれば，圃場区画の大きさ・形状と労働時間

の関係，さらにそれが規模拡大や収益，費用等に与える影響を導くことが可能

となる。大規模な稲作経営では圃場の零細分散錯圃が大きな課題となっており，

その解消に向けた研究に活用することができると考える。
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第Ⅱ-１表 使用した機械と大きさ

作業名 使用した機械名 作業幅 作業機全長 機関出力 備考

（ m ） （ m ） （ ps ）

耕耘 トラクタ+ロータリ 2.0 4.0 39.0

乾田播種 トラクタ+ドライブハロシーダ 2.4 4.0 39.0 施肥･砕土･播種同時作業

湛水播種 湛水直播機 1.8 3.0 7.2 側条施肥

移植 田植機 1.8 3.0 7.2 側条施肥

液剤防除 乗用管理機+ブームスプレヤ 8.0 3.0 11.0 液剤タンク 300�

粒剤防除 乗用管理機+粒剤散布機 14.0 3.0 11.0 粒剤タンク 180�

収穫 自脱型コンバイン 1.2 3.0 30.0 グレンタンク 900�
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第Ⅱ-２表 作業の種類と作業方法

作業名 作業方法 備考

耕耘 往復連接作業

乾田播種 往復連接作業 播種量は 10 a 当たり 5.5 kg，施肥量は 10 a 当たり 36 kg

湛水播種 往復連接作業 播種量は 10 a 当たり 4.5 kg，施肥量は 10 a 当たり 40 kg

移植 往復連接作業 苗箱数は 10 a 当たり 17 箱，施肥量は 10 a 当たり 35 kg

液剤防除 往復連接作業 散布量は 10 a 当たり 100�

粒剤防除 往復連接作業 散布量は 10 a 当たり 3 kg，枕地部分は 180 度旋回しながら散布

収穫 内回り作業
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第Ⅱ-３表 作業別圃場作業時間策定の係数

項目/作業名 耕耘 乾田播種 湛水播種 移植 液剤防除 粒剤防除 収穫

直進作業速度(m/sec) 0.516 0.725 0.812 0.605 0.626 0.635 1.161

180 度旋回時間(sec) 33.0 22.0 42.0 25.0 70.0 26.0 14.0

90 度旋回時間(sec) 31.0 37.0 47.0 38.0 36.0 36.0 9.7

補給時間(sec) Ａ － 176.5 96.0 75.0 193.0 0.0 138.7

Ｂ － － 73.0 53.0 － － －

補給･搬出頻度 Ａ － 0.50 0.71 2.33 1.00 0.00 2.00

(回/10 a) Ｂ － － 1.25 0.91 － － －

進入･退出時間(sec) 76.0 130.0 34.0 178.0 72.0 72.0 －

その他時間(sec) Ａ － － － － 72.0 74.5 42.7

Ｂ － － － － － － 23.7

注： 1）乾田播種作業の補給時間Ａは種子と肥料を同時に行う。

2）湛水播種作業の補給時間Ａは種子･肥料を同時に行った場合，Ｂは肥料

のみの場合。

3）湛水播種作業の補給頻度Ａは種子，補給Ｂは肥料。

4）移植作業の補給時間Ａ及び補給頻度Ａは苗，同様にＢは肥料。

5）液剤防除のその他 Ａはブーム開閉時間。

6）粒剤防除の補給時間は 10 a 当たり散布量 3 kg に対してタンク容量が大

きく，粒剤のハンドリングが軽微であるため，無視できるものとした。

7）粒剤防除のその他 Ａはブーム開閉時間。

8）収穫のその他 Ａは四隅刈り取り時間。

9）収穫のその他 Ｂは搬出に伴う移動時間。
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第Ⅱ-４表 シミュレーションの式で用いた記号と意味

記号 意味 単位

v 作業速度 m/sec

w 機械の作業幅 m

L 機械の全長 m

x 圃場の農道と平行する辺の長さ（短辺） m

y 圃場の農道と直交する辺の長さ（長辺） m

n 枕地の作業工程数 回

t1n 180 度旋回回数 回

t1t 180 度旋回時間/1 旋回 sec

t2n 90 度旋回回数 回

t2t 90 度旋回時間/1 旋回 sec

t3t 四隅作業時間/1 隅 sec

qn 補給搬出回数 回

qt 補給搬出時間/1 回 sec

t4t 収穫物搬出のための圃場内移動時間/1 回 sec
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第Ⅱ -１図 往復連接作業の工程図
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第Ⅱ -２図 内回り作業の工程図
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第Ⅱ -３図 耕耘作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -４図 乾田直播作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -５図 湛水直播作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -６図 移植作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -７図 液剤防除作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -８図 粒剤防除作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅱ -９図 収穫作業の区画と圃場作業量及び作業時間

注：ｍ表示は農道と直行する辺の長さ
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第Ⅲ章 生産管理行動を考慮した稲作の規模拡大及び収益性に対する圃場

条件の影響

第１節 課題

水田の圃場条件は経営体が立地する地域の地理的条件や圃場整備水準の差異

等により多様である。稲作を基幹部門とする経営体の規模拡大過程では，必然

的に，多様な条件の圃場を経営の中に取り込んで行かざるを得ない。このよう

な圃場条件の多様性は，大規模な稲作を行おうとした場合に様々な問題点を顕

在化させ，経営上の非効率を引き起こしている。そのため圃場条件の多様性に

どのように対処し，生産の効率を向上させていくかが経営管理において重要な

課題となっている。

稲作の規模拡大過程において，多様な条件の圃場が経営内に取り込まれてし

まう状況の根底には，零細分散錯圃とされる耕地の存在形態があることが指摘

されてきた。零細分散錯圃による問題点は，規模拡大に伴い，土地や水利用を

制約する要因が増加し，機械の稼働や管理作業の効率低下と同時に作業の適期

や稠密性の維持困難が生じ，期待される規模の経済が発現されないことにある。

その解消には集落や地域のもつ土地利用調整機能を発揮させ，集団化した農地

を生産の担い手へと集積していく方策を地域の実情に応じて実施していくこと

が必要である。こうした点で大区画圃場整備事業の導入は土地の所有単位にこ

だわらない利用単位の設定を許容しやすく，零細分散錯圃解消の重要な契機と

とらえられている 注 1)。しかし一方で，事業の導入，土地利用権集積のための

協定や合意の形成は容易でなく，事態は早急には進展しない。また，これら方

策の実施に対して活動範囲が集落内に留まらない大規模な稲作経営が取りうる

働きかけの範囲は限定的であり，その実現は個々の経営管理による努力によっ

て解消する範疇とはいえない。このように，土地利用の集積が進まず規模の経

済による費用の低下が望めないことも一因となり，個々の経営管理では，収益
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を確保していくため，マーケティングを強化し米の差別化やそれに応じた流通

経路の開拓などを行う対応等が取られている。しかし，経営発展という視点か

らは生産力の強化を図ることが基本的に必要であり，圃場条件の多様性にどの

ように対処し，生産の効率を向上させていくか，経営主の意思決定により実施

できる方策をどのようにして講じていくかという問題が今日なお重要な課題で

あることに変わりはない。

稲作を基幹とした土地利用型農業の太宗が大規模経営によって担われていな

い状況の中で，零細分散錯圃の解消が進まず，耕作放棄地の増加や担い手の喪

失が生じれば，地域水田の維持は厳しい状況に置かれる。そのため，圃場条件

が改善する効果を数量的に明らかにし，圃場整備事業の導入と同時に大規模な

稲作経営に土地利用権が集積することを促進することが，零細分散錯圃を解消

し，地域水田の維持を図っていく上で必要である。

これまでの零細分散錯圃に関する研究は，その問題点や経営管理上の課題解

決のための方策として進められてきた。経営管理面での課題として行われてき

た研究はその内容から二つに大別できる。第一は零細分散錯圃が引き起こす作

業の非効率性に関する研究であり，第二は作物，品種配置などを含めた作業や

圃場，栽培管理など技術的な場面での経営対応に関する研究である。前者につ

いては主に農作業研究の立場から分析が行われ，圃場区画の形状や大きさの違

いが機械作業の圃場作業量に与える影響を明らかにしている 注 2)。しかし作業

効率に影響を与える圃場条件は区画の大きさだけではない。地耐力は作業機の

大きさや作業方法，さらには栽培技術にも影響を与える。またそれら研究では，

分散による移動距離を課題としながらも，搬送のための車輌装備を前提とした

移動の効率や，圃場条件の違いによる管理作業の効率については十分考慮して

いない。しかし零細分散錯圃による作業遂行上の問題を解明するのであれば，

こういった諸点も含めて圃場条件が作業効率にどのような影響を与えているの

かを分析すべきである。

一方後者では経営研究の立場から生産管理行動に対する分析が行われ，圃場

条件と作物・品種配置やそれに対する作業管理に一定の秩序や序列性のあるこ
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とが実証的に明らかにされている 注 3）。しかしこれらの多くは定性的な分析に

とどまっており，さらにこれらの研究成果が前者の定量化の試みと結びつけら

れていないことが，零細分散錯圃に伴う具体的な非効率性の発生や経営者の具

体的な対応による非効率の克服程度を明確に現すことができないでいる要因と

考えられる。このような圃場分散に伴う経営対応の定量的評価の試みとして土

田(1996)注 4）は，北陸の大規模事例を対象に，どの圃場群において規模拡大を

行うのが妥当であるかを判断するため，比較的条件の等しい圃場からなる圃場

群を単位に限界土地純収益の試算を行っている。このような方法は経営者の規

模拡大に関する意思決定支援として有効であるが，より一層の一般化を図って

いく上では，生産管理に影響を及ぼしている圃場条件の要因を特定し，それら

の影響程度を具体的・定量的に示していくことが必要であろう。

このように，これら課題の解決のためには，圃場条件に対する経営者の管理

行動の意義や圃場条件改善の効果を数量的に解き明かし，規模拡大を進めてい

く際の判断材料として，また，基盤整備を契機とした土地利用調整システムの

合意形成を促進する判断材料として，提示していくことが重要である。

以上の問題意識を踏まえれば，圃場条件という包括的な表現を具体的な諸要

因に分解し，これらが作業効率に及ぼしている影響をより一般性の高い作業時

間数などにより把握することによって，規模等の具体的・定量的項目にどのよ

うな影響を与えているのかを示していくことがまず求められよう。その上でさ

らなる対応策の可能性や効果を示すことが，新しい経営戦略を構築する上で重

要な事項であると考える。本章ではこれらの問題に接近することを課題とする。

第２節 論点整理

大規模な稲作経営における経営者の管理行動は，零細分散錯圃による土地や

水利用の規制，農作業上の制約等からどのようにして作業の効率的遂行を図っ

ていくか，さらに稠密な管理を維持し，収量及び品質を確保していくか 注 5），

を実現することに律されている。そのため，経営主は圃場条件により機械作業
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や管理作業の効率がどれだけ向上できるかを判断し，そのコストと作物や品種

が必要とする管理の集約度や収益性を考慮して作付けを決定している 注 6）ので

ある。したがって管理の稠密性や集約度の維持，向上を図っていく上でも作業

の効率的遂行ができる圃場条件であることが重要となる。これらの前提に基づ

けば，圃場条件が作業効率に与える影響を計測し，それらをシミュレートする

ことで，圃場条件に対する経営者の管理行動の意義を数量的に解き明かすこと

ができるはずである。そのためには，零細分散錯圃と呼ばれる圃場条件を具体

的に特定することと，それらに対する生産管理行動や作業効率を具体的でかつ

一般化可能な行動や係数により説明する必要がある。

零細分散錯圃を構成する圃場条件の具体的内容として辻(1984)注 7)は，圃場

の分散性，圃場規模の零細性，圃場の整形性，土地条件の異質性をあげている。

また田畑(1995)注 8)は圃場区画の零細性（及び不整形性），経営に即してみたと

きの圃場の分散性，面としてみたときの多数の耕作者の圃場の錯綜状態が相互

に関連し合っている耕地の存在形態として捉えている。これらの説明によれば

零細分散錯圃は，圃場として有するべき機能の整備水準と，その圃場が置かれ

る地理的な位置関係として認めることができる。本章ではさらに作業効率との

関係から圃場条件の多様性を具体的に特定するため，零細分散錯圃を①区画の

大きさ・水利・地耐力条件を一括した圃場整備水準，②団地までの通作距離，

③団地としてのまとまり，④団地内での圃場の配置，の４つの要因で捉えた。

まずここでは圃場整備水準により，圃場の大きさ，用水，圃場の排水性と関係

する地耐力が一体となって圃場条件を形成していると捉え，これらを圃場整備

水準とする。つまり，圃場規模，あるいは区画の零細性は，一圃場面積の狭小

性で示されるが，圃場の零細性は同時に，用水の不備あるいは水利施設の老朽

化，排水不良，低地耐力，農道の狭小問題といった性質を付随している。こう

した状況は基本的に圃場整備が低水準である地域，あるいは地理的条件により

圃場整備水準が制約されている地域で生じ， 0.3 ha 以上の区画に整備された地

域では用水がパイプライン化され，暗渠施工により排水能力がおおむね確保さ

れているので生じない。つまり，圃場整備は区画の形状と大きさの変更を中心
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としながらも，これと併せて用・排水路，農道，暗渠等が整備されるので，こ

れらを一体として扱うのが適当である。次に圃場の地理的な位置関係である分

散，錯圃を考えると，これらは繰り返し取り組まれてきた規模拡大過程におい

て，多数の零細規模な農家と圃場の錯綜性が地理的な位置に反映することによ

って生じる。その作業効率への影響に関しては，団地 注 9）までの通作距離と団

地としてのまとまりの大きさ，団地内での圃場の連担性の 3 つの側面から表す

ことができる。

これら特定された圃場条件に対する生産管理行動については一定の秩序や序

列，あるいは管理原則が見いだされており，これらが事例により検証できれば，

その行動の一般性を認めることは可能である。また，作業効率については，作

業観察による詳細な時間研究を行い，これらから作業を構成する要素毎の標準

時間を導き，想定した一定の圃場条件に従い標準時間を再構築することで，作

業効率のシミュレートを行なうことができる。

本章では以上の限定と前提に基づき課題の分析を進める。

第３節 方法

圃場条件に対する経営者の管理行動の意義を数量的に明らかにするため，ま

ず，大規模稲作経営の圃場条件に対する作業遂行の状況を現実的に反映させた

一般化が可能なモデルを構築する。その上でこのモデルの圃場条件を組み替え，

それが経営耕地規模や収益に及ぼす影響を計測し，経営管理による圃場条件へ

の対応策の効果を分析する。モデルの構築には，圃場条件やそれに対する作業

効率，生産管理行動を具体的でかつ一般化可能な係数や行動により説明する必

要がある。そこで圃場条件，作業効率，生産管理行動について，以下の方法で

整理を行う。

まず，現実の圃場条件はいろいろな要因が複雑に組み合わされ構成されてい

る。そこで論点整理で提示した①から④までの圃場条件を構成する要因の各々

をさらにいくつかの水準に区分し，それらを組み合わせることで仮想的な圃場
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条件を策定する。また，圃場条件が作業の効率に及ぼす影響は，作業研究手法

に従い機械や作業の種類別に圃場内の機械作業の実態観察を行い，作業法と作

業時間を標準化し，それに基づき圃場条件が異なった場合の作業のシミュレー

ションを行うことで正確に把握する。また，圃場条件に対する経営主の管理行

動について実態を分析し，合理性の確認された結果をモデルに反映させる。

そのため，千葉県下における経営耕地規模 31.5 ha の大規模稲作経営事例を基

に，規模拡大過程下における多様な圃場条件の実態を把握し，そうした圃場条

件の違いに対する生産管理行動について聞き取り調査や作業日誌の集計，タイ

ムスタディの実施によりデータを収集・把握した。ただしこの事例では経営耕

地の中に大区画圃場が無いため，それを補完する形で大区画圃場を有するほぼ

同規模の法人経営に対しタイムスタディを行い，大区画圃場での作業時間に関

するデータを収集した。そしてこれらのデータから圃場条件別の作業方法，作

業時間，品種選択の実施状況を整理し，事例データと圃場条件を対照し分析す

ることで，圃場条件別の生産管理行動を整理した。

以上のデータを基に圃場条件の改善効果を具体的･定量的に明らかにするた

め，圃場条件毎に，生産管理行動と標準化した作業時間を取り込んだ面積最大

化の線形計画モデルを策定しこれらの最適値を分析する。さらに経営において

圃場条件を組み替えていく効果を，販売価格に品種間格差があることを考慮し

た収益最大化の線形計画モデルを策定することにより分析する。

第４節 結果

（１）対象事例の経営概況と圃場条件

対象とした A 経営は水稲が基幹部門であり，水稲作付面積は 1983 年 10 ha，

1991 年 20 ha， 1997 年には 31.5 ha に達している。労働力は家族 4 人，機械施設

装備は第 1 表に示すとおりである。自宅は北総台地の縁辺部にあり，経営耕地

は台地下に広がる水田率 70%以上の平野部が中心で，それらはほぼ農振地域に

指定されている。圃場は 1957 年から 1970 年というかなり以前に土地改良事業
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が行われた地域にあり，圃場整備水準そのものが低く，用･排水路や農道等の

老朽化も進んでいる。そのため第 2 表に示すように 10 a 未満の区画が約 4 割と

多く， 10 a 未満の圃場の 2 割程度は地耐力が低い。また約半数の圃場が自宅か

ら 4 km 以上の遠隔地にある。また，主な作付け品種であるコシヒカリの収量

は地域の平均が 10 a 当たり 540 kg 程度であるが，A 経営では 480 kg となって

おり，栽培管理の稠密さが維持できていない事を示している。したがってこの

ような圃場条件下で生産技術上の非効率にどのように対処していくかが経営管

理の中で極めて重要な課題となっている。

（２）圃場条件に対応した機種選択，機械・水管理作業及び品種選択の実施状

況

圃場条件が作業の遂行に影響している状況は，機種選択，機械作業，移動作

業及び水管理作業で示される。その内容を A 経営の実態から一般化して考え

ると以下のように整理できる 注 10)。まず，圃場条件別機種選択や機械作業は圃

場整備水準により異なる。つまり圃場整備水準の低い零細圃場は区画が狭小で

あり， 0.3 ha 以上を基準とした圃場に比べ，暗渠未施工による排水不良と低地

耐力，さらに農道未整備であることが多い。したがってこのような低整備水準

の圃場に対応するため，高能率な大型機械を装備する他にやむを得ず小型の機

械も装備している。また圃場までの作業機の移動方法は距離に応じて異なる。

移動距離が 4 km 圏内の圃場では機械の移動はすべて自走によるが，圃場の分

散程度がそれを越える場合は車輌を用いて運搬している。さらに圃場の遠距離

化は機械の移動以外にも作業時間を増大させる。例えば作業者は昼食，資材の

補給，自宅周辺での作業等をかねて 12 時をめどに 1 度帰宅するため， 1 日に

自宅～団地間を 2 往復している。団地の分散に伴いこれらの時間も問題となる。

次に水管理作業は圃場整備水準により異なる。零細圃場の水利は用排水が分

離されているものの用水路が開水路であり，パイプライン化されていない。さ

らに老朽化等による不備のため，末端の圃場まで水が十分に行き渡らない場合

がある。こうした用水不良圃場における入水作業は排水路を堰き止めて水位を
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上げ，そこから水を汲み上げている。そのためその都度可搬ポンプを圃場に設

置，撤収することが必要となり，このような時間が水管理の能率を大きく低下

させている。

続いて品種選択について整理する。まず水利条件との関係で見ると，春作業

において用水がパイプライン化され，かつ水利慣行からも早期に入水できる圃

場ではコシヒカリを主に配置している。圃場の地耐力との関係で見ると， 9 月

中旬以降は降雨が増加するために低地耐力圃場は，コンバインでの収穫作業が

順調に行えないので，早く収穫を終えることが出来る早生品種を作付けし，コ

シヒカリの作付けは行わない。さらに団地のまとまりとの関係で見ると，同一

団地内では同一品種が同一生育ステージになるよう作付けを統一し，作業単位

を確保している。一方作業単位に満たない孤立した団地や圃場では作付作業を

最終期に行うため晩生の品種を作付けている。

（３）圃場条件と作業効率

本章では圃場条件の違いを労働時間に反映させるため，以下の方法を用いた。

現実の圃場条件はそれ自体無数の態様が考えられるが，分析を行う上では圃

場条件を具体的に設定する必要がある。ここでは圃場条件を，前述したように

①区画の大きさ・水利・地耐力条件を一括した圃場整備水準，②団地までの通

作距離，③団地の大きさ，④団地内での圃場の配置，の４要因にあてはめ，そ

の上で各要因を 2 ないし 3 段階の作業制約水準に区分しシミュレーションを行

うことにした。これら制約水準は，事例の整理から生産管理行動の変更が，ど

の要因のどの水準において生じるかを考慮し決定した。具体的設定は以下のと

おりである。まず圃場整備水準の違いとして区画の大きさにより 0.1，0.3，1.0 ha

に区分し，用水は区画の大きさに伴い， 0.1 ha は開渠方式， 0.3 ha 以上はパイ

プライン方式とした。なお実態として低整備水準である 0.1 ha 区画の圃場では

老朽化等による排水不良，末端用水ラインの破損により，低地耐力と用水の不

備が一定割合付随していることを考慮し，ここではそれを 20%と仮定して，労

働時間に反映させた。次に団地までの通作距離は 2 km， 7 km， 15 km の 3 段階
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を設定した。これらは作業機の移動が自走により可能である 4 km 以内圏，車

輌で作業機の移動を行い中距離ととらえられる 4 ～ 10 km 圏，移動・運搬のた

めの車両装備が整った事例においても遠距離から耕境の範囲となる 10 ～ 20 km

圏のそれぞれの中央値である。さらに団地のまとまりは， 1 団地の大きさが 1

日の作業単位に満たない 1 ha，おおむね 1 日の作業単位と一致する 2 ha 注 11）， 1

日の作業単位以上である 4 ha とした。最後に団地内の圃場配置は，連担，非

連担の 2 段階を設定した。これらは次の圃場まで農道を移動することを前提に，

連担はその区画の短辺の長さを移動すればすむ隣接の関係にあることとし，非

連担はその区画の短辺の 10 倍の距離が必要であると仮定した。以上の区分を

整理すると第 3 表のようになる。そして，これらの区分それぞれを組合わせる

ことで，圃場条件として 54 通りの類型を設定した。

これらの 54 類型それぞれについて圃場内作業及び圃場間移動の労働時間を

算出し，さらに圃場条件の影響を受けない育苗時間，乾燥・調製・出荷時間を

加えた半旬別労働時間を求めた。圃場内作業及び圃場間移動の労働時間は，圃

場区画の大きさ，地耐力，用水の状況により使用機種，作業方法に違いが生じ

圃場作業量が異なること，また機械種類の違いにより移動等の作業時間が異な

ることを考慮し第 4 表の係数を用い算出した 注 12）。

（４）圃場条件とその改善方策が規模拡大に与える効果

１）圃場条件による水稲作付可能規模の相違

水稲を基幹とする土地利用型農業の経営展開にとって耕地規模を拡大するこ

とは重要な課題である。そこで，圃場条件と規模拡大の可能性との技術的な関

係を計測するため，一定の圃場条件による作業効率のもとで品種や品種毎の作

型を最適に組み合わせて作期を拡大した時の，水稲の最大作付け面積を求める

線形計画モデルを作成した。一般に線形計画法を適用する場合，各プロセスの

10a 当たりの収益が利益係数となり，その稼働水準（変数）との積を合計した

目的関数を最大化する問題の組み立てとなるが，ここでは各プロセスの利益係

数を 1 とすることで稼働水準との積和である目的関数が水稲作付け面積の合計
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となり，それを最大化するモデルとして作成した。線形計画モデルの労働制約

式は半旬毎に設定し，その技術係数は圃場条件毎の半旬別 10 a 当たり労働時

間とした。これにより先の圃場条件毎に設定した 54 類型の労働時間から 54 の

単体表を作成し，それぞれの圃場条件モデルについて最適解を求めた。第 5 表

に単体表の 1 類型を例示した。なお圃場条件と水稲の規模拡大の可能性との関

連に分析を限定するために以下の前提をおいた。経営類型は転作を除外した水

稲単作の個別大規模経営とし，規模の上限は設けないこととした（第 5 表では

目的関数つまり作付け面積の合計）。労働力は家族 4 人で雇用は導入しない（第

5 表では制約式 2 ～ 24）。品種の組合せは千葉県の 4 つの奨励品種による 10 作

型を設定した（第 5 表ではプロセス 1 ～ 10）。さらに制約式の設定に関して以

下のことを考慮した。低整備水準である 0.1 ha 区画では 20%が低地耐力で，か

つ用水条件も不良であるとした（第 5 表では制約式 1）。この低地耐力水田で

は早生品種を作付けすることとし，収穫時の降雨による作業リスクを回避する

ものとした（第 5 表ではプロセス 11 ～ 14）。オペレータ制約として，機械作業

はオペレータ 2 名により行い，さらに降雨による作業可能日数率を考慮した時

間の範囲となるよう設定した（第 5 表では制約式 25 ～ 41）。水管理制約として，

水管理作業は経営者が 1 人で機械作業の合間及び機械作業とは別に早朝と夜に

行うこととした。つまりオペレータとしての機械作業時間以外の早朝，夜の作

業時間を合計し，その範囲内で水管理作業を行うように設定した（第 5 表では

制約式 42 ～ 53）。このような設定は前述した圃場条件の実態や経営者の生産

管理による対応を明示的に取り込むことを意図したものである。

54 の単体表の最適解は第 1 図に示すとおりである。個々の圃場条件によっ

て最適解となる水稲作付面積がどのように変化するかは以下のように整理でき

る。

水稲作付面積の拡大に対して，つまり規模拡大において最も影響力の大きい

圃場条件は圃場整備水準の程度である。図中の矢印ａ及びｂは圃場までの距離

が 15 km の場合の圃場整備水準が高くなることによる規模拡大効果を例示して

いる。矢印ａで示した零細圃場を， 0.3 ha 区画を標準とした整備水準に改善す
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る効果は高く，他の圃場条件がどのような場合でも，作付け面積を平均 14 ha

程度拡大することが可能となる。次いで矢印ｂで示した標準水準から高水準な

1.0 ha 区画の圃場に改善する効果が高く，平均で 6 ha 程度の面積拡大が可能と

試算される。

団地までの距離，つまり通作距離を短縮する効果は図中の矢印ｃ及びｄで左

上方向へのシフトとして示した。矢印ｃは 15 km から 7 km，矢印ｄは 7 km か

ら 2 km に短縮することで作付面積が拡大する効果を表したものであるが，平

均で各 6 ha 程度の拡大が可能となる。

団地規模の拡大による効果は矢印ｅ及びｆとして，距離 15 km，低整備水準

の場合について例示した。矢印ｅが 1 ha から 2 ha に，矢印ｆが 2 ha から 4 ha

に拡大した場合の効果を示しているが，団地の大きさを 1 ha から 4 ha にし作

業単位を確保するすることで，平均して 3 ha 程度の規模拡大が可能となると

試算された。

団地内で圃場を連担化する効果は矢印ｇで，圃場までの距離 2 km，高整備

水準の場合について例示した。圃場の連担化は他の圃場条件がいずれの場合で

も平均しておよそ 3 ha と団地規模拡大の効果と同程度となった。

なお以上の結果は数量化Ⅰ類による解析からも同様に確認された 注 13）。

以上のようにここでは圃場条件を構成する要因とその水準が作業効率の上か

ら規模拡大に与える影響を明確にすることに課題を限定しているが，その下で

それぞれの圃場条件が改善された場合の規模拡大に対する効果を考慮すれば，

経営者は零細分散錯圃という問題に対して第 6 表のような改善手順を考えるこ

とができる。一つは圃場を地元へ集積し，圃場整備水準を高位にすることによ

り作業効率の向上を図ろうとするものであり，第 6 表中の A 及び B のコース

となる。このようにして零細分散錯圃の状態を解消することにより，試算によ

れば作付可能な面積を約 3.1 倍に拡大することが可能になる。もう一つは遠隔

な地域であっても圃場整備が行き届いた地域で圃場を集積していく，表中 C

の方途であり，同様に作付可能な面積を約 2.3 倍に拡大することが可能となる。
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２） 圃場条件改善の経営的効果

以上の結果を踏まえながら本章で対象とした A 経営を素材に，圃場条件を

組み替えていく経営的効果を分析した。分析では地元での圃場整備の進展が早

急には望めない中で，自宅近くへ圃場を集積し距離の短縮と作業単位の確保を

図る方策と，自宅から中～遠距離となっても圃場整備の整った地域で圃場を集

積することで，零細圃の解消と作業単位の確保を図る方策のそれぞれについて，

試算により具体的効果を比較検討した。

分析は線形計画法により各方策に応じた圃場条件の異なる 3 つのモデルを策

定し，その試算結果を比較した。現状モデルは A 経営の圃場条件を単純化し

て零細分散錯圃の状況を再現しており，圃場整備は低水準で，区画はすべて 0.1

ha，その 20%が用水不良・低地耐力であり，距離は半数が 7 km 以遠にあり，

団地の大きさも 1 ha と作業単位に満たないものとした。また地元集積モデル

は，低整備水準の圃場がすべて 2 km の距離にあるとした。遠隔であっても圃

場整備地域で圃場集積するモデルは，経営耕地の 5 割が 2 km の距離で低整備

水準，経営耕地の 2 割と 3 割がそれぞれ 7 km と 15 km の距離で面積の 8 割が

標準整備水準， 2 割が高整備水準である 1.0 ha 区画の圃場を集積するという設

定をした。なおここでは実態により適合した分析を行うため，販売対応におい

てコシヒカリが有利であることを考慮し，収益性格差に応じた品種選択が行え

るよう収益 注 14）を目的関数としてその最大化を行う線形計画モデルを策定し解

を求めた。

策定した線形計画モデルの概要と試算の結果は第 7 表に示すとおりである。

試算からは零細分散錯圃な現状モデルに対して，地元への圃場集積を図っても

水稲作付面積の増加は 4 ha に満たない。収益の向上は 300 万円程度である。し

かし圃場条件が低位である地元に経営耕地の 5 割を集積しつつも，半数は集落

や市町村を越えて圃場整備の整った地域で集積した場合，水稲作付面積は 10 ha

程度拡大する。また収益性の高いコシヒカリの作付割合が 61%に高まり，収益

を 900 万円前後向上させることが可能となる。このような違いが表れた理由は，

圃場までの距離を短縮するよりも，整備水準の高い圃場において作業効率を向
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上させる効果が高く，それに伴い収益性の高いコシヒカリの作付面積を増加さ

せつつ規模拡大を行うことが可能となるためである。圃場条件の違いが収量に

与える影響等を捨象した限定の下ではあるが，以上の結果は，地元で早急には

圃場整備が望めない A 経営にとって，圃場が遠隔化しても整備地域で集積す

ることが，作業効率から考えると，規模拡大や収益向上において効果的である

ことを示すものである。

第５節 考察

大規模な稲作経営において，圃場条件の違いが水稲作付面積に及ぼす影響を

明らかにし，その改善のための具体的方策と規模拡大の可能性について示した。

その際に，示した解がどの範囲まで適用可能な一般性を有するかが問題とな

る。そのため本章では，まず，圃場条件の質的差異を四つの要因の組み合わせ

により類型化した。次に，圃場条件に対する生産管理行動の秩序と序列を事例

の検証から確認し一般化を行うと共に，圃場条件別作業効率の把握を作業研究

手法の適用による標準時間の設定により行った。さらにこれらの結果を線形計

画モデルで統合することにより，水稲の早期栽培を行うことのできる平坦水田

地帯で適用可能な一般性の高い解の導出をめざした。

ここでの結論に従えば，作業効率の側面から規模拡大を最も制約する圃場条

件は，整備水準が低いことによる圃場区画の零細性であり，その程度は圃場ま

での距離の遠隔化に伴う非効率の発生度合いを上回る。つまり零細圃場の解消

を図ろうとした時，遠隔な圃場であっても，整備水準が高く作業単位以上の団

地化がされていれば，そこで規模拡大を図ることが有効な方策となる。さらに，

効率の良い圃場が増加すれば，高収益が期待できる品種の作付け比率が増加し

収益の向上も可能となる。このように圃場整備水準が技術的側面から規模拡大

に及ぼす効果は大きい。多くの経営者は技術的方策としてミニバックホーなど

の機械を装備し，冬季に畦畔の取り払いや排水の改善など，自ら手を加えるこ

とのできる圃場整備に取り組んでいるが，そのような対応は上述の結論の現実
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的妥当性を示すものといえる。

また，本章では圃場条件を組み替えることで耕地規模を 2 ～ 3 倍に拡大でき

る可能性を指摘した。これは，規模拡大過程において，零細分散錯圃に制約さ

れた生産管理の行き詰まりを打開し，経営を新しい局面に向けて変えて行く上

で，最も大きな影響を与える改善点を示したものと考ることができる。ただし，

現実の圃場条件は複合的であり，ここで述べた圃場条件以外の要因が規模拡大

の可能性に，より大きな影響を及ぼす場合もありうる。したがって，本章の結

論を実際の経営における規模拡大効果に直接読み替えるには慎重な判断も必要

である。しかしながら，圃場整備や農地の集積が進まない中で零細分散錯圃を

容認した追加的規模拡大を行っても，規模の限界が早い段階から生じるのは，

本章の結果からも明らかである。こうした状況を打開するためには，地域の状

況に鑑みながらも主体的経営管理行動により，どういった圃場に組み替え規模

を拡大して行くべきかという戦略が必要であり，本章はこうした農地調達の意

思決定に一つの指針を与えるものと考える。

さらに考察すれば，現在，大規模稲作経営体数は微増の状態にあり，水田全

体としてみれば依然として中小規模の兼業農家によって大部分の耕地が担われ

ている。また一方で，安定兼業化や米価の低落による稲作の収益性の低下によ

り，農家総所得にしめる農業所得の割合が低下し，その結果，規模の縮小や脱

農，農業従事者の減少，耕作放棄地の増加が生じている。このような状況で，

担い手を喪失することになれば，地域水田の維持はきわめて厳しい状況に陥る。

そのため，生産の担い手をより早く，確実にいかに育成するかを考えることが

重要である。本章の結果から，現在既に成立している大規模な稲作経営に，基

盤整備した圃場を団地として集積することで，現状の労働力，機械化体系，栽

培技術においても， 2 ～ 3 倍の規模の経営を行うことが可能となる。このよう

に，土地利用型農業における生産の担い手育成の正否は，その基盤となる農地

の整備と集積の如何に依存していると考えられる。これらの効果が数量的に明

らかになったことは，圃場整備事業等の施策の展開を図り，評価を行っていく

上で，意義があると考える。
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最後に，今後の課題について整理する。まず，圃場条件が経営管理に与える

影響は，実際にはより多くの場面に及んでいる。今回の試算では直播栽培等の

新技術や転作の導入を考慮していないが，これらの導入には排水条件も含めた

水管理作業効率が高く，さらに作業単位確保の上からも団地化された圃場が必

要である。経営者はこのような高機能で効率の良い圃場に対して，品目・銘柄

や販売時期を考慮し高い収益が期待できる作物や品種を，より低コストあるい

は高収量になるような技術体系を導入して配置し，所得を最大化するような対

応を行っていくはずである。新栽培技術や転作物の定着条件を評価するには，

以上の整理から接近することが必要と考える。

また，圃場条件の問題は，最終的には費用としての評価に集約される。今回

の結論に加え，圃場条件の変化に伴う単収水準や，圃場条件が転作や新栽培技

術等の導入，収量・品質に与える影響，生産コストに与える影響，圃場整備事

業による費用負担等を一般性の高い数値により整理し，分析していくことが必

要である。
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注 1)坪井ら(1996)は大区画圃場整備の特徴は，従前換地により圃場一区画に

対して地権者が複数生じ地権者全員が利用調整の枠に組み込まれること，さ

らに大区画圃場の生産力的メリットが高性能機械利用で生じることなどによ

り，新しい土地利用と所有の関係を形成する可能性を内包するとしている。

注 2)遠藤ら(1968)は圃場一区画内での作業工程別所要時間を計測し，時間の

標準化をすることで圃場作業量推定のための試算式を策定し，圃場の形状や

大きさの違いが圃場作業量に及ぼす影響を解析した。現在の大区画水田と高

性能機械を対象とした研究は川崎ら(1993)を参照。

注 3)辻 (1984)は圃場までの距離と利用との関係から利用権の流動化が発生す

る境，集約度の変更が発生する境，収益性を考慮した耕作限界がそれぞれ存

在し，これに対応して作物配置が決定されていることを指摘している。さら

に納口(1983)や八巻(1988)は作業能率を確保するために団地と考えられる比

較的近い圃場同士を品種統一して一つの作業単位を形成させていることを指

摘している。このように圃場条件によって異なる管理や作業効率に対して作

物や品種の配置を収益と管理集約度を考慮し，作業単位を形成するように配

置することが一定の秩序や序列として認められてきた。

注 4)土田(1996)は大規模経営事例を対象に，どの圃場群において規模拡大を

行うのが妥当であるかを定量的評価で判断するため，比較的条件の類似した

圃場からなる圃場群を単位に様々な管理行動の結果である費用と収益を分析

することで，圃場群の条件差によって生じる単収差や生産費差のみを反映す

るよう調整を行った土地純収益を導き，さらに限界土地純収益の試算を行っ

ている。

注 5)梅本(1996)は零細分散錯圃に対する経営者の実際の行動の選択理由を客

観的に考察し，一般化可能な特徴点を摘出しその妥当性を判断することで管

理原則の抽出を試みた。

注 6)平泉(1995)は圃場の分散化による単収低下を経済的選択である以上に技

術的な効率の低下と見なし，規模拡大と共に不可避的に増大する技術的な効

率の低下に対して多少とも歯止めをかけるような何らかの経営行動を実現す
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ることが，稲作の経営管理上プライオリティの高い重要な課題であると述べ

ている。ここではその内容をより具体的に捉えるため，第Ⅰ節「問題の所在」

における文献整理を踏まえて課題の展開を行った。

注 7)辻(1984)p.10 ～ 11 を参照。

注 8)田畑(1995)p.13 を参照。

注 9)本章では団地の定義を「基盤整備水準や水利慣行が同様な任意の地域で，

相互に接近した複数圃場が作物や品種を統一することで一定の作業単位とし

て形成される農地のまとまり」とする。

注 10）これらの内容はＡ経営のみでなく他の大規模な稲作経営でも同様に認

められた。また，納口(1983)，八巻(1988)，梅本(1996)も同様な状況につい

て明らかにしている。

注 11）ここでは農作業試験法(1987)を参考にタイムスタディの結果から，区画

が最も標準的な 0.3 ha であり， 1 日 8 時間作業することを前提に，圃場内作

業のみを行う場合の面積を試算した。試算によれば 1 日の作業面積は，作業

幅 2 m のロータリ耕耘が 2.2 ha，6 条側条施肥高速田植機による移植が 1.8 ha，

4 条グレンタンク付きコンバインによる収穫が 2.1 ha となった。実際には移

動や準備時間等が必要であり，またすべての圃場が 0.3 ha 区画ではないが，

作業は作業量と時間を融通して行われるので 1 日の作業単位をおおむね 2 ha

とすることは妥当と考えられる。

注 12）ここでは作業時間を以下の前提と方法により算出した。

① 1 日の作業時間は〔作業開始から終了までの時間－昼食休憩等の時間〕と

し春作業，秋作業共に 9.5 時間とした。作業時間の内，団地内作業及び団地

間移動に割り当てる 1 日の時間は〔 9.5 －（作業者の往復時間＋始･終業時の

点検整備時間＋圃場外停止時間）として求めた。 1 日の作業面積は，〔団地

内作業及び団地間移動に割り当てる 1 日の時間÷ ha 当たり団地内作業及び

団地間移動時間〕として求めた。

②団地内作業は圃場内作業時間と団地内での圃場間移動時間に分けられる。

圃場内作業時間は第 4 表による圃場作業量の逆数として求めた。圃場間移動
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は自走とし，時間は圃場が連担している場合と非連担の場合に分けて考えた。

圃場が連担している場合，圃場毎の移動距離は圃場の短辺長と同じ，進入路

から進入路間とし， ha 当たり移動時間は〔(圃場短辺長×団地内の圃場数)

÷自走移動速度)÷団地の大きさ〕として求めた。非連担の場合， 1 圃場毎

の移動距離は〔圃場短辺長× 10〕と仮定し，ha 当たり圃場間移動時間は〔((圃

場短辺長× 10 ×団地内の圃場数）÷自走移動速度)÷団地の大きさ〕として

求めた。

③団地間の移動は自宅から団地までの距離が 2 km の場合と 7 km 及び 15 km

の場合に分けて求めた。距離が 2 km の場合は自走とし，団地間距離は団地

の大きさに関わりなく 0.5 km とした。この場合，ha 当たり団地間移動時間

は〔(0.5 ÷自走移動速度)÷団地の大きさ〕として求めた。距離が 7 km 及び 15

km の場合は車輌により移動し，作業者が自宅圃場間を 1 日 2 往復する中で

必要に応じて行われるとした。この場合，作業機を車輌に積みおろしする ha

当たりの時間は〔積みおろし時間÷団地の大きさ〕であり，自宅から団地ま

での往復時間としての〔作業者の 2 往復時間÷ 1 日の作業面積〕として求め

た。

④水管理作業は経営主が毎日早朝 1.86 時間及びオペレータとして機械作業

を行わない時間に実施し，入水作業，入水状況確認，代かき当日，代かき後，

田植え当日，田植え後 3 日及び 6 日に水回り作業を行うとした。また水管理

作業の ha 当たり労働時間は機械作業の場合と同様の考え方で算出した。

注 13）圃場条件の変化が水稲作付面積に与える影響を定量的に把握するため，

数量化理論第Ⅰ類により外的基準を最適解，説明特性を圃場条件として解析

した。解析結果の重相関係数は 0.976 であり，説明特性の予測に対する寄与

は極めて高い。最適解と各圃場条件（アイテム）の独自の相関の強さを示す

偏相関係数は絶対値の大きい順に 1 位が区画の大きさで 0.984， 2 位が自宅か

らの距離で 0.949， 3 位が圃場の連担で 0.644， 4 位が団地の大きさで 0.565 と

なり，最適解に与える説明力は区画の大きさと自宅からの距離が特に強いと

いえる。同様に最適解に対する各圃場条件の影響力の大きさを示すレンジは
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大きい順に 1 位が区画の大きさで 20.914， 2 位が自宅からの距離で 11.745， 3

位と 4 位がわずかな差で圃場の連担 2.676，団地の大きさ 2.610 の順となった。

注 14）この場合の収益はプロセス純収益であり，粗収入から費用のうち変動

費部分だけを差し引いた値で，固定費部分は未控除である。



71

第Ⅲ-１表 経営規模と機械装備の概況

項目 内容

経営面積 自作地 2.5 ha，借地 29.0 ha，合計 31.5 ha
主な作業受託 育苗 35.7 ha，田植え 4.0 ha，収穫･乾燥･調製 9.0 ha
主な機械装備 トラクター 20 ps・23 ps・33 ps・65 ps・60 ps（クローラ型）各 1 台，田植機 4

条歩行（予備機）・6 条歩行各 1 台・6 条乗用高速側条施肥 2 台，コンバイン 4
条グレンタンク・5 条グレンタンク各 1 台，播種プラント 400 枚／時間 1 セッ

ト，乾燥機 24 石 2 基・48 石 1 基・56 石 3 基，籾の一時貯留タンク 20 t6 基，籾

すり機 6 インチ 1 台，パレタイズロボット（米袋積み上げ用），用水用可搬ポン

プ 2 インチ 8 台，フォークリフト 1.5 t，ミニバックホー 2 t，車輌・軽トラック 2
台・2 t ダンプトラック 2 台・2 t クレーン付きトラック・4 t 車載車

第Ⅲ-２表 圃場条件 位単 筆数

区画の大きさ 団地までの直線距離(km) 計(内低地耐

(ha) ～ 2 2 ～ 4 4 ～ 6 6 ～ 8 力圃場数)

0 ～ 0.1 以下 27 26 33 0 86(21)
0.1 ～ 0.2 以下 21 8 40 4 76(10)
0.2 ～ 0.3 以下 7 5 8 2 22( 1)
0.3 ～ 0.4 以下 6 2 7 0 15( 1)
0.4 ～ 0.5 以下 0 2 0 0 2( 0)

0.5 ～ 0 0 1 0 1( 0)
計 61 43 89 6 199(32)

注:1) 0.1 ～ 0.2 以下の区画は 0.1 ha 区画の畦畔取り払いによる。

2)低地耐力圃場は歩行型田植機等軽量な機械によらないと作業が行えない圃場。

3)実移動距離は団地毎の計測の結果，直線距離のほぼ 1.5 倍となる。

第Ⅲ-３表 前提においた圃場条件とその水準

圃場条件 水準 1 水準 2 水準 3
整備水準（区画の大き 0.1 0.3 1.0
さ ( ha)及 び 用 水 方 式 開渠 パイプライン パイプライン

と地耐力･用水の状況） 一部に不良 良好 良好

団地のまとまり(ha) 1 2 4
団地内圃場の連担性 連担 非連担

団 地 ま で の 通 作 距 離 2 7 15
(km)

注：圃場条件の各水準はそれぞれ独立しており，組合せのタイプが54通りとなる。
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第Ⅲ-４表 圃場条件別，機種別作業時間モデル

作業の種類 圃場内 移動 その他

作業名 使用機械 圃場作業量(ha/h) 自走 車輌 圃場外での

直進作 区画の大きさ 速度 速度 積み降ろ 整備・調整5)

業速度 0.1 ha 0.3 ha 1.0 ha (km/h) (km/h) し 時 間 等の時間

(m/s) 通常 不良 (時間) (時間/1 日)4)

代かき ホイールトラクタ 25 ps ドライブハロ 2.4 m 0.62 非効率 0.17 非効率 非効率 6.65 29.8 0.34 0.17
クローラトラクタ 65 ps ドライブハロ 3.6 m 同上 0.22 不可 0.25 0.29 同上 同上 同上 同上

移植 6 条乗用高速側条施肥田植機 0.61 0.17 不可 非効率 非効率 5.90 同上 0.25 0.30
8 条乗用高速側条施肥田植機 同上 不可 不可 0.28 0.34 同上 同上 同上 同上

6 条歩行型田植機 0.33 非効率 0.12 非効率 非効率 3.43 同上 1.00 同上

収穫 4 条自脱型コンバイン 1.16 0.22 0.22 非効率 非効率 5.91 同上 0.34 1.11
5 条自脱型コンバイン 同上 不可 不可 0.31 0.33 同上 同上 同上 同上

水管理 入水 － 0.57 0.19 1.70 2.40 － 同上（17.8） － －

入水状況確認 － 1.15 0.28 8.77 14.81 － 同上（17.8） － －

注：1）近年の機械の高性能化は許容範囲内の土壌条件，作物条件，オペレータ技量であれば一定程度の速度で安定して作業を行うことができる程

に進展しており，作業研究の適用により導かれる標準時間は広範な範囲で適用可能な一般性を有すると考えられる。

2）圃場区画毎の圃場作業量（ha/時間）は圃場内作業のタイムスタディにより作業方法及び作業時間を繰り返し調査し，その分析から作業工程

を標準化することで算出した。作業方法の標準化は圃場区画別作業種類別にどういった作業方法や作業順序が選択されるかを観察と合理性に

基づき類型化した。作業時間の標準化は直進作業である実作業時間と実作業に伴う損失時間に分けて行った。直進作業は作業速度を，損失時

間はさらに旋回や補給搬出など作業の内容別に整理しそれぞれに要する時間を繰り返し測定しその平均を標準とした。圃場作業量は以上の結

果から任意の区画形状で作業を遂行するのにどの作業方法・順序でどの作業が何度繰り返されるか求め，その時間と回数を積和することで導

いた。これらは表計算ソフトに独自の計算式を組み込むことで求めた。計算式は次式のとおりである。なお基礎的部分での計測，算出にあた

っては一定の方法(農作業試験方法編集委員会(1987))に従っている。

圃場作業量=圃場面積/（直進作業時間＋旋回時間＋補給搬出時間＋圃場への進入時間＋圃場からの退出時間）

3）圃場作業量以外の項目は調査事例農家に対して行ったタイムスタディによる実測や記帳等の結果から平均を標準値とした。

4）0.1 ha 区画の不良は低地耐力，用水不良圃場。

5）車輌による移動速度の（ ）内は団地内における巡回速度。
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第Ⅲ-５表 圃場条件別単体表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
プロセス 定 数 関 ふ さ ふ さ ふ さ ひ と コ シ コ シ コ シ コ シ コ シ 朝 の ふ さ ふ さ ふ さ ひ と

制約 項 係 お と お と お と め ぼ ヒ カ ヒ カ ヒ カ ヒ カ ヒ カ 光 お と お と お と め ぼ

め１ め２ め３ れ リ１ リ２ リ３ リ４ リ５ め１ め２ め３ れ

0 目的関数(作付面積計) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 低地耐力 = - 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 -0.2 - 0 . 2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.8 0.8 0.8 0.8

2 3月第4半旬 190 0.88 0.52 0.52 0.52 0.88 0.52 0.52

3 3月第5半旬 190 3.18 0.52 0.52 0.52 3.18 0.52

4 3月第6半旬 190 2.43 0.36 0.36 0.52 0.52 0.52 2.43 0.36

5 4月第1半旬 190 0.69 3.18 0.36 3.18 0.36 0.69 3.18 0.36

6 4月第2半旬 190 5.18 2.43 3.18 0.36 2.43 3.18 0.36 6.81 2.43 3.18 0.36

7 4月第3半旬 190 0.67 5.47 2.43 3.18 5.47 2.43 3.18 0.36 0.67 7.10 2.43 3.18

8 4月第4半旬 190 19.26 0.67 5.47 2.43 0.67 5.47 2.43 3.18 0.36 21.09 0.67 7.10 2.43

9 4月第5半旬 190 19.26 0.67 5.47 19.26 0.67 5.47 2.43 3.18 3.18 21.09 0.67 7.10

10 4月第6半旬 190 19.26 0.67 19.26 0.67 5.47 2.43 2.43 21.09 0.67

11 5月第1半旬 190 19.26 19.26 0.67 5.47 0.69 21.09

12 5月第2半旬 190 19.26 0.67 0.40

13 5月第3半旬 190 19.26 5.45

14 5月第4半旬 190 0.40

15 5月第5半旬 190 19.26

16 8月第4半旬 190 17.60 17.60

17 8月第5半旬 190 23.48 17.62 23.48 17.62

18 8月第6半旬 190 3.48 17.62 3.48 17.62

19 9月第1半旬 190 3.48 17.62 3.48 17.62

20 9月第2半旬 190 3.48 17.62 17.62 3.48

21 9月第3半旬 190 3.48 3.48 17.62 17.62

22 9月第4半旬 190 3.48 3.48 17.60

23 9月第5半旬 190 23.48 17.60

24 9月第6半旬 190 23.48

25 オペ制約4月第2半旬 81.70 4.78 6.41

26 オペ制約4月第3半旬 80.75 4.78 4.78 6.41

27 オペ制約4月第4半旬 80.75 6.49 4.78 4.78 9.03 6.41

28 オペ制約4月第5半旬 81.70 6.49 4.78 6.49 4.78 9.03 6.41

29 オペ制約4月第6半旬 81.70 6.49 6.49 4.78 9.03

30 オペ制約5月第1半旬 84.55 6.49 6.49 4.78 9.03

31 オペ制約5月第2半旬 84.55 6.49

32 オペ制約5月第3半旬 80.75 6.49 4.78

33 オペ制約5月第5半旬 95.00 6.49

34 オペ制約8月第4半旬 70.30 5.51 5.51

35 オペ制約8月第5半旬 77.85 5.51 5.51

36 オペ制約8月第6半旬 77.86 5.51 5.51

37 オペ制約9月第1半旬 59.85 5.51 5.51

38 オペ制約9月第2半旬 59.85 5.51 5.51

39 オペ制約9月第3半旬 62.70 5.51 5.51

40 オペ制約9月第4半旬 62.70 5.51

41 オペ制約9月第5半旬 56.05 5.51

42 水管理制約4月第1半旬 50.15 2.84 9.71

43 水管理制約4月第2半旬 50.15 4.79 2.84 2.84 6.43 9.71

44 水管理制約4月第3半旬 49.68 0.01 4.79 2.84 4.79 2.84 0.01 6.43 9.71

45 水管理制約4月第4半旬 49.68 6.52 0.01 4.79 2.84 0.01 4.79 2.84 9.06 0.01 6.43 9.71

46 水管理制約4月第5半旬 50.15 0.01 6.52 0.01 4.79 6.52 0.01 4.79 2.84 0.01 9.06 0.01 6.43

47 水管理制約4月第6半旬 50.15 0.01 6.52 0.01 0.01 6.52 0.01 4.79 2.84 0.01 9.06 0.01

48 水管理制約5月第1半旬 51.58 0.01 6.52 0.01 6.52 0.01 4.79 0.01 9.06

49 水管理制約5月第2半旬 51.58 0.01 0.01 6.52 0.01 2.84 0.01

50 水管理制約5月第3半旬 49.68 0.01 6.52 4.79

51 水管理制約5月第4半旬 49.68 0.01 0.01

52 水管理制約5月第5半旬 56.80 6.52

53 水管理制約5月第6半旬 56.80 0.01

注：1）圃場条件は区画の大きさ 0.1 ha，圃場までの距離 2 km，団地の大きさ 1 ha，圃場の配置連担。

2）計算はパソコン用プログラム XLP を利用した。
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第Ⅲ-６表 圃場条件の改善手順と規模拡大効果

区画の大きさ 団地までの直線距離(km)

(ha) 2 7 15
0.1 26.9 ha (1.61) 24.0 ha (1.44) 16.7 ha (1.00)

A 零細分散錯圃な状態

0.3 44.3 ha (2.66) 33.1 ha (1.99)
B C

1.0 52.3 ha (3.14) 38.8 ha (2.33)
零細分散錯圃の解消

団地化の程度 A では圃場を地元に集積し，団地の規模を C では遠隔であっても

及び圃場条件 大きくする事で作業単位を確保し，さらに B 圃場が整備されている

の改善手順 では，圃場整備により圃場の区画を拡大する。地域で圃場を集積し作

業単位を確保する。

注：1）面積(ha)は水稲作付け可能面積。

2）( )は零細分散錯圃な状態における最適解(作付面積)を 1 とした時の比。

3）団地としての圃場の集積程度は零細分散錯圃な状態 16.7 ha(1.00)において，団地の大きさ

1 ha，圃場の配置は非連担としたが，他は団地の大きさ 4 ha･圃場の配置は連担とした。

第Ⅲ-７表 Ａ事例による圃場条件改善の方向と最適解

項目 モデルの内容

現状のモデル。 零細な区画でも地元に 市町村境を超えても圃

圃場を集積するモデル。場整備地域で圃場集積

するモデル。

圃場条件とその組合せ 区画はすべて 0.1 ha， 区画は 0.1 ha，距離は 距離 2 km は 0.1 ha 区

距離 2 km は団地の大 2 km，団地の大きさは 画。距離 7 km 及び 15
きさ 2 ha・圃場の配 4 ha，圃場の配置は連 km は 0.3 ha 区画が

置は連担。距離 7 km 担。 75%，1 ha 区画が 25%。

及び 15 km は団地の 団地の大きさ，圃場の

大きさ 1 ha，圃場の 配置はすべて，4 ha，
配置非連担。 連担。

組 合 せ は 近 い 順 に 組合せは近い順に

50%，45%，5%。 50%，30%，20%。

水稲作付面積(ha) 23.3 26.9 33.2
コシヒカリ作付け割合 0.52 0.47 0.61
最適解(千円) 19,823 22,829 28,379
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注：矢印ａは 0.1 ha 区画を 0.3 ha 区画に，矢印ｂは 0.3 ha 区画を 1.0 ha 区画に改善すること

で規模拡大効果が発現する方向を団地までの距離が 15 km の場合について例示した。矢

印ｃは圃場のある団地までの距離が 15 km から 7 km，矢印ｄは 7 km から 4 km に短縮

することで規模拡大効果が発現する方向を圃場の区画が 0.1 ha の場合について例示した。

矢印ｅは団地の面積が 1 ha から 2 ha に，矢印ｆは 2 ha から 4 ha に拡大した場合の規模

拡大効果が発現する方向を距離 15 km，区画の大きさ 0.1 ha の場合について例示した。

矢印ｇは団地内の圃場を連担化した効果が発現する方向を距離 2 km，区画 1 ha の場合に

ついて例示した。

0

10

20

30

40

50

60

水
稲

作
付

面
積

（
h
a）

団地までの距離(km)及び団地の規模(ha) 

第Ⅲ-１図 圃場の整備水準・分散・錯圃と水稲作付面積

1ha

0.3ha

0.1ha

連担

非連担

2ha 1ha

2km 15km

凡例

4、2、1haは1団地の大きさ

2、7、15kmは団地までの平均距離
△…1、○…0.3、◇…0.1haは団地内での圃場配置連担の場合の圃場区

画の大きさ

▲…1、●…0.3、◆…0.1haは団地内での圃場配置非連担の場合の圃場

区画の大きさ

零
細
圃
の
解
消

圃
場
整
備
水
準

距離の短縮

団地規模の拡大

圃
場
の
連
担

4ha

c

d

7km

大
区
画
化

g

b

a

e
f



76

第Ⅳ章 大規模稲作経営の圃場条件と生産管理

第１節 課題

稲作個別経営の生産管理については，これまで 10 ～ 20 ha の稲作規模を対象

に研究 注 1）されてきた。これらの研究では，圃場一筆毎の生産力とその把握が

重視され，圃場特性に応じたきめ細かい施肥管理や品種配置がされていること，

また作業は，家族労働力により，主に経営主が機械作業のオペレータとなって

複数の作業をこなしながら全体を進捗させていることが指摘されている。

一方，近年の稲作経営では，農地流動化等を背景に意欲ある経営者による規

模拡大が進展しており，稲作部門だけで 50 ha を超える個別経営体が現実化し

ている 注 2）。このような経営体における生産管理は，いくつかの集落に分散し

た条件の異なる数百に及ぶ圃場を前提に行わなければならず，それへの技術的

対応が課題である。また，こうした経営体では，家族労働力に加え雇用労働力

が作業の担い手として重要となっている。そのため，作業に関わる情報，技術，

技能の共有と継承が課題になる。

千葉県においてこのような大規模な個別経営体が複数事例把握できるように

なったのはここ数年のことであり，その詳細な実態については明らかでない。

そこで本章では，経営者の生産管理行動について，実態と特徴を実証的に明ら

かにする。

第２節 方法

50 ha を超える規模で水稲を栽培する経営を成立させるためには，それに応

じた技術構築と管理が必要である。具体的には，栽培・作業技術を革新し，品

種選択による作期拡大を図り，雇用も含めた労働者が機能的に働けるよう作業

組織を形成し規模に対応する必要がある。そして，こうした経営者の生産管理

行動を最も強く規定しているのは圃場条件 注 3）であると考える。そこで，圃場
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条件が経営者の管理行動をどのように制約しているのか，さらに制約に対応す

るためどのような方策を講じているのかについて，具体的な分析を行う。分析

は以下の方法により行う。

経営者の生産管理行動を，①栽培・作業技術による対応，②品種選択と配置

による対応，③労働・作業組織の編成による対応と考え，これら三点に注目し

て圃場条件が異なる複数の事例を対象に管理の内容，行動の違いを分析・整理

する。

調査対象は圃場が未整備である地域から整備されている地域 注 4）それぞれで

稲作経営を展開する 5 戸とした。つまり，千葉県の圃場整備率は 54%であるが，

県平均に比べ低い地域，県平均と同程度の地域，ほぼ整備が整った地域の事例

とした。水稲の作付け規模は，およそ 50 ha 以上とした。そしてこれらの地域

の事例に対し，圃場条件，栽培・作業技術，品種配置，労働力，作業組織等に

ついて聞き取り調査等を行なった。

第３節 対象

5 事例(Ａ～Ｅ)の圃場条件について圃場整備水準の違いに注目し，各事例を

以下の類型に区分した。類型Ⅰは未整備圃場が大半であるＡ，Ｂ経営，Ⅱはお

よそ半数が整備されているＣ，Ｄ経営，Ⅲは全ての圃場が整備されているＥ経

営である。これら圃場整備水準の異なる 5 つの事例を対象として分析を進める。

各事例の具体的な内容を第 1 表に示す。事例は全て水稲単作経営である。作

付け規模は，ＡからＣ経営が 48 から 50 ha，Ｄ経営が 60 ha，Ｅ経営が 77 ha で

あり，Ｄ，Ｅはより規模を拡大した事例である。

次に圃場条件について見る。Ａ，Ｂ経営では地元市への集積率が高く，Ａ経

営は 100%，Ｂ経営は 95%である。しかし，地元市の圃場整備率はＡ経営が 29.2%，

Ｂ経営が 14.5%であり県平均に比べかなり低い。圃場の整備水準は，どちらの

経営がある地域も 1963 年の圃場整備事業創設より前の区画整理である。その

ため両経営とも用排水は兼用の土水路であり，水を自由に制御できないことか
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ら作業上の制約が多い。また，暗渠も施工されてないため，大型機械作業に必

要な地耐力が十分でない圃場もある。Ｃ，Ｄ経営は，経営耕地面積のおよそ半

数が圃場整備地域にある。Ｃ経営は地元市の圃場整備率が 14.5%と低いため，

隣接する整備率 85%以上の市，町で整備された圃場を借地している。そのため，

地元市への集積率は 52%と低いが，圃場の範囲は直線距離で 8 km 圏であり他

の事例と同程度である。Ｄ経営は地元市への集積率が 100%，地元市の整備率

が 55.6%である。未整備地域は 10a 区画であるが，整備地域は 30 から 100 a 区

画，用水はパイプラインとなっている。Ｅ経営は地元市の圃場整備率が 93.3%

とかなり高く，地元市への集積率も 98%と高い。そのため，圃場は 30 a 区画，

用水のパイプライン化，暗渠の施工等，整備された地域に存在する。また，畦

畔の除去による大区画化が容易なことからレーザーレベラを導入し，およそ

25%の圃場で区画面積 60 a 以上の大区画化を図っている。

また，圃場の分散については，どの事例も直線距離圏で自宅から 8 km 以内

となっており，一定の範囲内に収まっている。

第４節 結果

（１）作業・栽培技術

作業・栽培技術による対応について検討する。各事例の具体的な内容は第 2

表に示す。

小区画，地耐力の無い未整備圃場が面積の半分からそれ以上あるⅠ及びⅡ類

型の事例では，Ｂ経営を除き，無人ヘリコプタを導入し，防除作業に利用，さ

らにＣ，Ｄ経営は追肥作業にも利用し，作業の軽労化，効率化，適期実施を図

っている 注５）。Ｂ経営についても，今後，面積規模が拡大した場合導入，が必

要としている。

一方，Ⅲ類型であるＥ経営では 3 月に播種する早期乾田直播栽培を 15 ha で

導入している。Ｅ経営では，こうした技術導入を基に 100 ha 規模に対応する技

術構築を図ろうとしている。
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以上の様に，大規模な稲作経営においては，移植栽培技術のみの体系では適

期作業の維持，育苗の能力が限界となる。そのため，作業の分散・省力化を図

る直播栽培技術の導入が必要である。しかし，未整備圃場が面積の半数，ある

いはほとんどを占める経営の場合，圃場整備が条件となる直播栽培の導入は見

られず，移植栽培技術の枠組みの中で圃場条件に関係なく管理作業の効率化と

適期実施が図れる無人ヘリコプタの導入が進んでいる。一方，圃場が整備，大

区画化された経営では，全体の作業・作付け体系，圃場管理方式までも革新す

る技術導入が実現している。

（２）品種選択と配置

品種選択と配置による対応について検討する。各事例の具体的な内容は第 3

表に示す。

Ⅰ類型であるＡ，Ｂ経営では，早生品種の割合がＡ経営で 83%，Ｂ経営で 50%

であり，他と比べ高い。両経営は未整備地域にあり暗渠が施工されていないの

で，排水が悪く地耐力のない圃場が多い。そのため，収穫作業を秋の降雨期前

に終わらせることを優先し，早生品種の栽培が主となっている。つまり，収穫

時期の作業リスクを減らすことを優先した品種選択となっており，作期の拡大

にも限界が生じている。

Ⅱ類型であるＣ，Ｄ経営では，特定の品種に偏らない選択となっている。そ

の理由をＣ経営で見ると，未整備圃場では，農道幅員が 3 ｍ以下，用水路は自

然流下の排水兼用土水路であり，春作業において周囲の農家と農道，用水の利

用で競合が起きる。そのため用水がパイプライン化され，農道幅員が 4 ｍあり，

周囲の農家と競合無く作業できる整備圃場から早生品種の植え付けを始め，未

整備圃場は周囲の農家が作業を終えた時期にコシヒカリの植え付けを行う。つ

まり，圃場条件に合わせて作業の時期順序を決定し，作業の時期順序が，その

地域に作付けする品種を必然的に決定している。このことは，品種分散を図り

ながら春作業全体が順調に行えるような選択となっている。Ｄ経営では，圃場

整備水準に加え作土層の土性を考慮し，砂質土地域では高収量特性のある早生
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種を，壌～粘土の地域では食味重視の品種を選択している。この様にＣ，Ｄ経

営では，圃場条件による制約を受けながらも，条件の違いを利用して作期の拡

大と販売に有利な品種選択を行っている。

Ⅲ類型であるＥ経営では， 77 ha の大規模にもかかわらず，販売に有利なコ

シヒカリに特化しており，面積割合は 80%，50 ha 以上の大面積となっている。

この様な状況下では，同一品種栽培による収穫作業の集中と 9 月中旬以降の降

雨期への対応が課題となる。しかし，Ｅ経営では，暗渠，排水路の整備により

圃場の排水性が高く，大型機械の走行に耐える地耐力を維持することが可能で

ある。また，大区画化により圃場作業効率が高い。そのため，コシヒカリのみ

でも作業期間を拡大し，作付け面積を増やすことが可能となっている。

さらに品種選択の制約は，米の販売方法にも影響を与えている。つまり，Ａ，

Ｂ経営では全国的な認知度の低い早生品種が大半であるため，収穫の早い段階

でまとめて売り払う必要があり，扱いの大きい集荷業者と取引する販売方法を

選択している。一方，販売を考慮した品種選択が可能なＣからＥ経営では，業

務用，小売店，個人消費者，集荷業者等との有利な販売経路を築いている。

以上の様に，規模を拡大し同時に収益を拡大するには，作業期間の拡大と販

売に有利な品種の組み合わせ，選択が必要である。しかし，未整備圃場が大半

を占める経営では早生品種中心とならざるを得ない状況である。一方，圃場が

整備されるに従い，圃場条件と作付け品種の関係を調整することが可能となり，

全てが整備された場合には販売に有利なコシヒカリに特化し栽培している。

（３）労働・作業組織

労働・作業組織の編成による対応について検討する。各事例の具体的な内容

は第４表に示す。

Ａ経営では圃場条件が悪く，地耐力や水利等，個々の圃場特性に関わる知識

と機械操作に関する高い技能がオペレータに対し求められる。しかし，雇用労

働力では圃場特性に関わる情報・知識，機械操作技能が不十分であるため，経

営主がオペレータとしてパート労働者を補助としながら圃場作業を進めてい
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る。つまり，経営主が作業の中心とならざるを得ない状況である。

Ｂ経営は圃場数が 290 と多く，小区画，分散で作業効率が低いため，家族労

働力と同様に圃場特性に関わる情報・知識，機械操作技能を有する人材を育成

してきた。その結果，春作業においては，雇用労働者が一人で代かきを専門に

行うことが可能となっている。経営主は田植機を操作し，田植機の補助に経営

主の妻，及びパート労働者が付く。

Ｃ，Ｄ経営では，家族労働力と雇用労働力を組み合わせた作業チームを作り，

雇用労働者も機械作業のオペレータとして従事している。そのため，家族労働

者で共有している借地圃場の場所や作業スケジュール等の情報が，作業チーム

の中で雇用労働者と共有できるようになり，作業に必要な情報，知識，機械の

操作等に関する技能が家族労働者から雇用労働者へ，あるいは雇用労働者間で

継承されるようになっている。その結果，経営主は圃場作業に常時従事する必

要が無く，水管理やその他の管理作業を行いながら全体の進捗を把握し指揮管

理することが可能となっている。

Ｅ経営では，経営主は，個々の圃場作業に直接従事することがなく，圃場作

業から完全に分離している。機械オペレータやその補助等，圃場作業に従事す

る労働力は年間常時雇用している労働者が主体となっている。経営主の具体的

な役割は，作業計画の策定，圃場の水管理を行いながら作物の生育状況，作業

の進展状況を確認・把握し，これらの情報をミーティング等をとおして労働者

全員に伝え，作業が滞ることなく順調に進捗するよう管理することである。圃

場作業は，雇用労働者の技能や経験差を考慮し，技能や知識が共有，継承でき

るよう作業チームを組織し対応している。

また，Ｄ，Ｅ経営では圃場作業が主の家族労働者が減少しているが，これは

経営主の他にも女性の役割が変化していることによる。具体的には，主となる

労務が，圃場作業から米の独自販売に関わる，精米，配達，配送の仕事，その

他労務，経理に関わる事務に変化したからである。

以上の様に，数百にも及ぶ圃場の条件が多様である場合，それに対応する情

報，知識，技能の蓄積がある経営主や家族労働者が圃場作業の主体となる。し
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かし，ある程度圃場が整備されている場合では，圃場条件に対応するための情

報，知識，技能を雇用労働者との間で共有しようとする工夫が作業組織編成で

見られる。さらに，ほとんどの圃場が整備され，管理し易く均質化されると雇

用労働者のみによる作業が可能となり，経営主，家族は指揮，管理，販売に関

わる労働が主となる。

第５節 考察

圃場条件の異なる大規模個別経営体の生産管理を作業・栽培技術による対

応，品種選択による対応，労働・作業組織管理による対応に区分し，圃場条件

から受ける制約，及びそれへの対応がどのように行われているかを分析・整理

した。本章の結果から明らかな様に，圃場整備の効果は相当に高い。しかし，

圃場条件そのものを改善しようとする場合には，基盤整備事業の導入が必要で

あり，また，圃場の利用を団地的に集積しようとする場合には利用調整を図る

必要がある。これらを行うには，多くの組織，個人が同意し，連携する必要が

あり，構造的課題といえる。こうした課題に取り組んで行くには以下の２点が

必要と考える。第一は政策としての取り組みである。 50 ha を超える個別経営

体では圃場は数集落に分布するが，借地圃場しかない集落では圃場整備事業導

入への合意形成に直接関与することはできない。さらに集落機能そのものの低

下も進んでおり，合意形成を難しくしている。政策的な視点から大規模な個別

経営体を捉えれば，それは広域に農業構造を変え得る一つの貴重な推進力と考

えることができる。そのため，こうした状況下で政策としてどのように圃場を

整備し経営体の発展を支援していくのか議論が必要である。第二には，圃場整

備や利用調整に関わる事態を早急に進展させることが困難であるため，圃場条

件を内部の問題と捉え直し，対応した生産管理を行うことである。具体的には，

技術導入や品種選択が必要であるが，圃場条件が制約となり対応において一定

の限界があった。そのためここでは労働・作業組織による管理に注目したい。

もちろんこの点においても圃場条件による制約を受けるが，生産管理を行って
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いく上で取り組める内容は多く残されていると考える。具体的に整理すると，

①作業の内容を機能的に分割した作業組織を形成し，②作業組織内で情報，知

識，技能を共有，継承することにより圃場作業を担える質の高い労働力を育成

し，③作業が自立的に効率よく進む仕組みを構築することと考えられる。この

ことは，経営主の役割が規模拡大に従い個々の圃場作業から分離し，全体の生

産管理に移行する様変化すべきであることを考える上でも重要である。これら

についてはより論点を絞った詳細な分析が必要である。残された課題としたい。
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注 1）これらについては，納口(1988)，土田(1994)，梅本(1997)の報告がある。

注 2） 2005 年センサスによれば，販売農家の内，経営耕地面積規模 50ha 以上

の農家数は都府県で 106 戸，内，稲作の販売収入 8 割以上の農家数は 24 戸

となっている。 2010 年センサスでは，販売農家の内，経営耕地面積規模 50ha

以上の農家数は都府県で 166 戸となっており増加している。部門別集計結果

は現時点で明らかでないが，稲作の単一経営農家数についても，同様の傾向

で増加していると考えられる。

注 3）圃場条件の定義は鶴岡(2001)によれば，①圃場整備水準，②通作距離，

③団地としての大きさ，④団地内での圃場配置とされている。本章では，こ

の中でも特に，区画の大きさ，水利，地耐力を一括した圃場整備水準に注目

して検討する。

注 4） 1949 年に土地改良法が制定され，農地の区画を変更する事業を区画整

理として位置づけた。区画形状は， 30 × 10 間，あるいは 50 × 20 m の 10 a

区画を標準とした。1963 年に圃場整備事業が創設され区画形状は，100 × 30 m

の 30 a 区画となった。 1971 年からは，暗渠排水，排水路の底上げ等の改良

が追加された(農業土木学会(2000))。本章では， 1971 年以降に整備された圃

場を「整備圃場」，地域を「整備地域」と表現する。

注 5）この点についてＣ経営の調査では，無人ヘリコプタ導入以前の背負い動

力散布機による追肥作業は，身体的負担が大きく 1 日 1,000 kg の散布が限界

であり，作業適期遅れも生じていた。また，肥料散布量も 13 kg/10 a と基準

の 65%に止まざるを得なかった。 2004 年に無人ヘリコプタを導入し追肥作業

にも利用した結果，１日 2,000 kg の効率で 20 kg/10 a の肥料を適期に散布す

ることが可能となっている。
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第Ⅳ-１表 ５事例の規模と圃場条件

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

事例１） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

地域 九十九里沿岸北部 九十九里沿岸中部 九十九里沿岸中部 外房 利根川沿岸

水稲作付け規模 48 ha 50 ha 48 ha 60 ha 77 ha

地元市への集積率 100% 95% 52% 100% 98%

直線距離圏２） 4 km 8 km 8 km 7 km 8 km

圃場整備率３） 29.2% 14.5% 14.5～85% 55.6% 93.3%

平均区画面積 28 a 17 a 21 a 20 a 55 a

圃場数 170 290 231 297 140

圃場整備の水準 30 a区画，用排水兼 10 a区画，用排水兼地元市は10 a区画，未整備地域は10 a 30 a区画，用水は

用土水路。暗渠がな用土水路。暗渠がな用排水兼用土水路。区画。整備地域は30 パイプライン，暗渠

く，地耐力がない。 く，地耐力がない。 整備地域は30 a区～100 a区画，用水有り。

画，用水はパイプラはパイプライン。

イン。

その他 30 a区画は当時の経 面積の48%を 区画平均面積は 25%の圃場で畦畔

緯で10 a基準と 隣接する圃場整備率 5年前が17 a ， を取り除き大区画

異なる工事になった 85%以上の市，町で現在20 a。 化。

ため。 借地。

資料：聞き取り調査により著者作成。

注：1）５事例は全て水稲単作経営である。

2）自宅から最も遠い圃場までの直線距離とした。

3）経営耕地のある市町村の圃場整備率（市町村別圃場面積調査・千葉県耕地課調べ）。
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第Ⅳ-２表 ５事例の作業・栽培技術

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

事例 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

導入技術 無人ヘリコプタ 特になし 無人ヘリコプタ 無人ヘリコプタ 乾田直播栽培

技術内容 防除作業 追肥・防除作業 追肥・防除作業 移植栽培との組み合わ

せによる作業分散

技術評価個人で所有。適期に病技術革新の出来ない圃市内の農家 4 戸で 2 追肥作業は，背負い動 05 年から取り組み，

等 害虫防除が可能となっ場条件。しかし，移植台を共同所有。追肥作力散布機で行う時代で 10年の面積は15 ha。

た。 栽培技術のみでは対応業では適期・適量の作はない。無人ヘリを導圃場は水制御が容易で

できなくなってきた。業が可能となり収量を入し 3 作目で散布ムラ大区画化，団地化して

無人ヘリは導入検討。底上げした。 が無くなり技術が安定。いる所を選定してい

る。

資料：聞き取り調査により著者作成。
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第Ⅳ-３表 ５事例の品種選択と配置

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

事例 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

早生品種の割合 83% 50% 38% 26% 20%

コシヒカリの割合 8% 40% 31% 41% 80%

その他中生品種の割合なし なし 8% 33% なし

晩生品種の割合 なし 10% 23% なし なし

圃場条件との関係 排水が悪く地耐力の排水が悪く地耐力の農道，水利用につい砂質土地域では収量降雨に関係なく大型

ない条件なので，耐ない地域では，耐倒て競合が起きない整を重視し，早生品種機械作業が可能な地

倒伏性のある早生品伏性のある早生品種備地域から作業を始を栽培する。壌～粘耐力と，大区画化に

種を栽培し，秋の降を主に栽培し，秋のめる。未整備地域は土地域では食味重視よる作業効率向上に

雨前に収穫作業を終降雨前に収穫作業を地元農家が作業終えの品種と栽培方法をより，収穫作業リス

了させる。 終了させる。 た後に行う。 選択する。 クが少ない。

米の取引先 集荷業者（大ロット集荷業者（大ロット農協・集荷業者，小集荷業者取引，小売小売り，直接販売(消

で取引。） で取引。） 売り業者，直接販売り業者，直接販売(業費者団体，業務，直

(業務，個人宅配) 務，個人宅配) 売場，個人宅配他)

資料：聞き取り調査により著者作成。

注：各品種の割合は，水稲作付け面積に占める当該品種の作付け面積割合
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第Ⅳ-４表 ５事例の圃場作業の労働・作業組織

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

事例 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

作業が主の家族 3名 2名 3名 1名 1名

年間雇用労働力 0名 1名 1名 4名 8名

パート他労働力 3～4名 4名 2～3名 1～2名 研修生2名

経営主の役割 機械オペレータを主機械オペレータを主水管理等全体の作業全体の作業・水管理，全体の作業管理・指

とし，併せて水管理とし，併せて水管理管理を主とし，併せ指示に専念。個々の示に専念。個々の作

等全体の作業管理。 等全体の作業管理。 て機械オペレータ。 作業は行わない。 業は行わない。

作業組織の編成 代かきは経営主の父。代かきは雇用。田植代かきは経営主の父，代かきは雇用。田植代かきは雇用。田植

(春作業の場合) 田植機は経営主，補機は経営主，田植機雇用。田植機は経営機は後継者，田植機機は雇用，田植機補

助は経営主の母，パ補助は経営主の妻，主，またはパート労補助は雇用。水管理助も雇用。水管理は

ート労力。水管理はパート労力。水管理力，田植機補助は経は経営主。 後継者，雇用も一部

経営主の父。 は経営主。 営主の母，パート労 行う。

力。水管理は経営主

及び経営主の父。

資料：聞き取り調査により著者作成。
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第Ⅴ章 稲作の規模拡大過程における圃場条件と作業・労働組織管理

第１節 課題

稲作個別経営体の労働力は 10 ～ 20 ha 規模では家族が主体となっている 注１)。

一方， 50 ha を超える大規模な経営では，経営主，家族労働力で全ての作業を

把握し行うことが困難となる。そのため，雇用労働力の作業に果たす役割が大

きくなり経営主，家族，雇用の作業上の役割が変化する。雇用も含め労働力が

的確に自発的に作業を遂行できる作業・労働組織管理の確立が必要である。し

かし， 50 ha を超える雇用導入型大規模稲作経営について作業の実態を詳しく

解析した報告は少ない。そのため，ケーススタディの蓄積とそこから得られた

知見を論理として構成していく必要がある。

その際に注目する必要があるのは，圃場条件格差の影響とそれへの対応であ

る。圃場は， 10 ～ 20 ha 規模では集落内に留まるが， 50 ha を超える規模では

数集落に分散する。こうした状況下では，面積規模と共に，規模拡大によって

生じる圃場の分散や整備水準のばらつきが作業の制約となる。しかし，圃場条

件は経営の外部に起因する制約であり，直ちに改善することは困難である。そ

のため，圃場条件を内部の問題と捉え直し，作業・労働組織の管理技術により

対応する必要がある。

本章では大規模な個別経営における作業・労働組織管理に注目し，圃場条件

から受ける作業制約の実態とその制約を内部化する具体的な方策をケーススタ

ディにより詳細に解析し明らかにすることを課題とする。

第２節 方法

本章では，千葉県にある規模，圃場条件の異なる 3 戸の大規模な稲作個別経

営体(Ａ～Ｃ)を対象とし作業の実態を把握し分析する。

実態の把握，整理，分析は，GPS ロガー(以下 GPS)を用い春作業における労
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働者の行動を記録し，そのデータを基に行った。GPS を利用した行動解析につ

いては報告が少なく，データの整理分析において一定の手法が確立していると

は言えない。しかし，GPS による数値記録はデジタルデータであるため数量的

な解析ができ，また，行動軌跡は電子地図上で再現できる。こうした点におい

て作業日誌やタイムスタディに対し有利性がある。今回の調査では，水管理も

含めた圃場作業の主体と考えられる経営主，家族(父あるいは後継者)，常時雇

用を対象とし 注２)，一経営体につき 3 人の労働者が同時に GPS を携帯し，行動

の経過を時刻，緯度，経度，速度等の情報として作業開始から終了まで 3 秒間

隔で記録した。Ａ経営体については 4 日間，Ｂ経営体については 3 日間，Ｃ経

営体については 3 ～ 4 日間に渡り記録した。

分析ではまずこれらの記録データを移動状態と作業状態とに区分した。区分

は，基準以下の低速度が一定時間継続した場合を作業状態とし，表計算ソフト

により抽出した。併せて作業内容を把握するため，行動の軌跡を示した地図を

作成し，労働者それぞれに聞き取り調査を行った。その上で，GPS データと聞

き取り調査と併せて考慮し，作業状態を類型化し，経営主，家族，雇用の特徴

を明らかにした。今回，春作業を調査対象としたのは，代かき，田植え，各作

業に応じた水管理等の作業が重層的に行われるため，作業間での情報の共有や

それに基づいた連携行動が必要であり，経営間における対応の違いをより明確

に把握できると考えたからである。

第３節 対象

3 事例(Ａ～Ｃ)の地域，規模，圃場条件，労働力について具体的な内容を第

１表に示す。

作業受託も含む水稲の作付け規模は，Ａ経営が 48 ha，Ｂ経営が 63 ha，Ｃ経

営が 109 ha である。

圃場条件は，Ａ，Ｂ経営では，経営耕地面積のおよそ半数が圃場未整備地域

にある。Ａ経営は地元市の圃場整備率が 14.5%と低いため，隣接する整備率 85%
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以上の市，町で整備圃場を借地している。そのため，地元市への集積率は 52%

と低い。Ｂ経営は地元市への集積率が 100%，地元市の整備率が 55.6%である。

どちらの経営も未整備地域は 10 a 区画であるが，整備地域は 30 ～ 100 a 区画，

用水はパイプラインあるいは開渠となっている。Ｃ経営は地元市の圃場整備率

が 93.3%と高く，地元市への集積率も 98%と高い。全ての圃場が 30 a 区画，用

水のパイプライン化，暗渠の施工等，整備された地域に存在する。また，畦畔

の除去による大区画化が容易なことからレーザーレベラを装備し，およそ 25%

の圃場で区画面積 60 a 以上の大区画化を図っている。圃場数はＡ経営が 231，

Ｂ経営が 297 であり，一区画の平均面積はどちらも 21 a となっている。一方，

圃場が整備され自ら大区画化を図っているＣ経営では 193 圃場となっており，

一区画の平均面積は 56 a である。また，圃場の分散については，どの事例も

直線距離圏で自宅から 8 km 以内となっているが，Ａ，Ｂ経営に比べＣ経営は

圃場の分布範囲が狭く，団地数が少なく，より集積が進んでいる。

次に労働力についてみる。Ａ経営は家族労働力が主体であり，家族労働者 3

人，年間の雇用労働者が 1 人，パート雇用の労働者が 2 ～ 4 人となっている。

Ｂ経営はＡ経営に比べ規模拡大していることから，雇用労働力が主体となって

おり，家族労働者 2 人，年間の雇用労働者が 4 人，パート雇用の労働者が 1 人

となっている。Ｃ経営はさらに雇用への依存が進んでおり，家族労働者 1 人，

年間の雇用労働者が 10 人となっている。

第４節 結果

（１）作業状態の類型化

作業記録データの分析から作業状態を 3 類型に区分する。一番目の類型を第

1 図，及び第 2 図に示す。第 1 図のａ図，ｃ図は縦軸に緯度，横軸に経度をと

り，作業状態として抽出した行動軌跡を再現した。ｂ図，ｄ図はそれに対応し，

縦軸に同じ尺度で緯度を，横軸に時刻をとり時間の経過による緯度の変化を示

した。両図を併せることで行動の経過を把握できる。ａ図，ｂ図は作業方向が
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緯度と平行に近い場合，ｃ図，ｄ図は作業方向が緯度と垂直に近い場合である。

行動軌跡は，どちらの図も規則正しく変化している。この様なパターンを示す

データを圃場内作業として区分する。

第 2 図では，作業者が畦畔の一辺を不規則に移動している。この様なパター

ンを示すデータについては田植え補助作業(苗補給作業）として区分できる。

ただし，作業状態の類型整理においては，田植え補助作業も圃場内作業として

区分する。

二番目の類型を第 3 図に示す。ここでは，作業者がある一地点とその周辺で

長く留まりながら作業を行っている様子が示されている(ａ図）。また多くの

場合， 1 日の中で繰り返しその地点を訪れ作業を行っている（ｂ図）。この様

なパターンを示すデータについては自宅，育苗施設，及びその周辺での作業と

して区分する。

三番目の類型を第 4 図に示す。ここでは，作業者が移動の経過の中で立ち寄

るようにして作業を行い（ｂ図），複数の圃場を巡っている(ａ図）。この様な

パターンを示すデータについては水管理作業として区分する。

（２）各労働者の作業行動の特徴

作業状態の類型に従い経営主，家族労働者，雇用労働者の作業内容の特徴を

整理する。

最初に経営主の作業行動について第 2 表に示す。表は計測したデータを作業

類型別に区分し，移動も含め 1 日当たりの平均として 3 経営を比較し，示した

ものである。第一に言えることは，春作業全体への関わりである。基盤整備が

十分でないＡ，Ｂ経営では，経営主 1 日の総労働時間の 100 ％を作業，及び作

業に関わる移動に当てている。しかし，圃場が整備されより大規模な経営であ

るＣ経営では 47 ％である。経営主は春作業の盛期であっても，併せて消費者

との交流，直売場の運営・管理等，複合部門事業への対応をしており，その結

果，経営主の作業に関わる時間割合は他の経営に比べ減少している。第二には

圃場内作業への関わりである。Ａ経営では 39 ％の時間で圃場内作業に関わっ
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ているが，Ｂ経営では 4 ％，Ｃ経営では 0 ％である。第三には水管理作業への

関わりである。Ａ経営ではおよそ 6 ％，Ｂ経営では 27 ％，Ｃ経営では絶対的

な時間はＢ経営より 1.7 時間下回るが割合では 34 ％である。第四には作業に関

わる移動時間の増加である。経営主は作業の進捗全体を把握・管理するため移

動が増加するが，圃場条件が十分でないＡ，Ｂ経営では， 3.10 ～ 3.52 時間，割

合で 24 ～ 30 ％が移動状態となっている。特にＢ経営では移動時間，水管理作

業時間が多くなっている。その内容について第 5 図により具体的に検証する。

経営主は当日作業する圃場の確認・管理から，翌日以降作業予定圃場の確認・

管理まで行っており，Ｂ，Ｆ地域については 1 日の間に時刻を変えて 4 回訪れ

るなど，広域にしかも繰り返し同じ地域を訪れている。つまり，春作業を滞り

なく進展させるには，田植え，代かき等，各作業に応じた圃場水位が作業の事

前に適正に制御されている必要がある。Ｂ経営の様に圃場整備水準の低い地域

で水管理を適正に行うには，排水路に移動可能なポンプを設置し水をくみ上げ

る等，圃場条件に応じた状況判断により作業が行われている。また，水源のポ

ンプを動かすための地縁的な人間関係も必要である。そのため，こうした知識

を有している経営主が 1 人で広域に，時間，地域の錯綜した移動・作業を行う

結果となっている。

次に家族労働者，雇用労働者の作業行動について第 3 表に示す。家族労働者

は圃場内作業を主としながら，それに関わる水管理作業を行っている。圃場内

作業の割合はＡ経営が 59 ％，Ｂ経営が 76 ％である。水管理作業の割合は 4 ～ 9

％である。さらに，雇用労働者の作業内容についてみる。第一に言えることは，

Ａ，Ｂ経営では雇用労働者は，圃場内作業に特化しており水管理作業は行わな

いことである。一方，Ｃ経営では雇用も水管理作業を担っており時間割合は 9

％となっている。この割合はＡ，Ｂ経営における家族労働者と同程度である。

そこで雇用労働力の行動について第 6 図により具体的に検証する。ａ図，ｂ図

はＡ経営の雇用労働者の記録である。圃場を移動しつつ圃場内作業に特化して

作業しており水管理作業は行っていない様子がわかる。ｃ図，ｄ図はＣ経営の

雇用労働者の記録である。移動の途中，図中，Ｅ，Ｃ，Ｄ，Ｈ，Ｉの圃場で水
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管理作業を行っているパターンが確認できる。

第５節 考察

雇用型大規模稲作経営を対象に圃場条件格差に起因する作業制約の実態と特

徴を詳細に解析した。こうした制約を内部化する具体的な方策について結果を

踏まえ考察する。

第一のケースは，Ａ経営の様に家族が主体となって作業がコントロールでき

ている場合である。水管理に関する知識が歴史的蓄積の中で家族間で共有され

ているため，作業それぞれに家族を配置することで管理上の大きな問題は生じ

ない。

第二のケースは，家族のライフサイクルが変わり，さらに，規模が拡大した

場合である。より多くの雇用労働力を導入せざるを得ないため，Ｂ経営の様に

雇用労働力との間で水管理知識・情報を共有するシステムができてないという

状況が必然的に起こり得る。そのため，知識・情報を最も有している経営主が

水管理に特化し管理することになる。しかも，圃場条件が十分でない場合では，

広域に，時間，地域の錯綜した移動・作業を行う必要があるが，行動の経過を

見る限り一人が一手に担うには限界がある。圃場が未整備であり，その結果圃

場数が多く，条件が多様な場合，それに対応じた水管理，あるいは他の生育管

理における場合も含め，重要でかつ高度な知識・情報を雇用労働者との間で共

有するための具体的な管理手法が制約の内部化において必要である。

第三のケースは，Ｃ経営の様に圃場条件が高度に整備・集積され均質化して

いる場合である。水管理において必要な知識，技能の類型化が容易となり，そ

のため，雇用が水管理も含め全ての作業を行うことが可能となる。つまり，圃

場整備はこうした重要でかつ高度な知識・情報，あるいは，技能・技術の共有

コストを低減していることが明らかである。このことを内部化という視点から

捉えれば，圃場の連坦化と自ら行う大区画化により管理する圃場数を集約する

ことで，雇用労働者との知識・情報，あるいは，技能・技術の共有が容易とな
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り，さらには移動の錯綜性，それに伴う不効率も低減し，経営主の経営管理へ

の機能をより強化することが可能になると考えられる。

また，今回，作業の実態を把握する手段として GPS の利用が有効であるこ

とを確認した。こうしたデータを重ね，整理することで水管理や生育管理の知

識・情報，技術・技能の共有や圃場整備水準の程度が経営耕地規模や収益に与

える影響を，線形計画法等を使い具体的にシミュレーションすることが可能と

なり，解明できる可能性がある。
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注 1）納口(1994)，梅本(1997)の報告がある。

注 2）GPS 携帯者は聞き取り調査により決定した。特に水管理作業はＡ，Ｂ経

営では経営主，家族に限り行っており，Ｃ経営では経営主，圃場作業を行う

雇用が行うとされていたため，実態に即し配慮した。
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第Ⅴ-１表 対象事例の規模・圃場条件・春作業時の労働者数

経営(立地する地域) Ａ(九十九里沿岸中部) Ｂ(外房) Ｃ (利根川沿岸)

水稲作付け規模１) 48 ha 63 ha 109 ha

地元市への集積率 52%２) 100% 98%

地元市の圃場整備率３) 14.5% 55.6% 93.3%

直線距離圏４) 8 km 7 km 8 km

圃場の分布範囲 南北8.6 km，東西10 km 南北6.0 km，東西8. 4km 南北4.8 km，東西7.1 km

集落を単位とした団地数 15 13 5

平均区画面積 21 a 21 a 56 a

圃場数 231 297 193

圃場整備の水準 地元市は未整備であり 10 a 区未整備地域は10 a区画，用排水 30 a区画，用水はパイプライン，

画，用排水兼用土水路。地元市外兼用土水路。整備地域は 30 ～暗渠有り。25%の圃場で畦畔を

は整備地域で30 a区画，用水は 100 a 区画，用水は開渠，パイ取り除き大区画化。

パイプライン。 プライン。

作業を行う家族労働者数 3 2 1

(経営主を含む)

年間雇用労働者数５) 1 (6年) 4 (1～8年) 10 (2～20年)

パート雇用労働者数 2～4 1 0

資料：聞き取り調査（2011年4月）により著者作成。

注：1）水稲作付け規模は作業受託も含む。Ａ，Ｂ経営は水稲単作経営，Ｃ経営は他に麦，馬鈴薯の作付けがある。

2）面積の48%は市外の圃場整備地域で借地している。

3）経営耕地のある市町村の圃場整備率（市町村別圃場面積調査・千葉県耕地課調べ）。

4）自宅から最も遠い圃場までの直線距離とした。

5）( )内の年は雇用年数。
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第Ⅴ-１図 圃場内作業

第Ⅴ-２図 田植え補助作業



99

第Ⅴ-３図 自宅，育苗施設，及びその周辺での作業

第Ⅴ-４図 水管理作業
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第Ⅴ-２表 経営主の作業時間・割合（１日当たり平均）

経営 Ａ Ｂ Ｃ

区分 時間 % 時間 % 時間 %

圃場内作業時間１) 4.64 39 0.52 4 0.00 0

水管理作業時間 0.67 6 3.45 27 1.73 34

自宅，育苗施設及びその周辺での作業時間 2.63 22 5.58 44 0.82 16

その他の作業時間 0.28 2 0.00 0 1.76 35

作業時間計 8.22 70 9.56 76 4.22 84

作業に関わる移動時間計 3.52 30 3.10 24 0.79 16

合計 11.74 100 12.66 100 5.01 100

総労働時間(作業，及び移動時間の合計が占める割合) 11.74 (100) 12.66 (100) 10.77 (47)

注：1）圃場内作業は田植え(田植え補助も含む)あるいは代かきどちらかの作業を行った場合である。

2）調査日はA経営が2010年5月4,5,14,15日,B経営が2011年4月28,29,30日,C経営が2011年5月22,23,25,26

日である。
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第Ⅴ-５図 Ｂ経営における経営主の作業行動

注：A， B，D， F，G は圃場のある地域を， C は自宅， E は育苗場所を，H は農機具店

を示す。調査日は 2011 年 4 月 30 日。
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第Ⅴ-３表 家族・雇用労働者の作業時間・割合（１日当たり平均）

労働者 家族 雇用

経営 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ

区分 時間 % 時間 % 時間 % 時間 % 時間 % 時間 %

圃場内作業時間１) 6.57 59 7.16 76 7.45 70 6.69 82 6.86 78 4.65 61

水管理作業時間 1.05 9 0.40 4 0.00 0 0.01 0 0.81 9 0.71 9

自宅，育苗施設及びそ 1.76 16 0.77 8 1.80 17 0.38 5 0.31 4 0.87 11

の周辺での作業時間

作業時間計 9.30 84 8.35 88 9.25 86 7.09 87 7.99 90 6.22 82

作業に関わる移動時間 1.76 16 1.12 12 1.46 14 1.05 13 0.86 10 1.37 18

合計 11.06 100 9.47 100 10.71 100 8.13 100 8.85 100 7.59 100

注：1）圃場内作業は田植え(田植え補助も含む)あるいは代かきどちらかの作業を行った場合である。

2）調査日はA経営が2010 年5月4,5,14,15日,B 経営が2011年4月28,29,30日,C経営が2011年5月23,25,26日で

ある。
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第Ⅴ-６図 Ａ経営(ａ 図， ｂ 図)，及びＣ経営(c 図， d 図 )における雇用労働者の作業行動

注：Ａ経営の調査日は 2010 年 5 月 4 日，Ｃ経営の調査日は 2011 年 5 月 25 日。
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第Ⅵ章 新技術の普及における主体間連携関係の形成要因と役割

第１節 課題

農業経営体が発展していくには，技術革新，施設・機械の装備，圃場基盤の

整備，土地・水利用調整，マーケティング活動等の各課題に対し，関係する組

織・個人が連携して取り組める経営戦略を構築し，実行していく必要がある。

その中でも技術革新は，収量や品質の向上，費用の低減，規模の拡大等，技術

体系の再構築をとおして経営の構造を変革する重要な方策である。

そのため公立の試験研究機関，普及機関では，新たな技術の普及・定着に努

めてきた。特にプロジェクト研究では現地実証試験を行った例が数多い 注 1）。

しかしこれらの試みにもかかわらず普及まで至っていない場合も少なくない。

既往の研究成果を踏まえ，新たな技術の導入，定着を規定する要因 注 2）を整

理すると以下の 4 点が指摘できる。①技術そのものの地理的条件に対する適合

性や安定性など，言わばハード的な要因，②技術導入が経営に及ぼす効果など，

言わばソフト的な要因 注 3），③導入主体の経営管理能力の程度や技術導入動機

の強さなど，言わば導入主体の個別的な要因，④情報・技術の伝達・指導体制，

導入リスクへの配慮 注 4）など，言わば社会的な環境要因，である。

新たな技術の普及・定着に際してこれまでは，ハード的な要因，ソフト的な

要因が重要視され，個別的な要因，社会的な環境要因は看過されることが多か

ったと指摘できる。しかし近年の高度な技術革新 注 5）の普及・定着においては，

個別的な要因，社会的な環境要因の重要性が高まっていると考えられ，これら

を考慮した方策を構築しなければならない。

こうした問題意識から新技術の導入・定着について考えると，個別的な要因，

社会的な環境要因は，支援 注 6）という視点から捉え直すことができると考える。

つまりそれは，研究の各分野や，施策，普及，経営体，地域農業の経営に関わ

る様々な組織，及びそれに属する個人が，経営体や地域の個別的な側面を理解

し，経営体の意思決定と関わりながら互いに連携し，それぞれの果たせる機能
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を効果的に引き出すことで経営体ないし地域農業の発展を達成する仕組みと捉

え直すことができる。そのため本章では，支援及びそれを行う過程の仕組みが

主体 注 7）間連携関係の形成にあるととらえ，その形成要因と役割を具体的に明

らかにする。

これらの課題に接近するには，個人の行動に着目する必要があると考える。

つまり，個人の自律的な行動と個人間の相互作用が主体間連携関係を形成す

る上で不可欠な要因と捉えるからである。そこで本章では，技術の普及・定

着場面における個人の行動に着目し，当事者である個人だけが持ち得る知識や

場面，場面での情報を関係する組織及びそれに属する個人の間でどのように共

有化し，状況の解釈をし，行動したかを技術導入，定着の過程と照合しながら

実証的に明らかにする。そのための仮説を以下に提示する。

組織に属する各個人は，現地実証試験という技術導入の具体的な場において

対面的に接触し，様々なコミュニケーションと共通体験をするはずである。さ

らに能動的であればそれぞれが持つ情報，知識，スキルに対する相互期待が大

きくなり，ここに自発的な関係形成への仕掛けが生じると考える。こうした関

係形成において各個人の情報，知識，スキルを目的・方針に沿って組上げるエ

ディター的なリーダーが中心となり状況の解釈が行われる。その解釈に沿って

それぞれが属する組織，あるいは関係する複数の組織に対し公式な働きかけ・

調整が行われ，その結果，組織の機能が一つのプロセスに連結され，具体的な

行動が起きると考える。これらの関係を第 1 図に示す。

第２節 方法

分析の対象は，千葉県農業試験場（現千葉県農林総合研究センター）が八千

代市Ｙ地区において「大区画基盤整備圃場における直播栽培技術の確立」を目

的として行った地域基幹農業技術体系実用化研究の現地実証試験とする。なぜ

なら現地実証試験は，試験研究機関，普及機関が組織的に対応出来る場である

こと，さらに土地利用型農業である水田作における現地実証試験は，個々の経
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営状況だけでなく地域の農業の仕組みそのものまでも変革する契機となる可能

性を有しており，技術導入に対する動機が分かり易いこと，また地域内での面

的な広がりや施策との関わりが強いことから，より広範に組織間の連携につい

て検討できると考えたためである。

分析の視点は，第一に現地実証試験の過程で係わった各組織とそれに属する

個人の行動に着目する。第二にそれらの行動が現地実証をとおして技術が確

立していった過程とどのように整合していたかに着目する。第三に経営体の経

営変化の過程について現地実証試験との関わりから着目する。そしてこれらの

着目点をとおして，各組織とそれに属する個人が現地実証試験で果たした役割

を分析し，各組織が連携して支援を行う仕組みについて考察する。分析する

データは，関係した各個人の活動記録，及び各個人に対する聞き取り調査結

果，各組織の事業記録，関係した事業の報告書類とする。

第３節 結果

（１）農事組合法人Ｙの概要及び事業導入の経過と現地実証試験

八千代市Ｙ地区における事業導入経過について第 1 表に示した。同地区は

1991 ～ 1995 年度にかけて「低コスト水田農業大区画圃場整備事業」を導入し

た。その結果，圃場はそれまでの狭小な 5 a 区画から大区画圃場を含む 30 a 以

上の区画に整備され，暗渠排水，用排水施設も整えられた。これを機に圃場

整備後の稲作の担い手として，圃場と機械・施設の効率的利用を図ることを

目標に法人Ｙが設立され，「千葉県高品質稲作モデル集団育成事業」（ 1992 年 3

月）により 30 ha 規模のライスセンターを中心とした機械施設装備を導入し，

組織により稲作に取り組む基盤を整えた。法人Ｙは，地域の専業農家の経営

主 10 人で構成されている。各戸の水田面積は平均 65 a であり，それぞれの主

部門は畜産 1 戸，果樹 2 戸，露地野菜 2 戸，施設野菜 5 戸である。全員がオペ

レータとして作業をする。事業は稲作の全作業受託が中心であり，代かき，

収穫，乾燥･調製などの部分作業も受託している。
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現地実証試験に関係した組織数は法人Ｙも含め 17 である。複数の事業が関

与しており， 1993 年度から 5 年間は関東農政局及び千葉県庁耕地課が実施主体

となり「先進的水田基盤営農対策実証調査」の実証圃として，また 1994 年度

から 5 年間は農業試験場が実施主体となり「地域基幹農業技術体系実用化研

究」の実証圃として，また 1994 年度から 3 年間は千葉県庁農産課及び支庁産

業課が実施主体となり「 21 世紀型大区画稲作パイロット事業」（県単独事業）

のモデル地区として，さらに 1993 年度から 3 年間は千葉農業改良普及センタ

ーが「集落合意による地域農業の再編」を課題として濃密指導地区に指定し対

応した。

（２）連携の実態を担ったチーム

現地実証試験に関係した各組織とその役割について第 2 表に示した。各組織

はそれぞれが事業を実施し，その立場で達成するべき事業目的を有しているが，

その目的は概して 5 つの領域に区分できた。各領域では，それぞれの事業や活

動，プロジェクトについての内部調整や取りまとめをリードする担当者が非公

式ながら特定されていた。「技術開発」領域では農業試験場水田作研究室長，

「普及・指導」領域では農業改良普及所改良普及員，「施策の実施，評価」領

域では県庁耕地課主査が担当者となっていた。これら担当者の現地実証試験に

係る業務に関わった日数を 1994 年度と 1995 年度の実績で見ると，農業試験場

水田作研究室長が 37 日， 62 日，農業改良普及所改良普及員が 45 日， 94 日，

県庁耕地課主査が 63 日， 72 日となっており， 1995 年度の日数が大きく増加し

ている。年間の仕事日を 215 日と仮定して 1995 年度に従事した日数の割合を

計算すると，農業試験場水田作研究室長が 29 ％，農業改良普及所改良普及員

が 44 ％，県庁耕地課主査が 33 ％となり，各担当者は大きな割合で関わってい

たことが分かる。これは，①法人の受託面積規模の拡大により苗の育成能力が

不足し，育苗資材や育苗施設に対して投資の判断を迫られていたこと，②法人

メンバー各戸の経営部門との作業競合により春作業時に十分な労力を確保でき

ないこと，の二点により法人の直播栽培に対する期待が大きく，当初 2.7 ha， 2
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年目 4.7 ha と十分な技術習熟がないまま大規模な栽培に取り組むことになり，

実証試験の技術的対応如何が法人の減収リスクとリンクし，収量を確保するこ

とが大きな課題となったためと認められる。そこでここでは，導入主体の個別

的な要因で直播栽培面積が急拡大し，そのリスクに対応するため各領域の取り

まとめ担当者が行動量を増やした 1995 年度の活動実績（第 3 表参照）につい

て詳細に分析する。

各担当の行動分析を第 4 表に示した。現地実証試験に関わった日数を内容別

に見ると，圃場や水稲の生育状況など「実証に係る現地での観察・調査・作業」

に係る行動に各担当とも最も多く携わっていた。特に水田作研究室長は，技術

実証上重要なポイントであり稠密な管理が必要となる 5 ～ 7 月の播種，除草，

入水，追肥の時期に週 2 日の割合で現地に出向いて見回り観察した。また，そ

の際に必ず法人Ｙのリーダー及び担当普及員と連絡を取り，さらにその経過

を耕地課担当主査にも連絡するように行動し，現地での作業・生育・気象状況

等に対応した適切なタイミングで管理が行えるよう法人や普及所の担当者と調

整した。特に法人Ｙのリーダーに対しては，同行が必要な場合は事前に連絡

をとり，そうでない場合はリーダーの自宅に寄り，会えない場合はメモを残す

などして，互いが連携できるよう努めた。こうした連携に係る行動を実績で検

証してみると，どの担当も「単独で行動」に比べ 2 人以上で行動した日数の方

が多く，「 3 人で行動」した日数も 11 日に及んだ。このように法人Ｙのリーダ

ーも含めた 4 人が，現地実証試験という場で多くの機会を捉え対面し，行動を

共にしており，その場においてそれぞれが持つ知識・情報を相互に評価・論議

・共有し確実に実行できる対応方策を決定することで，一つのチームのごとく

機能していたことが確認できる。つまり 4 人は，非公式ながら「実証圃という

現場で自己組織化的に形成されたチーム」（以下「自律的なチーム」と言う）

として捉えることができる。

さらに他の活動内容について見ると，「実証に係る現地での観察・調査・作

業」に次いで多いのは，耕地課主査では「組織間連携の調整」に係る行動であ

り 18 日となっていた。普及員では「地域（法人）への働きかけ」に係る行動
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であり 26 日となっていた。またこれらついては単独で行動している場合がほ

とんどであった。行動の具体的内容は，耕地課主査については，生育ステージ

の節目で行う現地検討会，実証圃で行う主立った作業，その他の会議等につい

て担当する事業に関係なく全関係機関への調整，手配，通知を一手に行い，全

体としての情報共有が図れるようにした。普及員については「法人 11 番目の

メンバー」と呼ばれるほど，法人の行う会合，打ち合わせ，節目の作業におい

て行動を共にしており，法人の意思決定の場に常に参加していた。耕地課主査，

普及員のこうした行動は，チームが共有した知識・情報に基づく対応方策を各

領域にある組織が具体的に実施するようそれぞれの立場で調整していたと確認

できる。また水田作研究室長は，「会議」への出席が多く 13 日となっていた。

会議では，試験設計・調査等年間のスケジュール，現地検討，中間検討，成績

検討など，複数の領域，或いは関係機関全てを参集し開催されており，「自律

的なチーム」のリーダーとしてチームが共有していた知識・情報や対応方策を

公式な場でも検討・確認し，その結果が全体でも共有されるよう努めていたと

確認できる。

（３）「自律的なチーム」による活動の具体的経過

現地実証試験の経過において「自律的なチーム」が行った具体的な対応を

以下に整理する。

１）作業機の調達

直播栽培に必要なコーティングマシーン，湛水土壌中直播機，ドライブハロ

ーシーダ，乗用管理機，営農排水用機械は，当初試験場所有の機械をその都度

持ち込んで作業した。しかし実証圃以外の大区画圃場でも法人独自の取り組み

により直播栽培をする面積が増加したため，適期に大規模な作業を行うために

は機械を常時装備する必要が生じた。「自律的なチーム」では導入当初のリス

クを軽減するため，必要な機械をリストアップするとともに関係する組織と

協議をし，県単独事業「 21 世紀型大区画稲作パイロット事業」により千葉県農



110

業大学校機械化研修班を通じて必要な機械を常時貸与する体制を整えた。さら

に関東農政局を通じてドライブハローシーダ等の機械貸与を受けた。

技術定着後，法人Ｙにおいてはレーザーコントロール付きクローラ型トラク

タ，及び装着するプラウ，レベラ等の作業機を装備する必要性が強く認識さ

れ，関係機関との協議・調整により 1997 年度の農協の農機リース事業により

整備された。さらに必要な機械については 2005 年度「千葉ブランド産地総合

支援事業」（県単・補助率 1/3）により整備された。

２）圃場面高精度均平技術の確立

現地実証圃場は基盤整備直後であること，泥炭層が存在することにより不等

沈下が生じた。そのため乾田直播栽培では，圃場面不均平により苗立ち率が 24

～ 79 ％とばらついたこと，また入水時において田面高が低い場所での苗水没

を防ぐため畑期間に 50 日を要したことが問題となった。

水田作研究室長は，現地観察により畑期間長期化に対する除草体系，出芽の

不安定さを補償する中間追肥体系をどのように組み立てるかについて，農業試

験場「直播プロジェクトチーム」に具体的な技術対応の提示を促した。さらに

法人Ｙのリーダーと作業時期・方法について調整し，実際に作業を行う法人

Ｙが適期に対応策を実行できるよう働きかけた。その結果，慣行移植に比べ

た場合の収量低下を最大でも 15 ％に抑え込んだ。

また田面均平化の緊急性を認識した耕地課主査が県庁耕地課で対応策を調整

し，県庁耕地課の指示により千葉農地整備班が，最初の作付け終了後直ちに実

証圃についてブルドーザによる土木的手法で再度均平工事を実施した。

現地の大区画圃場で継続的に乾田直播栽培を行うには，圃場の均平を農家の

行える営農的な手法でどのようして高精度化するかが課題となった。そのため

水田作研究室長は農業改良課専門技術員に調整を依頼し，メーカーの協力を得

て， 1996 年に作業機の作業高さをレーザー光によりコントロールするクロー

ラ型トラクタを試験的に導入し，圃場を高精度に均平化する整地法について検

討した。具体的には，耕耘作業をこれまでのロータリ耕からレーザーコントロ
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ールのプラウ耕に変更し，さらに耕耘後，排土板にコイルローラを装着した均

平機で整地作業を行った。これらの対応により稲わら処理が適切に行われ，圃

場の均平精度が向上した。その結果，乾田直播栽培においては，播種時の耕深

を 5 cm 程度の浅耕とし，高精度に播種することが可能となり，苗立ち率が 80

～ 90 ％に向上した。さらに入水を 20 日早めることが可能となり， 4 回行なわ

れていた畑状態時の除草剤散布が 2 回に削減された。入水後も 5 cm 程度の水

深を一定に保つことができ，初期生育の促進が図られ，入水後の中間追肥が不

要となった。

３）技術の定着と波及効果

湛水土壌中直播栽培については，基本技術を確立しており，地下水位が高く

湿田が多い千葉県に適した技術として県内全域に普及可能としていた。そのた

め農業試験場「直播プロジェクトチーム」は，Ｙ地区においても確実に実証

できる技術と考えていた。しかし大区画圃場では代かき作業のみで直播栽培に

対応できる圃場均平程度を得ることが出来なかったこと，さらにＹ地区の圃

場が黒泥土であったため表土の物理的条件が一圃場の中で一定しなかったこと

により，播種精度に問題が生じた。また播種後は，田面の高低によりカモ害と

スズメ害を同時に受けた。これらの要因により，圃場全体の出芽率が低くなっ

たため，その後の施肥や水管理で穂数確保に努めたが，収量は乾田直播栽培の

79 ～ 91 ％にとどまった。また代かき作業が必要であること，播種機の作業幅，

作業速度が田植機と変わらないこと，播種後も水管理に気を遣うこと，カルパ

ー粉衣作業は栽培面積が増えると代かきや移植苗育苗用の播種作業と競合する

こと，が現地実証試験を通じて認識された。

技術確立したとされた湛水土壌中直播栽培は 30 a 区画を前提に試験研究を

進めてきた技術であり， 1 ha 規模の大区画圃場を前提とした時に技術を再構築

しステップアップすることが出来なかった。一方，乾田直播栽培は，農業試験

場「直播プロジェクトチーム」においてレーザーレベラや除草剤の選択等現地

実証試験の経過を踏まえ，現地実証試験と同時に場内試験を実施し，生育段階
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毎の管理目標数値，栽培管理体系を構築し，全体として技術が安定した。

さらに，農業試験場，普及所，千葉統計情報事務所，耕地課では，法人Ｙ

に対して事業の効果測定や生産技術モデルを策定するため，共同して記帳調査

を行った。労働時間，生産費の算出を行うと共に， 30 ha の稲作を行う生産技

術モデルを線形計画法により策定した。モデルでは，春と秋に確保できる労働

力が組合員の自己の経営との作業競合により制約されても，乾田直播と移植栽

培の組み合わせにより「コシヒカリ」を主体に 3 品種を作付けし，大型コンバ

イン（刈幅 6 条）を導入することで経営が可能となることを示した。

現地実証試験 3 年目である 1995 年度を終えて，直播栽培では，育苗や苗箱

のハンドリングが不要なこと，労力分散の効果が明らかなこと，さらに乾田直

播栽培において春作業の省力化程度が大きいこと，苗立ちや耐倒伏性において

栽培上の安定性が高いこと，を法人Ｙのメンバーが確信したことにより，法

人Ｙは乾田直播栽培の取り組みを進め， 1993 年度の 1.7 ha から 1998 年度には

7.4 ha まで拡大した（第 5 表参照）。

同時に普及センターではＹ地区を濃密指導地域として，集落全体を対象に

営農意向調査，「たより」の発行，技術講習会「我が家の稲の生育診断」を行

い地域全体の稲作の底上げを図った。また，これらの活動により法人Ｙに対

する地元農家の認知や信用が拡大し，法人Ｙへの圃場集積が一定程度進み地

域農業の再編が促された。

また，法人Ｙでは稲作部門の経営が効率的に行えるようになった結果，米

や米加工品（酒，煎餅）の販売 注 8）による垂直的複合化，及び観光摘み取りイ

チゴ園や黒大豆のオーナー制度による栽培への取り組み 注 9），法人構成員の個

別経営における野菜施設面積の拡大 注 10）による水平的複合化を図ることができ

た。

（４）「自律的なチーム」による組織間連携関係の構築

以上のように「自律的なチーム」の 4 人は，現地実証試験圃という場を通じ

て，地域や法人の個別性に関わる情報，栽培技術に関わる具体的なデータ等の
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情報をそれぞれの立場でモニタリングし，その情報をそれぞれが持っている知

識と併せてチームで評価・論議・共有し，目的を効率的に達成するための全体

の方向性について意思決定していた。

さらに「自律的なチーム」のメンバーは，それぞれが属する「農業試験場直

播プロジェクトチーム」，「関係行政機関」，「普及」，「法人，地域」において

も決定・実行に関する調整作業の役割を担っており，各人が「実証に係る現地

での観察・調査・作業」に係る行動により「自律的なチーム」で共有された情

報と意思決定に従って，性質や機能の異なる領域にある組織の資源が統合的で

方向性のあるものとして活用できるよう行動した。

各領域の組織から見れば「自律的なチーム」は，領域間を媒介するネットワ

ークの実体であり，そこでの意思決定に規定されることによりそれぞれの組織

の目標と全体の構想との関係がより明確となり，組織それぞれが有する人材・

資金・情報等の資源が結合したと認められる。つまり「自律的なチーム」メン

バー間の相互行為と各領域の組織を機能させていく行為とは重層的な関係にあ

ったと言える。第 2 図にこれらの相互関連を示す。

また「自律的なチーム」の担った行動は，①支援対象の個別的な情報や高度

な技術的知識を共有・的確化し，②それらの情報を関係する各主体に認識させ，

③支援のあり方について主体間調整やマッチングを行い，④整合性や変化を絶

えずモニタリングすることで検証し新たな対応を行う，というプロセスに整理

できる。

第４節 考察

現地実証試験をとおして経営体の発展を支援するには，技術実証，導入の過

程における「経営の発展」，「技術開発」，「普及・指導」，「施策の実施と評価」，

「技術の波及」に係る各領域，及びそれに属する各主体が多様な情報を整理し，

価値判断を共有し，合意形成と意思決定を行える主体間連携関係を形成し，そ

れぞれの持つ人材・資金・情報等の資源について方向性のある活用をする必要
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がある 注 11）。

本章では，この関係を形成したのが，非公式ながら実証圃という場で自己組

織化された「自律的なチーム」であることを明らかにした。

こうした非公式な「自律的なチーム」は，より広範な研究や普及のプロジェ

クト等においても存在しているのではないかと考えられるが，意識されていな

いこと，連携の主体となれるような仕組み作りができていないこと，チーム運

営のノウハウが直接経験により得られる知識で形式化が困難なこと 注 12），によ

り，十分な機能を果たせないでいる可能性が高いと考える。本章の結果につい

て，今後より多くの事例研究をとおして検証し，意図した適応を試みることが

必要と考える。
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注 1）公立の試験研究機関が取り組んできた現地実証試験の歴史的経過や役割

の変遷については，中村(1990)や原田(2007)が整理，分析している。また，1990

年代には主に経営研究者が水稲直播栽培技術の技術的特質や経営的効果につ

いて分析しており小室(1999)により取りまとめられている。

注 2）梅本(1999)は①技術の地理的条件への適合性や安定性を示す「技術的条

件」，②経営的効果の相対的な大きさを示す「経済的条件」，③経営者の心

理的リスク負担や経営者能力を示す「主体的条件」，④社会的環境，情報・

技術の伝達・指導体制を示す「環境条件」を上げ，特に主体的条件と環境条

件への配慮が十分で無いことを指摘している。本章では③，④の要因につい

て「支援」という視点から捉え直した。

注 3）素材技術の革新が全体の技術体系や収益に及ぼす影響を分析する手法(千

田(2000))や経営者の意思決定を分析し技術導入を支援する手法(林(2000))

等が研究されている。

注 4）支援に必要な事項として様々なリスクに対する配慮が必要とされている。

山本(1998)は，技術の導入・確立の過程における大きな不安の発生に対し，

ある程度の失敗を許容しながらも，多くの情報収集を行い，その情報を科学

的に分析し，失敗を可能な限り最小限にくい止めようとする行動基準を認め

ている。浅井
8)は，心理的な安定・安心を求める利用者の志向への対応が，

特に新技術の初期段階の普及を左右するとしている。

注 5）農業普及学会平成 15 年度春季大会シンポジウムにおいて小川(2004)は，

高度な技術革新とは①飛躍の度合いが大きい，②生産性と同時に環境に配慮

する，③知識集約的，④流通消費も考慮すると整理されている。

注 6）今田(1997)は支援の定義として，支援とは，「他者の意図を持った行為

に対する働きかけであり，その意図を理解しつつ行為のプロセスに介在して，

その行為の質の改善，維持あるいは達成をめざす一連のアクションである。」

とし，それを行う支援システムとは，「支援を可能ならしめる相互に関係づ

けられた資源とこれらを活用するためのノウハウの集合であり，支援状況の

変化に応じて絶えず自己組織化するシステムである。」としている。
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注 7）本章では主体を「ある目的を達成するために自ら考えて行為する者」と

捉えた。そうした意味においては組織であっても個人であってもどちらも主

体として捉え得る。主体としての組織及び個人の連携関係について形成要因

と役割を解明することが本章の課題である。しかしどちらも主体として一括

りに表現すると，主体である組織と主体である個人の関係を論じる際に混乱

が生じるため，以降では単に組織，個人として論じることとする。

注 8）基盤整備事業と関わり，国道 16 号線脇に創出された土地を八千代市が

公共用地として買い上げ，事業主体となり，「都市農業センター設置事業」

(八千代ふるさとステーション・道の駅八千代）により， 1997 年度に「八千

代ふるさとステーション・道の駅八千代」が直売所を併設し開設した。法

人Ｙと地元農家 9 戸は八千代ふるさとステーションで農産物直販を行う法

人Ｋを設立し，米や米加工品（酒，煎餅）を販売することで垂直的複合化

を図った。

注 9） 1998 年春より八千代ふるさとステーション駐車場近くの圃場で，法人Ｙ

の野菜栽培農家が中心となり観光摘み取りイチゴ園（ 2,079 ㎡）を始め，2004

年度には 4,000 ㎡まで規模を拡大した。また 2001 年度からは，黒大豆のオー

ナー制度による栽培も始めている。

注 10）施設野菜農家 5 人は個別経営でトマト＋キュウリを主要品目として栽

培している。一戸あたり平均面積は， 1992 年度が 1,470 ㎡， 1994 年度が 2,010

㎡であり，法人設立を契機に拡大している。

注 11）支援として実証試験を行う上で重要な事項を今回の事例をとおして，

別の視角から整理すると，①経営水準が高く意図や戦略が明確である経営体

を対象とすること，②開発した技術が経営や地域に及ぼす影響，及び技術の

持つ戦略的意味を効果的に発現させる体系について，シミュレーションによ

り個別的，具体的に示すこと，③数年が必要とされる技術導入・定着期間に

おいて，技術が現場で直面するあらゆる局面に対し適切な対策を講じること，

④技術を適合させるため，現場からのフィードバックシステムを構築し，素

材技術の改良・確立を促すこと，⑤収益に関わるリスク及び費用に関わるリ
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スクをなるべく小さくすること，⑥特定のターゲットに絞った細分化された

技術開発においては，ユーザーと共同研究レベルまで踏み込み連携すること，

であると考えられた。

注 12）青島(1998)は，試行錯誤的問題解決活動の経緯の中で意味づけられる情

報を過程知識とし，「過程知識は実際の開発プロジェクトの過程で技術開発

や組織のプロセスを直接経験することによってのみ得られる知識である」た

め形式化が困難であり，意識的なマネジメントを難しくしていると述べてい

る。



118

技術導入の場

組織に属する個人

情報

知識

スキル

機能の異なる幾つかの組織

解釈に沿ってそれぞれの機能を

一つのプロセスに連結

個人･個人の対面的接触

コミュニケーションと共通体験

相互期待

エディター※を中心とした自発的関係の形成

状況の解釈

具体的行動

(報告・会議・稟議・調整等)

解釈に沿った働きかけ

第Ⅵ-１図 主体間連携における各組織，及びそれに属する個人の関係

※ 個人，個人の情報･知識・スキルを目的・方針に沿って組上げる

自律的なチームのリーダーを意味してこの言葉を使った。
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第Ⅵ-１表 Ｙ地区における事業の導入と法人Ｙの設立

年 導入事業名 事業の内容 備考

1991 低コスト水田農業大区画圃場整 大区画圃場整備 事業面積 69.6 ha

備事業(1991 ～ 1995 年) 用水のパイプライン化 受益戸数 210 戸

自動給水栓の設置

排水路の菅路化

1992 (農事組合法人Ｙ設立)

1993 千葉県高品質稲作モデル集団育 ライスセンターと稲作用大型 30 ha 規模

成事業(1993 年) 機械の装備

先進的水田基盤営農対策実証調 実用規模での水稲直播栽培技

査(1993 ～ 1997 年) 術の実証調査

農業改良普及センター濃密指導 課題名「集落合意による地域

対象地域(1993 ～ 1996 年) 農業の再編」

1994 地域基幹農業技術体系実用化研 課題名「水稲の早期栽培地帯 現地実証圃の設置

究(1994 ～ 1998 年) における不耕起を含む直播栽

培技術を基幹とした低コスト

稲作技術体系と経営管理手法

の開発」

21 世紀型大区画稲作パイロット 水稲直播用機械の貸し出し

事業(1994 ～ 1996 年)
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第Ⅵ-２表 各領域の主体とその役割

領域 主体の名称 主な役割

経営の発展 農事組合法人Ｙ 技術（事業）導入主体

技術開発 千葉県農業試験場 「地域基幹農業技術体系実用化研究」1994 ～ 1998 年

①実証圃での試験研究･調査

②実証圃の運営に関する調整（実証圃に係わる行政・普及・試

験研究各機関に対する調整等）

③実証圃の技術組み立ておよび技術指導

④法人に対する調査結果の報告，新技術導入効果の測定

農業研究センター（国）不耕起乾田直播機の貸与（現地実証）

除草体系の情報提供

普及・指導 千葉農業改良普及セン ①米本地域全体の稲作に対する指導（稲作たより等）

ター ②法人米本に対する指導（営農目標の設定や運営等に対する経

営的な指導及び水稲の追肥時期判断等技術的な指導）

③隣接する基盤整備地域の担い手に対する指導

千葉県庁農業改良課専 新技術導入に対する指導・情報整理・連絡調整

技室 試験研究と普及の連携に関する調整

千葉県農業大学校機械 ①大型機械を利用した効率的で高精度な作業方法の研修･指導

化研修班 ②乗用型管理機，ドライブハローシーダの貸与

施策の実施 関東農政局資源課 「先進的水田基盤営農対策実証調査」事業の展開 1993~1997 年

と評価 千葉統計情報事務所 生産費調査に係わる調査，指導，協力

千葉県庁耕地課 先進的水田基盤営農対策実証調査協議会事務局

県営ほ低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」1990~1994 年

圃場基盤整備上の課題に対する各種の調整（再整備，実的工事

等）各種事業の導入

千葉県庁農産課 「千葉県高品質稲作モデル集団育成事業 H5」（ライスセンタ

ー，稲作用機械の整備）

「千葉県 21 世紀型大区画稲作パイロット事業」1994~1996 年

（省力稲作技術の実証，稲作用機械の貸与他）

千葉支庁産業課 千葉県 21 世紀型大区画稲作パイロット事業八千代市米本地区

推進部会事務局（整備後の営農意向調査実施による作業受委託

の促進）

千葉農地整備班 ①技術的課題により再整備が必要になった場合のフォローアッ

プ（不等沈下に対する対応，暗渠の追加等）

②試験研究の基盤整備上の課題に対する実験的工事（地下灌漑，

浅層暗渠，畦畔資材等）

八千代市市役所 各種事業の効率的導入

ＪＡ八千代市 「農機リース事業」1997 年，によりレーザーレベルコントロ

ール付き大型クローラートラクタ及びその作業機を導入

法人の経理に対するアドバイス等

技術の波及 隣接する基盤整備地域 情報の収集と整理

（印旛沼・新川流域） 地域での合意形成の機会

利根下流域直播栽培研 情報の収集と整理

究会（千葉県，茨城県）

注：1）太枠は，各領域において中核を担った組織。

2）各機関が係わった主な領域のみを示している。実際には一つの機関が複数の領域に関与した。
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第Ⅵ-３-１表 試験研究・普及・行政の主担当者と現地実証試験の関わり（1995年度）

日付 農業試験場水田作研究室 室長 千葉農業改良普及センター普及第一係 普 農林部耕地課計画調整室 主査

及員

4月4日 酒づくり推進会議
4月6日 八千代現地 例会

4月7日 千葉農業改良普及センター・農政局資源課

4月8日 種子消毒（２回目） 米本

4月10日 移植用播種（１回目）
4月11日 種子消毒（３回目） 千葉統計情報事務所

4月12日 先進的担当者打ち合わせ（八千代現地） 調査項目作成

4月14日 農業試験場

4月18日 移植用播種（２回目）
4月19日 八千代現地 直播機の播種量調整

4月21日 乾直播種 乾直播種 乾直播種

4月24日 農業試験場にコーティングマシン借り受け

4月25日 湛直カルパーコーティング 湛直カルパーコーティング
4月27日 湛直播種 湛直播種 湛直播種

4月28日 湛直播種・酒づくり推進会議

4月29日 湛直播種

4月30日 八千代現地・見回り
5月2日 八千代現地・慣行区移植 移植栽培（慣行区），直播溝切り 移植・農業試験場（生産環境研究室）

5月5日 八千代現地・見回り

5月7日 八千代現地・除草剤散布 乾直雑草防除（スタム） 乾直雑草防除（スタム）

5月8日 巡回 水位計設置
5月9日 パイロット事業クローラトラクタ実演会 クローラトラクタ代掻き 湛直除草剤

5月10日 稲作講習会（共済組合主催）・巡回

5月11日 水位計設置 水位計移設

5月12日 湛直プッシュ粒剤散布

5月15日 農政局資源課
5月17日 生産費打ち合わせ 生産費打ち合わせ（農業改良普及センター）

5月18日 農政局資源課水位計設置

5月19日 八千代現地・見回り

5月21日 八千代現地・見回り
5月23日 八千代現地・除草剤散布 ドレンレイヤー圃場除草剤散布 ドレンレイヤー圃場除草剤散布・入水

5月24日 水稲生育調査

5月25日 パイロット事業打ち合わせ・水稲生育調査

5月26日 八千代現地・見回り
5月28日 八千代現地・見回り

5月29日 入水量調査

5月30日 地下水位観測

5月31日 八千代現地・乾直入水調査 除草剤散布 入水量調査
6月1日 八千代現地・乾直入水調査 乾直追肥，除草剤散布 入水量調査

6月2日 八千代現地・追肥・除草剤散布 乾直追肥，除草剤散布・酒づくり推進会議 地下水位観測・測量（農地整備室）

6月3日 乾直追肥，除草剤散布 地下水位観測

6月5日 八千代現地・見回り 気象表作成（米本地区）
6月6日 八千代現地・見回り 直播巡回 農政局資源課

6月7日 水稲生育調査

6月8日 千葉県21世紀型大区画稲作推進部会

6月9日 八千代現地（直播担当者会議） 直播担当者会議 統計部会（千葉農業改良普及センター）
6月11日 オートイリゲーター調整

6月12日 酒づくり推進会議

6月13日 先進地検討委員会（八千代現地） 直播検討会（現地） 先進地検討委員会

6月14日 米本だより作成
6月15日 八千代現地・見回り 除草剤散布展示圃巡回・シクロパック散布

6月16日 米本だより配布

6月20日 八千代現地・見回り 生産費打ち合わせ（統計事務所にて）

6月21日 地域基幹設計・中間検討 統計打ち合わせ（研修センター）
6月25日 八千代現地・追肥 流量調査

6月26日 八千代現地・現地検討会打ち合わせ

6月27日 巡回・酒づくり推進会議・例会

6月30日 米本への視察対応
7月3日 流量計チェック（農政局資源課係長）

7月4日 八千代現地（関東東山地区雑草防除検討会）

7月6日 水稲生育調査

7月7日 八千代現地・見回り 米本だより配布（２報） 水位計確認
7月10日 穂肥現地検討会（あきたこまち）

7月11日 八千代現地（水田作研究室担当者と見回り）

7月12日 パイロット事業を農林部長視察

7月13日 八千代現地・生育調査 観測
7月14日 八千代現地・穂肥打ち合わせ 穂肥現地検討会（湛直）・酒づくり推進会議 観測

7月16日 観測

7月17日 穂肥現地検討会（コシヒカリ）

7月18日 八千代現地・穂肥打ち合わせ 米本集落穂肥診断会 生育調査

7月19日 米本への視察対応（支庁産業課長対応） 入水
7月21日 八千代現地・穂肥 １３号田穂肥

7月24日 生産費打ち合わせ 統計 生産費班打ち合わせ

7月25日 穂肥現地検討会（若水，ツキミモチ） 穂肥（農政局資源課現地）

7月28日 八千代現地
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第Ⅵ-３-２表 試験研究・普及・行政の主担当者と現地実証試験の関わり（1995年度）

日付 農業試験場水田作研究室 室長 千葉農業改良普及センター普及第一係 普 農林部耕地課計画調整室 主査

及員

8月2日 稲作現地研修会（旭市を視察に行く）
8月3日 米本への視察対応

8月6日 八千代現地・見回り

8月9日 農政局資源課係長（米本）

8月10日 先進稲作視察 先進稲作視察
8月21日 減水深調査（東京農大）

8月22日 減水深調査（東京農大）

8月24日 生産費打ち合わせ（統計事務所にて）・巡回 統計調査連絡会

8月25日 生育調査（午後県庁農産課長現場対応）
8月29日 測量・植え付け面積・減水深基準高確認

9月1日 先進的水田推進班会議

9月4日 八千代坪刈り 酒米カメムシ防除

9月5日 １２号田収穫
9月6日 水田作研究室→農政局資源課

9月8日 農業試験場内プロジェクト経過説明 生育調査・22･23号田坪刈り立ち会い 観測機撤去

9月11日 課題研究打ち合わせ（水田作研究室）

9月12日 八千代現地・坪刈り ２３号田収穫
9月13日 八千代現地・収穫 ２３号田収穫 収穫

9月18日 パイロット圃場収穫

9月20日 土壌調査

9月21日 研究課題検討会
9月22日 測量

9月28日 パイロット事業推進本部

10月5日 例会

10月6日 生産費打ち合わせ 生産費調査部会（農業改良普及センター）

10月14日 八千代市農業祭
10月15日 八千代市農業祭

10月19日 米本への視察対応

10月26日 収穫祭 収穫祭 収穫祭

10月27日 日本農作業学会 日本農作業学会
10月30日 生産費打ち合わせ（統計事務所にて） 統計連絡会

11月1日 機械実演会予備検討

11月8日 農政局資源課

11月9日 機械実演会予備検討
11月14日 先進的調査成績検討会（水田作） 先進事業担当者打ち合わせ 先進的調査県担当者会議（水田作研究室）

11月15日 農政局資源課打ち合わせ

11月16日 パイロット事業会議 機械実演会準備

11月17日 機械実演会 機械実演会 機械実演会
11月30日 酒づくり推進会議（次年度推進計画）

12月1日 農政局資源課打ち合わせ

12月7日 先進的調査検討委員会 生産費打ち合わせ（農政局） 先進的調査検討委員会・生産費調査連絡会

12月11日 先進的水田全国検討会
12月14日 ドレンレイヤー圃場採土

12月15日 パイロット事業地区委員会 米本地区推進部会

12月19日 生産費打ち合わせ 生産費打ち合わせ（農業改良普及センター）

12月21日 農業試験場
12月26日 千葉統計情報事務所

1月9日 生産費打ち合わせ 千葉統計情報事務所

1月10日 直播プロ打ち合わせ

1月11日 パイロット事業地区部会生産費打ち合わせ 農業改良普及センター→統計情報事務所
1月16日 直播プロ打ち合わせ

1月17日 アルカリ土壌採土（６号田）

1月18日 水田作研究室→農政局資源課

1月19日 水海道市土地改良視察 水海道市土地改良視察（均平）
1月24日 農業試験場試験研究成果発表会（文書館）

1月25日 直播プロ打ち合わせ

1月26日 例会 生産費班（千葉農業改良普及センター）

2月1日 パイロット事業成績取りまとめ
2月2日 生産費（農政局資源課）

2月5日 均平作業について打ち合わせ（水田作研）

2月9日 パイロット事業推進部会 酒づくり推進会議

2月16日 地域基幹成績検討会
2月23日 先進事業地元説明 先進事業検討会・総会 先進事業地元説明

2月27日 土地改良区視察（安房へ）

2月28日 地域基幹成績検討会（つくば市） 土地改良区視察（安房へ） 農政局資源課

2月29日 地域基幹成績検討会（つくば市）
3月12日 直播プロ打ち合わせ

3月15日 「ふさおとめ」設置打ち合わせ・例会

3月18日 先進協議会総会 パイロット事業検討会 先進協議会総会

3月21日 夷隅からの視察対応

3月23日 種子消毒
3月25日 耕地課打ち合わせ

回数 59 94 72
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第Ⅵ-４表 試験，普及，行政の主担当者の行動分析 単位：日

項目 単独で行動(同領域 2 人で行動 3 人で 合計

の者同行も含む) 行動 (単＋ 2 人＋ 3 人)

Ａ Ｂ Ｃ ＡＢ ＡＣ ＢＣ Ａ Ｂ Ｃ

実証に係る現地での 12 22 14 7 3 16 11 33 56 44

観察・調査・作業

組織間連携の調整 1 1 18 - - - - 1 1 18

地域（法人）への働 - 26 - - - 1 1 1 28 2

きかけ

会議 13 1 - 2 2 - 5 22 8 7

注：1) Ａ：農業試験場水田作研究室・室長

Ｂ：農業改良普及所普及第一係・普及員

Ｃ：県庁耕地課計画調整室・主査

2）「実証に係る現地での観察・調査・作業」は，現地見回り，作業の立ち会い，調査活動で

ある。「組織間連携の調整」は，関係機関との打ち合わせとした。「地域（法人）への働き

かけ」は，集落・法人を対象とした会議・巡回，たよりの発行・配布，視察・講習会の開

催とした。



124

試験場・直播プロジェクトチーム 法人・メンバー

課題の提示 Ｄ Ｙ集落

技術組み立て・調査 必ず連絡

Ａ 地域農業再編へ

作業の運営 の働きかけ

進捗の把握

Ｃ 技術情報の共有 Ｂ

「先進的事業」の担当課 事業の実施・評価 普及所・濃密地区指導チーム

会議の開催

各事業担当部署 : 現地実証の場

Ａ : 水田作研究室長

Ｂ : 担当普及員

Ｃ : 耕地課担当主査

Ｄ : 法人代表

第Ⅵ-２図 水田作研究室長の観察を主軸とした技術実証の管理

注：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは「非公式なチーム」として，①的確な情報収集，②必要に応じたコミュニ

ケーション，③柔軟な対応，④現地での意志決定により，技術実証の管理を担った。
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第Ⅵ-５表 農事組合法人Ｙの経営規模（水稲）と栽培技術別面積の推移 単位：ha

項目 1993 年度 1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 1998 年度

自作地 5.9 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

借地 － － － － － －

全作業受託 10.9 13.1 14.7 15.3 16.3 16.2

部分作業受託
1） 5.7 8.2 8.9 8.5 10.4 8.8

移植栽培 13.5 14.7 13.0 14.5 15.4 15.1

湛水土壌中直播栽培 1.0 1.8 3.4 1.9 0.4 －

乾田直播栽培 1.7 2.9 4.6 5.2 6.8 7.4

注：1）同一圃場における複数作業分は加算から除外した。

2）2005 年度の水稲栽培 23.7 ha 中乾田直播栽培面積は 5.5 ha。
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第Ⅶ章 大規模稲作経営体の生産技術管理と展開方向

第１節 研究の要約

土地利用型農業である稲作において生産力の向上を図るためには，水稲栽培

の具体的な場である耕地の規模を拡大する必要がある。そして，その際に重要

なのは，耕地規模の零細性や圃場の狭小性を特徴とするこれまでの日本の農業

構造に縛られてきた，生産技術の各要素の性格とそれらの結びつきを，これま

でにない耕地規模への拡大という変化に対応できるよう，質的に転換すること

である。本論では，大規模稲作経営体の管理問題の中でも特に生産場面に焦点

をあて，生産技術を「労働手段のみならず，労働対象，労働力，それらの総合

的編成に関わるもの」として捉え，その管理問題の究明を課題とした。

大規模稲作経営体の生産技術管理は，経営体が立地する地域の農業構造，つ

まり，地域の地理的条件や基盤整備水準，事業導入のための合意形成の難易，

耕地の流動化の程度などが，耕地条件，さらに具体的には圃場条件という形と

なって現実化し，制約を受けていること，そして，圃場条件を軸として生産技

術を構成する要素の性格をどの様に変える必要があるのかについて，また，そ

の要素を具体的に結びつけ構造化することについて，管理の内容を具体的に特

定し，仮説を提示した。その上で仮説に基づき現実の農業経営体における主体

的取り組みを分析し，生産技術を管理していく上での実践的な論理を実証的に

論述した。具体的には，管理 1「圃場条件の影響把握と組み替えを行う管理」，

管理 2「労働手段・対象の管理」，管理 3「知識・情報・技能を共有する管理」，

管理 4「作業組織管理」，管理 5「外部にある知識・情報・技能を導入・共有す

る管理」である。これら生産技術とその構造化に関する管理について述べた各

章の要約は，以下のとおりである。

第Ⅰ章では，これまでにない大規模稲作経営体を対象として，規模拡大との

関係から生産要素の特質を，労働手段でもあり労働対象でもある耕地を軸とし

て整理・分析し，生産要素の量的拡大と質的転換を図るために大規模稲作経営
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体が取り組むべき管理問題を特定した。

規模拡大過程における生産要素の特質は，①規模が拡大すると経営者や家族

労働力の役割が変化し，作業における雇用労働力の役割が増大する。効率的な

生産を行うには，知識・情報・技能を労働力の間で共有する必要があり，その

ため，共有が可能となる作業組織の形成や教育が必要である。②規模が拡大す

ると労働手段・対象が「高度化・質転換的」なタイプとなる。それは資本集約

的・土地利用的な体系であると伴に，要素間が相互に制約的，あるいは相乗的

に作用し合い，組み合わせや結合の仕方が有機的となる。③稲作の生産技術を

構成する要素の中でも耕地は，生産装置としての機能を有しており，その整備

水準は，作業組織，栽培技術や作業技術のあり方，つまり生産技術に大きな影

響を及ぼしている。また，耕地は，農業生産に社会的なつながりの問題をもち

こんでいる。④経営が立地する地域の地理的条件や基盤整備水準，事業導入の

ための合意形成の難易，耕地の流動化の程度などの農業構造が，耕地条件とい

う形をとおして，そこに立地する経営体に影響を及ぼしており，しかも，経営

外部にある与件としておおよそ決定されてしまっている。ことである。

以上の生産要素の特質を踏まえ，量的拡大と質的転換を図り，生産力を向上

させる生産技術とその構造化に必要な管理問題を管理 1 ～ 5 として示した。「管

理 1」は，立地条件の制約の中でも，借地選択や自ら行う圃場整備によって，

圃場条件を変えていくため，その対応を管理する問題である。「管理 2」は，

水田耕地条件が労働手段・対象の「高度化・質転換的」なものの実施を制約す

るため，その対応を管理する問題である。「管理 3」は，家族間で培われてき

た知識・情報・技能を雇用労働力間とどの様に共有するのか，その対応を管理

する問題である。「管理 4」は，作業組織を自立的に機能するものとするため

に，労働力間の役割分担を管理する問題である。ただし，圃場条件が作業組織

のあり方，構成の仕方を制約するため，その対応をも含め管理する問題である。

「管理 5」は，規模拡大に伴う質的変化において重要である技術導入や技術革

新に際し，外部にある知識・情報・技能をどのように取得し，定着化させるの

か，その対応を管理する問題である。
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第Ⅱ章以下では，第Ⅰ章の理論を実証的に論述した。

第Ⅱ章では，圃場の大区画化や技術の進展による生産性向上が経営運営に与

える具体的効果を明らかにするため，圃場の区画の大きさ，形状の変化が作業

の効率に及ぼす影響を正確に把握した。具体的には，高性能機械による作業を

対象として，それらの作業能率が圃場の区画の大きさや形状の違いによりどの

ように変化するのかを，実測調査から圃場作業量をシミュレーションすること

で導いた。その結果，大型機械や施設を装備した大規模稲作経営体における最

も望ましい圃場区画の大きさ・形状は，農道と直行する辺が 200 m，平行する

辺が 50 ～ 100 m の 100 ～ 200 a 区画であることを明らかにした。また，圃場の

大区画化が作業を効率化するのは区画の大きさ・形状の変化による圃場作業量

の向上と，さらに大型・高能率な機械による作業が可能となることによる圃場

作業量向上の相乗効果であることを明らかにした。すなわち高能率な機械ほど

大区画化による圃場作業量向上の効果が高い傾向を示すことから，大区画基盤

整備は，耕地規模が小さく，低能率な機械装備の農家に対してはメリットが少

なく，高能率な機械装備を持った大規模経営体にとってメリットが大きい。そ

のため，大区画圃場整備は土地利用権の流動化と集積を促進させるなどの効果

も有する。

以上のことから，圃場大区画化への管理が必要である。その一つは，「管理 1」

として大区画圃場整備事業の導入を重要な契機として捉え，地域を調整する，

さらに一つは，「管理 2」として自ら行う圃場整備により畦畔を取り払い区画

を拡大することである。そのためには，与件を自己の経営，立地する地域の問

題として内発的に対応する具体的な行動が必要である。

第Ⅲ章では，圃場条件の多様性にどのように対処し，生産の効率を向上させ

ていくかを明らかにするため，圃場条件を，①区画の大きさ・水利・地耐力条

件を一括した圃場整備水準，②団地までの通作距離，③団地の大きさ，④団地

内での圃場の配置，の 4 要因にあてはめ，その上で各要因を 2 ないし 3 段階の

作業制約水準に区分し，それが経営耕地規模に与える影響をシミュレーション

した。その結果，圃場条件を組み替えることで，つまり，基盤整備した圃場を
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団地として集積することで，現状の労働力，機械化体系，栽培技術においても，

耕地規模を 2 ～ 3 倍に拡大できる可能性を指摘した。また，作業効率の側面か

ら規模拡大を最も制約する圃場条件は，整備水準が低いことによる圃場区画の

零細性であり，その程度は圃場までの距離の遠隔化に伴う非効率の発生度合い

を上回ることを明らかにした。つまり零細圃場の解消を図ろうとした時，遠隔

な圃場であっても，整備水準が高く作業単位以上の団地化がされていれば，そ

こで規模拡大を図ることが有効な方策となる。さらに，効率の良い圃場が増加

すれば，高収益が期待できる品種の作付け比率が増加し収益の向上も可能とな

る。このように圃場整備水準が技術的側面から規模拡大に及ぼす効果は大きい。

圃場整備や農地の集積が進まない中で零細分散錯圃を容認した追加的規模拡

大を行っても，規模の限界が早い段階から生じる。規模拡大過程において，零

細分散錯圃に制約された生産管理の行き詰まりを打開するためには，「管理１」

として，地域の状況に鑑みながらも主体的な管理行動により，どういった圃場

に組み替え規模を拡大して行くべきかという戦略が必要である。本章の結果は

経営運営を新しい局面に向けて変えて行く上で，最も大きな影響を与える改善

点を示した。

また，本章での試算は移植栽培技術のみを前提としているが，今後において，

直播栽培技術など，圃場の整備水準が高位となることで規模拡大効果を発揮す

る技術の導入を考慮すると，圃場整備水準が高位となることによる水稲作付け

規模拡大効果は，より高いレベルにシフトすると考えられる。

第Ⅳ章では，生産体系の基盤である圃場と，それに組み合わせる形で，ある

いは制約される形で品種選択，栽培技術の選択，機械・施設の選択，作業組織

の形成などを行う管理問題を明らかにした。具体的には，経営者の生産管理行

動を，①栽培・作業技術による対応，②品種選択と配置による対応，③労働・

作業組織の編成による対応と考え，これら三点に注目して圃場条件が異なる複

数の事例を対象に管理の内容，行動の違いを分析・整理した。①栽培・作業技

術による対応においては，大規模稲作経営体では，移植栽培技術のみの体系で

は適期作業の維持，育苗の能力が限界となる。そのため，作業の分散・省力化
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を図る直播栽培技術の導入が必要である。しかし，未整備圃場が面積の半数，

あるいはほとんどを占める経営の場合，圃場整備が条件となる直播栽培の導入

は見られず，移植栽培技術の枠組みの中で圃場条件に関係なく管理作業の効率

化と適期実施が図れる無人ヘリコプタの導入が進んでいる。圃場が整備，大区

画化された経営では，直播栽培が導入されるなど，全体の作業・作付け体系，

圃場管理方式までも革新する技術導入が実現している。②品種選択と配置によ

る対応においては，作業期間の拡大と販売に有利な品種の組み合わせ，選択が

必要である。しかし，未整備圃場が大半を占める経営では早生品種中心となら

ざるを得ない状況である。一方，圃場が整備されるに従い，圃場条件と作付け

品種の関係を調整することが可能となり，全てが整備された場合には販売に有

利なコシヒカリに特化し栽培している。③労働・作業組織の編成による対応に

おいては，数百にも及ぶ圃場の条件が多様である場合，それに対応する情報，

知識，技能の蓄積がある経営者や家族労働者が圃場作業の主体となる。しかし，

ある程度圃場が整備されている場合では，圃場条件に対応するための情報，知

識，技能を雇用労働者との間で共有しようとする工夫が作業組織編成で見られ

る。さらに，ほとんどの圃場が整備され，管理し易く均質化されると雇用労働

者のみによる作業が可能となり，経営者，家族は指揮，管理，販売に関わる労

働が主となる。以上，①，②は「管理 2」に対応し，③は「管理 4」に対応す

る。

第Ⅴ章では，大規模稲作経営体における作業・労働組織管理に注目し，圃場

条件から受ける作業制約の実態とその制約に内発的に対応する具体的な方策を

ケーススタディにより詳細に解析し明らかにした。

第一のケースは，家族が主体となって作業がコントロールできている場合で

ある。稲作において重要となる水管理に関する知識は，家族間においては歴史

的蓄積の中で共有されているため，作業それぞれに家族を配置することで管理

上の大きな問題は生じない。

第二のケースは，家族のライフサイクルが変わり，さらに，規模が拡大した

場合である。より多くの雇用労働力を導入せざるを得ないため，雇用労働力と
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の間で水管理知識・情報を共有するシステムができてないという状況が必然的

に起こり得る。そのため，知識・情報を最も有している経営者が水管理に特化

し管理することになる。しかも，圃場条件が十分でない場合は，広域に，時間，

地域の錯綜した移動・作業を行う必要があるが，行動の経過を見る限り一人が

一手に担うには限界がある。圃場が未整備であり，その結果圃場数が多く，性

格，条件が多様な場合，それに対応じた水管理，あるいは他の生育管理におけ

る場合も含め，重要でかつ高度な知識・情報を雇用労働力との間で共有するた

めの具体的な管理手法が制約の内部化において必要である。

第三のケースは，圃場条件が高度に整備・集積され均質化している場合であ

る。水管理において必要な知識，技能の類型化が容易となり，そのため，雇用

労働力が水管理も含め全ての作業を行うことが可能となる。つまり，圃場整備

はこうした重要でかつ高度な知識・情報，あるいは，技能・技術の共有コスト

を低減していることが明らかである。このことを内部化という視点から捉えれ

ば，圃場の連坦化と自ら行う大区画化により管理する圃場数を集約することで，

雇用労働力との知識・情報，あるいは，技能・技術の共有が容易となり，さら

には移動の錯綜性，それに伴う不効率も低減し，経営者の経営管理への機能を

より強化することが可能になる。

以上，規模が拡大すると，労働力としての経営者，家族，雇用の役割が変化

し，「管理 3」が重要になる。また，「管理 3」は圃場条件により対応が大きく

異なるため，「管理１」と組み合わせ取り組んでいく必要がある。

第Ⅵ章では，大規模稲作経営体の生産力構築において，収量や品質の向上，

費用の低減，規模の拡大など，技術体系の再構築をとおして経営の構造を変革

する技術革新，特に近年の高度な技術革新の普及・定着において，研究の各分

野や，施策，普及，経営体，地域農業の経営に関わる様々な組織，及びそれに

属する個人が連携するシステムについて，その形成要因と役割を具体的に明ら

かにした。

技術革新のための技術実証，導入の過程，つまり経営外部にある知識・情報

・技能を導入を図る「管理5」においては，「経営の発展」，「技術開発」，「普
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及・指導」，「施策の実施と評価」，「技術の波及」に係る各領域，及びそれに

属する各主体が多様な情報を整理し，価値判断を共有し，合意形成と意思決定

を行える主体間連携関係を形成し，それぞれの持つ人材・資金・情報等の資源

について方向性のある活用をする必要がある。そのためには，それぞれの領域

や主体に属する個人が，技術革新の現場で多くの機会を捉え対面し，行動を共

にし，一つのチームのごとく機能させることが必要である。このチームは，そ

の場においてそれぞれが持つ知識・情報を相互に評価・論議・共有し確実に実

行できる対応方策を決定するための，技術革新の現場で自己組織化的に形成さ

れた「自律的なチーム」として捉えることができる。「自律的なチーム」の担

う行動は，①支援対象の個別的な情報や高度な技術的知識を共有・的確化し，

②それらの情報を関係する各主体に認識させ，③支援のあり方について主体間

調整やマッチングを行い，④整合性や変化を絶えずモニタリングすることで検

証し新たな対応を行う，というプロセスに整理できる。

第２節 生産技術管理実践上の含意

農地の流動化は，社会環境や農業構造の変化を背景として，この先さらに顕

著になると考えられる。また一方で，農地の流動化は，地域の第三者による利

用調整の機能がないまま個別相対による貸借の自由度の増加として進展する場

合も多いと考えられる。経営者は，耕地規模を拡大し，経営体を成長させるた

めに，地域の農業構造との関係を考慮し，意思決定する必要がある。それは同

時に，圃場条件を軸として，生産技術とその構造化を図る管理 1 ～ 5 を実践し

ていくことでもある。

ここでは管理 1 ～ 5 を実践していく上での本論文の含意として，以下の三点

について述べたい。

（１）圃場条件に対応した管理

現実として，経営体が立地する地域の農業構造，つまり圃場条件は多様であ
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る。そのため，経営体が現状の経営耕地規模からさらに規模拡大を進めようと

した場合には，圃場条件の違いにより同じ管理 1 ～ 5 でもその内容が異なるこ

とに留意しなければならない。

つまり，圃場条件が生産技術に関わる各要素に与える影響を具体的に把握し，

どのような管理内容としていくのか，あるいは圃場条件をどのように組み替え

るのが現実的なのかを，地域の農業構造との関係も含め，選択・構築していく

ことが必要となる。

第Ⅶ -１図に大規模稲作経営体の生産力と圃場条件の関係を示した。

圃場条件の第一として，圃場の配置が分散し，水利慣行の異なる地域に圃場

がある場合，また，圃場整備状況が十分でなく，区画が狭小，水利が整ってな

いなど，圃場の機能が低位な場合は，労働力間において，生産技術や圃場条件

に関わる知識・情報・技能の共有が困難となる。そのため，作業を行う労働力

は知識・情報・技能の蓄積がある家族が主体とならざるを得ない。こうした中

でも家族と雇用を組み合わせた作業組織を形成し，知識・情報・技能の継承を

意識した管理を行うことで，生産力は高位になる。また，労働手段・対象にお

いて，栽培・作業技術は，移植栽培のみの体系とならざるを得ない。しかし，

圃場の区画が狭小であっても防除，追肥作業の効率を改善できる無人ヘリコプ

ターなどのキーテクノロジーを活用する管理を行うことで生産力は高位とな

る。

圃場条件の第二として，圃場配置が集積し，大区画整備などにより圃場機能

が高度である場合は，労働力間において，生産技術や圃場条件に関わる知識・

情報・技能の共有が容易となる。そのため，作業を行う労働力は雇用が主体と

なる。また，活用するキーテクノロジーも大区画圃場，乾田直播栽培，農業機

械の GPS･レーザー制御などとなり，圃場条件と各キーテクノロジーが相乗的

に作用し合い，組み合わせや結合の仕方が有機的となり，生産力はより高位な

ものとなる。また，これらキーテクノロジーに関するより高度な知識・情報・

技能は経営外部から導入する必要があるため，外部にある主体と連携する管理

が必要となる。さらに，外部から導入した知識・情報・技能を雇用とも共有す
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る管理，雇用主体の自立的な作業組織とする管理を行うことで，生産力は高位

となる。

（２）圃場条件を組み替える管理

圃場条件に対応した管理の第一の場合から第二の場合へステップアップする

管理１，つまり圃場を集積し，圃場の機能を高度化する，圃場条件の組み替え

を行う管理が，技術構造の転換において，もっとも重要な管理項目になる。

地域の農業構造の反映である圃場条件そのものを改善しようとする場合に

は，基盤整備事業の導入が必要であり，また，圃場の利用を団地的に集積しよ

うとする場合にはその利用調整を図る広域的な取り組みが必要である。ここで

は施策上の事項と内発的な対応に関する事項に分けて対応を述べる。

現在の土地改良法では土地改良事業を導入するには，受益者からの申請・同

意徴収，受益者負担が執行の一般原則となっており，事業参加資格者は，「自

作地は所有者，所有者以外の使用収益権者が耕作する農用地は使用集積権者」

とし，事業参加者の「 2 / 3 以上の同意」を必要としている。しかし，実態とし

て所有者の権利義務が事業遂行上必要となることから，実際には土地所有者が

事業参加者となっており，また，土地所有者の 100%の同意を事業導入の目標

としている地域も多い。

大多数の農家が零細な規模に留まっている，あるいは土地持ち非農家となっ

ている状況の中で，土地改良に対する農家，経営体の対応は二極化し，土地改

良事業に伴う負担金の帰属に関わる問題，また，事業導入，換地，集落機能の

低下による末端施設の維持管理問題など様々な利害調整への手間が事業導入を

妨げている。これらを行うには，多くの組織，個人が同意する必要があり，地

域の施策を担う機関との積極的な連携が必要である。

次に内発的な対応として，自己の経営が立地する地域の耕地条件を捉え直し，

より具体的には圃場条件について，機能の高度化と集積を行う組み替えを，戦

略をもって構想し，実行することである。その過程では，圃場基盤整備事業導

入や耕地の利用調整などについて，地域を調整するために中心となって行動す
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ることも必要となる。さらには自ら行う圃場整備や借地選択が必要である。こ

のように，外部にある要因を内発的に変えて行くことで，経営の成長を図るこ

とが可能となる。

（３）各管理における時間軸の相違

管理 1 ～ 5 の管理内容について，それを達成するための時間軸が異なること

を考慮する必要がある。

土地利用調整による圃場の集積や，基盤整備事業導入による圃場機能の高度

化は，地域の農業構造が前提となっており，早急に事態が進展するわけではな

い。比較的長期的な取り組みとなることから，戦略的な視点が重要となる。ま

た，こうした中でも借地選択や自ら行う畦畔取り払いなどの圃場整備による圃

場条件の組み替えは，中期的に行える事項となる。一方，長期的に戦略を持っ

て臨む管理に対して。当面それらを前提として，対応方策を実施していく技術

導入や知識・情報・技能の共有は，短期から中期の管理と考えることができる。

こうした時間軸の相違を考慮しながら，総合的な管理計画を策定し，その中

で個々の管理を位置づけ，実践することが重要となる。

第３節 今後の展開方向と課題

これまでにない規模となった経営体では，生産技術管理において，経営外部

にある，より広範な要因の影響を受けると考えることができる。経営外部にあ

る要因はいくつかに区分できるが，それらについて対応が必要である。そこで

ここでは，本論が対象としなかった経営の外部にある要因も含め，その対応に

ついての整理と，内発的な対応力の重要性，そしてこれらを実践するために必

要となる経営者能力の獲得と主体間連携の重要性について，生産技術管理との

関係に限定し整理し，今後の展開方向と課題について述べる。

（１）施策による農業構造，市場の変化とそれへの適応
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経営外部にある要因として，第一には施策による農業構造，市場の変化，第

二には技術開発をあげることができる。

第一に施策による農業構造，市場の変化とそれへの適応について述べる。

施策は，農業構造や市場に関わり，事業の実施を通じてこれらを変革する重

要な方策である。

農業構造の変化については，農地利用に関わる規制緩和などによる地代の低

下，米価格，米流通に関わる規制緩和による米価の低下，規模の異なる経営体

間において，収益性，生産費用の格差が拡大していること，労働力の流出や高

齢化が進んでいること，これらのことにより，農地の流動化が進展している

ことを背景として述べた。しかし，これまでの稲作に関する生産技術は，耕

地規模の零細性，圃場の狭小性という日本農業の構造の中で，移植栽培技術と

いう稠密な栽培方法により組み立てられてきおり，これまでにない 50 から 100

ha という耕地規模では，種々の問題を内在するようになっいる。そのために

管理 1 ～ 5 が必要となることについて論述した。

農業の市場経済化についても，状況は進展しており，大規模稲作経営体は，

市場メカニズム下における競争条件の中で経営成長を図っていかなければなら

ない。本論では，生産に必要な土地や労働などの要素の調達について市場の変

化を前提として論述した。さらに考えれば，生産物市場の変化が生産管理に与

える影響も存在する。具体的には，流通・消費の多様化は，良食味・高品質，

あるいは安全性を求める需要がある一方で，業務需要では低価格・均一なロッ

トを求めており，これらは生産技術管理において品種の選択，投入資材の選択，

栽培技術の選択に影響を及ぼしている。そして，より広範に市場を捉えれば，

FTA， TPP など，国際的な市場変化による生産技術管理への影響も避けること

は出来ず，生産の費用，生産物の価値という点から，今後，対応を迫られるこ

ととなる。

施策はまた，経営体の成長過程に関わりそれを支援する方策でもある。施策

がもたらす社会的環境変化の中で，地域の農業と関わるために施策とどの様に

関与していくか，あるいは経営成長のために施策とどの様に関与していくか，
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論理のある構想を策定することが課題となる。

（２）技術開発と開発技術の導入

第二に技術開発と開発技術の導入について述べる。

技術開発は，収量や品質の向上，費用の低減，規模の拡大等，キーテクノロ

ジーによる技術体系の再構築をとおして生産力の向上を図る重要な方策であ

る。技術開発やその普及を担う機関と連携し，経営体の中で適用・定着を図る

各場面での状況を的確に管理していかなければならない。そうした中で，今後

の技術開発に注視する必要がある。

具体的には，位置情報システム（ GPS），地理情報システム（ GIS），機械・

施設の自動制御技術，圃場の環境や生育情報をモニタリングするフィールドサ

ーバー，さらには衛星を活用したリモートセンシング技術，気象・生育予測技

術，これら情報を携帯情報端末，クラウドコンピューティングシステムを介し

て時間や場所に関係なくリアルタイムで活用する情報通信技術（ ICT）など，

それぞれの技術及びこれらを結合した技術が，開発段階から実証・普及段階に

移行しつつある。これらは土地利用型農業において確実に実用化され，次世代

の生産力を構築するものである。つまり，数百にも及ぶ分散した圃場の情報管

理，栽培・作業管理，労働力管理，知識・情報管理，作業の効率化，高精度化

に寄与すると考えられる。今回提示した管理問題もこれら新技術による革新が

進展すれば，知識・情報の共有，技能の獲得支援など，容易に克服できる可能

性がある。これらの技術開発については，その進展を踏まえ，技術の実践的側

面を理論的に体系づけ，技術の開発方向，技術の経営上の位置づけ・導入契機

・導入効果について具体的に示すことが課題となる。

（３）経営者能力の獲得と主体間連携の必要性

耕地規模拡大を通じた経営体の成長は，家族が生産に関わる各要素を所有し

ていた段階から，それを市場を通じて調達する企業的段階へ転換していく過程

であると考えることができる。そのため，経営外部にある様々な要因の変化を
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与件としながらも，その与件を施策を用いて，あるいは内部の問題と捉え直し，

与件そのものを改変していくような管理を行うことが必要となっている。その

ためには，これらを管理する経営者の能力とその獲得を支援する主体間の連携

が重要となる。

農業経営の現場においては，経営外部にある要因の変化や，急速な耕地規模

拡大に対して，管理事項が体系的に意識されないまま，管理事項とその対応を

模索しつつ経営が行われている状況がある。生産技術管理を行っていく上で経

営者が備えなければならない能力，あるいは機能を獲得するための方法を解明

することが必要となる。

その一つとして，外部からの知識・情報の獲得が重要となる。このことにつ

いては試験研究，普及，施策に関わる各機関，民間が連携して支援にあたるこ

とが重要であることを改めて認識せざるを得ない。外部与件に対する内発的な

対応力を向上させる上でも同様である。各主体やそれに属する個人が連携する

場の形成とさらに他の経営体にも波及させるネットワークの形成が，今後の展

開において課題となることを強調したい。

また，一方で，こうした管理事項を明らかとしてもなお，それのみで企業的

段階への経営転換の契機とすることはできない。家族を中心とした経営体にお

ける経営者の意思決定において，どの様な外部要因，あるいは経営者の能力が

企業的段階に成長するための歯車を回すのか，その要因や過程についても解明

が必要である。
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圃場条件

配置分散・機能低位 配置集積・機能高位

生
産
力

生産技術高位

規模拡大

生産技術低位

規模現状

知識・情報・技能

共有困難

労働力

家族が主体

労働手段・対象

移植栽培技術のみの体系

無人ヘリ

知識・情報・技能の共有

( 管理 3 )

家族と雇用を組み合わせた作業組織 ( 管理 4 )

圃場条件の組み替え

( 管理 1 )

知識・情報・技能

共有容易

労働力

雇用が主体

労働手段・対象

大区画圃場

GPS、レーザー制御

乾田直播栽培

知識・情報・技能を

経営外部から導入

( 管理 5 )

経営外部から導入した

高度な知識・情報・技能の共有

( 管理 3 )
キーテクノロジーの活用

( 管理 2 )

雇用主体の自律的な作業組織 ( 管理 4 )

第Ⅶ-１図 大機稲作経営体の圃場条件と生産技術管理
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